


(管理物件の使用) 

第６条 乙は、管理業務を遂行するため、管理物件を無償で使用することができる。 

２ 乙は、管理物件を管理業務の範囲を超えて使用してはならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、乙は、第 34 条に定める自主事業を行う場合は、甲の承認を得て

指定管理業務の範囲を超えた管理物件の使用を行うことができる。 

４ 乙は、前項の規定により管理物件を使用する場合において、地方自治法第 238 条の４第７

項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可を必要とするときは、札幌市公有財産規則（昭

和 39 年規則第 46号）に定めるところにより、甲に対して、行政財産使用許可申請書を提出

し、所定の使用料を納付しなければならない。 

 (管理業務の範囲) 

第７条 乙が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 統括管理業務 

(２) 施設・設備等の維持及び管理に関する業務 

 (３) 施設における事業の計画及び実施に関する業務 

 (４) 施設の利用等に関する業務 

 (５) 前各号に掲げる業務に付随する業務 

２ 管理業務の細目及び管理の基準は、仕様書に定めるとおりとする。 

３ 甲は、必要かつやむを得ない事情があると認めたときは、乙と協議の上、仕様書に定める

業務の細目又は管理の基準を変更することができる。 

 (事業計画書等の提出) 

第８条 乙は、指定期間の各年度の管理業務に係る計画書及び収支計画書を作成し、当該年度

の前年度末までに甲に提出し、その確認を受けなければならない。 

２ 前項の収支計画書は、甲の定めた様式によるものとする。 

 (雇用条件の確保) 

第８条の２ 乙が豊平区民センターの業務を行うために必要な従事者に支払う賃金の最低額は、

時給 943 円相当額とする。ただし、北海道の最低賃金額がこれを上回る場合には、当該金額

を最低額とする。 

 (法令等の遵守) 

第９条 乙は、地方自治法その他の関係法令及び条例、札幌市区民センター条例施行規則（昭

和 49 年規則第２号。以下「規則」という。）その他の関係規程並びにこの協定を遵守し、仕

様書及び前条の管理業務の計画書に基づき、管理業務を行わなければならない。 

２ 本協定、事業計画書等、仕様書、募集要項、申込書の間に矛盾又は齟齬がある場合は本協

定、事業計画書等、仕様書、募集要項、申込書の順にその解釈が優先されるものとする。 

(委託の禁止) 

第 10 条 乙は、管理業務の全部又は一部について第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、次に掲げる業務は、この限りでない。 

（１）業務計画に基づいた単純、軽微かつ定型的な業務（夜間の貸室業務等） 

（２）区民講座に関する業務 

(３) 広報、啓発、調査、研究、催事等により一時的に発生する軽微な事務に関する業務 



 (４) その他甲が必要と認める業務 

２ 乙は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる業務を第三者に委託し、又は請け負わせようと

するときは、甲の承認を得なければならない。 

３ 乙が管理業務の一部を実施させた第三者の責に帰すべき事由により生じた損害又は増加費

用は、すべて乙の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし、乙がこれを負

担するものとする。 

(個人情報の保護) 

第 11 条 乙は、管理業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報については、個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第４章及び第 66条第２項の規定により準用する同

条第１項の規定その他関係規程のほか、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適正に

取り扱わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律第 33 条第１項の規定による開示の請求、第 34 条第１

項の規定による訂正の請求及び第 35 条第１項の規定による利用停止等の請求があったとき

は、同法の定めるところにより、適正に対応しなければならない。 

３ 乙は、甲から管理業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報の提出の要求があったと

きは、速やかにこれに応じなければならない。 

 (情報公開) 

第 12 条 乙は、札幌市情報公開条例（平成 11年条例第 41 号）第 22 条の２第１項の規定に基

づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。 

２ 乙は、前項の文書について、札幌市情報公開条例第 22条の２第２項の規定に基づき、甲に

対する文書の閲覧、写しの交付等の申出があった場合において、甲から文書の提出の要求が

あったときは、速やかにこれに応じなければならない。 

 (札幌市行政手続条例の遵守) 

第 13 条 乙は、施設の使用承認等の手続について、札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）

に定めるところにより、適正に処理しなければならない。 

 (札幌市オンブズマンへの協力) 

第 14 条 乙は、札幌市オンブズマン条例（平成 12 年条例第 53号）第 20 条の規定に基づき、

札幌市オンブズマンから調査の依頼があったときは、これに協力しなければならない。 

 (秘密の保持) 

第 15 条 乙は、管理業務等を実施する上で知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。 

（情報資産に関するセキュリティ対策） 

第 16 条 乙は、管理業務に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記２「情報セキュリティ特記

事項」を遵守しなければならない。 

 

第３章 利用料金及び管理費用 

 

 (利用料金) 

第 17 条 乙は、豊平区民センターの有料施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）



を乙の収入として収受することができる。 

２ 利用料金の額は、条例別表２に定める使用料の額と同額とする。 

３ 乙は、条例第６条の規定により利用料金を還付するときは、条例、規則及び札幌市区民セ

ンター等使用承認取扱要領（平成元年３月 28 日市民局長決裁）に定めるところにより行わな

ければならない。 

４ 乙は、指定期間の満了日又は指定の取消しがあった日後の利用に係る利用料金を事前に収

受した場合は、甲の指示するところにより、その利用料金に相当する金額を次の指定管理者

又は甲に支払わなければなければならない。 

 (管理費用)  

第 18 条 甲は、管理業務に係る費用（以下「管理費用」という。）として、金 129,340,000 円

を乙に支払うものとする。 

２ 前項の管理費用は、次の表のとおり年度ごと４回に分割して支払うものとし、各請求対象

管理期間の支払金額について、乙の請求があった日から起算して 30 日以内に支払うものとす

る。 

回数 
請求対象 

管理期間 

請求 

時期 

支払金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

１回目 4月～6月 4 月 10,347,200 円 10,347,200 円 10,347,200 円 10,347,200 円 10,347,200 円 

２回目 7月～9月 7 月 7,760,400 円 7,760,400 円 7,760,400 円 7,760,400 円 7,760,400 円 

３回目 10 月～12 月 10 月 5,173,600 円 5,173,600 円 5,173,600 円 5,173,600 円 5,173,600 円 

４回目 1月～3月 1 月 2,586,800 円 2,586,800 円 2,586,800 円 2,586,800 円 2,586,800 円 

３ 甲は、前項の請求に係る請求対象管理期間における第 22条第２項で定める業務報告書の提出が

ない場合その他甲が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、管理費用の全部又は

一部の支払を停止することができる。 
４ 指定期間中に条例の改正又は第７条第３項の規定による仕様書に定める業務の細目若しくは管

理の基準の変更に伴い管理費用が増加し、又は減少する場合は、甲乙協議の上、第１項に定める

管理費用の額又は第２項に定める支払金額を変更することができる。 
５ 指定期間中に経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により、第１項に

定める管理費用の額が著しく不適当となった場合は、甲乙協議の上、当該管理費用の額又は

第２項の支払金額を変更することができる。 

(経理の区分) 

第 19 条 乙は、管理業務を行うに当たっては、管理費用、利用料金収入その他の収入（講座受

講料等）を収入とし、管理業務に要する経費を支出として、他の会計と区分して経理しなけ

ればならない。 

２ 乙は、管理業務に係る経費の収支（施設に関連する他の収支を含む）について、独立した

帳簿及び預金口座により管理しなければならない。 

３ 乙は、第 34 条に定める自主事業を行う場合、当該自主事業の収入及び支出について、第１

項の経理とは別に、実施する事業ごとに区分して経理しなければならない。  

 



 (修繕費等の負担) 

第 20 条 管理施設の大規模な修繕、改造、増築等に係る費用、日常の施設に付随する消耗品（蛍

光灯等）の費用、日常の管理業務で発生する軽微な修繕等に係る費用については甲の負担と

する。 

 (備品の調達及び帰属) 

第 21 条 管理物件である備品が管理業務等の用に供することができなくなった場合の更新は、

仕様書に定めるところにより、甲が利用状況や予算状況を勘案して行う。ただし、乙の責に

帰すべき事由により滅失し、又は毀損した場合は、乙の負担で備品を調達しなければならな

い。 

２ 前項の備品以外の物品で、乙が必要とするものは、乙の負担で調達し、管理業務等の用に

供することができる。 
３ 第１項の規定により調達した備品の所有権は甲に帰属し、前項の規定により調達した物品

の所有権は乙に帰属する。 
 

第４章 事業報告 

 

 (事業報告) 

第 22 条 乙は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、５月 31日ま

でに甲に提出し、その承認を得なければならない。 

(１) 管理業務等の実施状況 

(２) 管理業務等に係る収支決算 

(３) 乙の経営状況 

(４) その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、毎月終了後、次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、毎月 10 日（その日が

閉庁日であるときは、翌開庁日）までに甲に提出しなければならない。 

(１) 管理業務等の実施状況 

 (２) その他甲が必要と認める事項 

 (報告・調査・指示) 

第 23 条 甲は、管理業務等の適正を期するため、乙に対して、管理業務等又は経理の状況に関

し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

第５章 指定の取消し等 

 

 (指定の取消し及び管理業務の停止) 

第 24 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して、指定管理者の指定を取り

消し、又は期間を定めて管理業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。 

 (１) 乙が条例、規則又はこの協定に違反したとき。 

 (２) 乙が地方自治法第 244 条の２第 10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これ

に応じず、若しくは調査を妨げ、又は虚偽の報告をしたとき。 



 (３) 乙が地方自治法第 244 条の２第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき。 

 (４) 乙が豊平区民センター指定管理者募集要項に定めた申込資格を失ったとき。 

 (５) 指定管理者の申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

 (６) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったと

き。 

 (７) 乙に管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 

(８) 乙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき。 

 (９) 不可抗力(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴動、疫病その他の甲又は乙の責に

帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ。) 又は法令の改正その

他の制度変更により管理業務を遂行することが困難になったとき。 

 (10) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は札幌市暴力団の排除の推進に

関する条例（平成 25 年条例第６号）第７条第１項に規定する暴力団関係事業者（以下「暴

力団関係事業者」という。）に該当すると認められるとき。 

 (11) 相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団関係事業者であることを知りながら、乙

が当該相手方と委託や物品調達などの協定に関連する契約（以下「関連契約」という。）

を締結したと認められるとき。 

 (12) 乙が暴力団員又は暴力団関係事業者と関連契約を締結していた場合（前号に該当する場

合は除く。）に、甲がその関連契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

 (13) 前３号に掲げる場合のほか、施設の管理運営に当たり、暴力団を利することとならない

ように必要な措置を講じなかったとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合は、乙は、指定を取り消された日

から 30 日以内に、第 22条第１項に規定する事業報告書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部又は全部の

停止を命じた場合は、既に乙に対して支払った管理費用の全部又は一部を返還させることが

できる。 

４ 第１項の規定により甲が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部又は全部の停

止を命じた場合（第９号に掲げる事由による場合を除く。）は、乙は、当該取消し等により生

じた甲の損害を賠償しなければならない。 

５ 前項に規定する場合において、乙に損害が生じることがあっても、乙は甲に対しその賠償

を請求することができない。 

６ 第１項第９号に掲げる事由により甲が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部

又は全部の停止を命じた場合における甲又は乙に生じた損害の負担については、甲乙協議の

上定める。 

 

 

 

 



第６章 事故発生時の対応等 

 

 (事故発生の報告等) 

第 25 条 乙は、管理業務等を行うに当たって事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとと

もに、その状況を速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。 

 (損害賠償) 

第 26 条 乙は、管理業務等を行うに当たり、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場

合は、甲の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、管理業務等を行うに当たり、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場

合は、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前項に規定する場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、甲は乙

に対して、賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。 

 (リスク分担) 

第 27 条 管理業務に関するリスク分担は、別表のとおりとする。 

 

第７章 雑則 

 

 (帳簿等の整備保管) 

第 28 条 乙は、次に掲げる帳簿等を常に整備し、これらを５年間保管しなければならない。 

 (１) 事業日誌 

 (２) 第 30 条の規定により届け出た管理業務に関する諸規程 

 (３) 文書管理簿 

(４) 各年度の事業計画書及び事業報告書 

(５) 収支予算及び収支決算に関する書類 

(６) 金銭の出納に関する帳簿 

(７) 物品の受払に関する帳簿 

 (８) その他甲が必要と認める書類 

 (重要事項の変更の届出) 

第 29 条 乙は、団体の規約又は定款、団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名等に変更が

生じた場合は、速やかに甲に届け出なければならない。 

 (規程等の整備) 

第 30 条 乙は、管理業務に関する諸規程を甲と協議のうえ整備し、これを甲に届け出なければ

ならない。 

 (原状回復) 

第 31 条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、速や

かに管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限り

でない。 

 

 



 (業務の引継ぎ) 

第 32 条 乙は、指定期間が満了するときは指定期間の満了の日までに、指定管理者の指定を取

り消されたときは速やかに、次の指定管理者又は甲による管理業務等が円滑に実施されるよ

う、甲の指示に従い、次の指定管理者又は甲に対して業務の引継ぎを行わなければならない。 

２ 前項の規定により乙が次の指定管理者に業務の引継ぎを行うときは、書面を取り交わし、

その写しを甲に提出しなければならない。 

３ 業務の引継ぎに必要と考えられる、施設概要説明用の公式ホームページ及び貸室インター

ネット予約にかかるシステムについて、次の指定管理者又は甲が要望した場合には権利を引

継ぐものとする。 

４ 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指示

するところにより、管理物件及び管理業務等に必要な書類を速やかに次の指定管理者又は甲

に引き渡さなければならない。 

５ 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する

者による管理物件の視察を申し出ることができるものとする。 

６ 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ

の申出に応じなければならない。 

 (準備行為) 

第 33 条 乙は、指定期間の開始の日の前日までに、管理業務等の遂行に必要な資格その他の能

力を有する人材を確保し、必要な研修等を行い、管理業務等の遂行に必要な一切の準備を行

わなければならない。なお、図書館電算システム機器の操作を行う職員に対しては指定期間

の開始前に甲が指定する研修を受けさせること（札幌市図書館または図書室の勤務経験があ

り、札幌市図書館電算システム機器の操作に精通している場合は研修を不要とする）。 

２ 乙は、管理業務の準備のために必要な場合は、指定期間の開始に先立ち、甲に対して管理

物件の視察を申し出ることができる。 

３ 甲は、乙の管理業務の準備を円滑に行うため、必要な指示、助言及び協力をするものとす

る。 

 

 (自主事業)  

第 34 条 乙は、次に掲げる事業を、自己の責任と費用により、仕様書に従い自主事業として実施

することができる。 
 (１) 当該業務が豊平区民センターの設置目的に合致し、かつ、管理業務の遂行を妨げない範

囲において、仕様書に定める承認要件の全てに該当する事業 

 (２) 当該業務が豊平区民センターの設置目的には合致しないが、豊平区民センターの利便性

を高める等の目的があり、かつ、管理業務の遂行を妨げない範囲において、仕様書に定め

る承認要件の全てに該当する事業 

２ 乙は、前項に定める自主事業を実施する場合は、甲に当該自主事業に係る事業計画書を提

出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。 

 





別表 (リスク分担表) 

種  類 内   容 
負担者 

甲 乙 

物価・金利変動 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少  ○ 

税制・法令改正 施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経

費の増加又は収入の減少 
○  

上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少  ○ 

その他の制度変

更 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正そ

の他の制度変更等による経費の増加又は収入の減少 
○  

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等に

よる経費の増加又は収入の減少 
 ○ 

資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中

断等 
 ○ 

需要変動 需要変動による収入の減少  ○ 

業務内容の変更 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増

加 
○  

乙の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に

伴う経費の増加 
 ○ 

不可抗力 不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費 ○  

不可抗力に伴う事業の中断 協議事項 

施設の損壊等に

よる修繕、事業

の中断 

乙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費

用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 
 ○ 

乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕

等に伴う事業の中断等 
協議事項 

許認可等 甲が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに

よる事業の中止・延期 
○  

乙が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに

よる事業の中止・延期 
 ○ 

第三者への賠償 乙の故意又は過失により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

引継費用 管理運営の引継ぎに必要な費用  ○ 

注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた

場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。 

 

 

 

 

 



【別記１】 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 この協定により、札幌市（以下「甲」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以

下「乙」という。）は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律につ

いての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報

セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記

事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）

の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記載

すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなけれ

ばならない。 

３ 乙は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。 

４ 乙は、従業者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければなら

ない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に

書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

３ 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出し

てはならない。 

 

 

 

 



 （教育の実施） 

第５条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従

業者が遵守すべき事項その他この協定による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従

業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しな

ければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 乙は、この協定による業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に

漏らしてはならない。 

２ 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他

に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

４ 乙は、この協定による業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓

約書を提出させなければならない。 

 

 （委託を行う際の措置） 

第７条 乙は、協定書第 10 条第２項による承認を得る場合において、 

 個人情報を取り扱う業務の委託の承認を得ようとする場合には、甲に対して次の事項を明確

に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 委託先の名称 

 (2) 委託する理由 

 (3) 委託して処理する内容 

 (4) 委託先において取り扱う情報 

 (5) 委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 委託先に対する管理及び監督の方法 

２ 乙は、前項の申請に係る書面を甲に対して提出する場合には、委託者が甲指定様式（本協

定締結前に乙が必要事項を記載して甲に提出した様式をいう。）に必要事項を記載した書類を

添付するものとする。 

３ 甲が第１項の規定により承認した場合には、乙は、委託先に対して本協定に基づく一切の

義務を遵守させるとともに、甲に対して委託先の全ての行為及びその結果について責任を負

うものとする。 

４ 甲が第１項の規定により、乙に対して個人情報を取り扱う業務の委託を承諾した場合には、

乙は、委託先との契約において、委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体

的に規定しなければならない。 

５ 前項に規定する場合において、乙は、委託先の履行状況を管理・監督するとともに、甲の

求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

 



 （複写、複製の禁止） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録

された資料等を、甲の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 

 

 （個人情報の管理） 

第９条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応

ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、

当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取

扱規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏え

い等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取

扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこ

と。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏

えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１０条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報について、この協定による業

務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１１条 乙は、甲と乙との間の個人情報の受渡しを行う場合には、甲が指定した手段、日時

及び場所で行うものとする。この場合において、甲は、乙に対して個人情報の預り証の提出

を求め、又は甲が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１２条 乙は、この協定による業務の終了時に、この協定による業務において利用する個人

情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に

消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を

書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。 

４ 乙は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁

的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じな

ければならない。 



５ 乙は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、甲に対してその日時、担当者名及び消

去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１３条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに

報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならな

い。 

 

 （監査及び調査） 

第１４条 甲は、この協定による業務に係る個人情報の取扱いについて、本協定の規定に基づ

き必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び委託先に対して、実

地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定による業務

の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１５条 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反

又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に

かかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、

発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証

拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時

対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応

じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償） 

第１６条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していることを認めたときは、この協

定の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別記 2】 

情報セキュリティ特記事項 

 

 

（基本事項） 

第１条 この協定により、札幌市（以下「甲」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以

下「乙」という。）は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報

セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するた

め、必要な措置を講じなければならない。 

（定義） 

第２条 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりと

する。 

(１) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、正確性及び完全性の維持並びに定められ

た範囲での利用可能な状態を維持することをいう。 

 (２) 行政情報 この協定による業務を行うに当たり、甲から提供された情報及び新たに作

成又は取得した情報（個人情報保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第１項

に規定する個人情報及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成 25年法律第 27 号）第２条第８項に規定する特定個人情報（以下これ

らを「個人情報」という。）を含む。）をいう。 

(３) 情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、

ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みを

いう。 

 (４) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディ

スク等をいう。 

(５) 情報資産 行政情報及び情報システムで取り扱う全ての電磁的データをいう。 

（セキュリティ特記事項の遵守） 

第３条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリテ

ィ特記事項等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。 

２ 乙は、この協定による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人

情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律の例により適正

に取り扱わなければならない。 

（組織体制） 

第４条 乙は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次

に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場

合には、乙は速やかに書面により甲へ連絡しなければならない。 

(１) 情報セキュリティに係る責任体制 

(２) 情報資産の取扱部署、責任者及び担当者 

(３) 通常時及び緊急時の連絡体制 



(４) 業務履行場所 

（秘密の保持） 

第５条 乙は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該

業務以外の目的で使用してはならない。 

２ 乙は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定

による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用

してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切

な教育を行うこと。 

３ 乙は前項の実施状況を書面にし、甲に提出すること。 

４ 第１項及び第２項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（業務目的以外の利用等の禁止） 

第６条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当

該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（個人データの保存） 

第７条 乙は、この協定による業務によって収集した個人のデータについては、暗号化して保

存しなければならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複

写し、又は複製してはならない。 

（業務履行場所以外への持出禁止） 

第９条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を業

務履行場所以外へ持ち出してはならない。 

（情報資産の受渡し） 

第 10 条 この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確

認し行うものとする。 

（厳重な保管及び搬送） 

第 11 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事

故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

（再委託の禁止） 

第 12 条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うもの

とし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託

先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならな

い。 

（事故発生時の報告義務） 

第 13 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事

故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示

に従わなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 



（調査の実施） 

第 14 条 甲は、この協定による業務に係る乙の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応

じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。 

２ 乙は、甲から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認めら

れる場合を除き、協力しなければならない。 

３ 甲は、第１項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、乙による情報セキュ

リティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。 

４ 乙は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならな

い。 

（情報資産の返還又は処分） 

第 15 条 乙は、この協定が終了し、又は解除されたときは、この協定による業務に係る情報資

産を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分するとともに、速やか

に甲に対し、書面により証明書を提出しなければならない。 

（特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償） 

第 16 条 甲は、乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、この協定

の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（違反事実の公表等） 

第 17 条 乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、この協定を解除された場合、甲は、乙

の名称及び違反事実を公表することができる。 

（実施責任） 

第 18 条 乙は、乙内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、甲が求めた際には

速やかに報告しなければならない。 

（その他） 

第 19 条 乙は、第１条から第 18条までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために

必要な措置を講じなければならない。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市豊平区民センター 

管理業務等仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

第１ 豊平区民センターについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 １ 豊平区民センターの設置目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ２ 豊平区民センター管理運営上の課題、基本的方向性・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２ 施設の管理業務等に関する基本的方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第３ 管理物件及び管理の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 １ 管理物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ２ 管理の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

   (1) 開館時間及び休館日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(2) 豊平区民センターの使用の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(3) 使用の制限に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(4) 個人情報の保護に関する法律の適用について・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(5) 札幌市情報公開条例の適用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(6) 札幌市行政手続条例の適用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(7) 札幌市オンブズマン条例の適用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(8) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について・・・・・・・・・・・・３ 

(9) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について・・・・・・・・３ 

(10) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

第４ 業務の内容と要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 １ 統括管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(1) 管理運営業務の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(2) 平等利用の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(3) 地球温暖化対策及び環境配慮の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

(4) 管理運営組織の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

(6) 第三者に対する委託業務等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

(8) 財務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

(9) 苦情対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

(10)記録・モニタリング・報告・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

２ 施設・設備等の維持管理に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

(1) 総括的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

(2) 施設、設備等の維持に関する管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

(3) 防災業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

３ 事業の計画及び実施に関する業務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

(1) 区民講座に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

(2) 地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・16 

(3) 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 



 

 

(4) 図書業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

４ 施設の利用等に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

(1) 受付業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

(2) 使用承認等に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

(3) 利用の促進利用率の向上に関する取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

５ 管理業務に付随する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

(1) 広報業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

(2) 掲示及び配架に関する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

(3) 引継業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

(4) その他豊平区民センターの管理業務に付随する一切の業務・・・・・・・・・・・20 

第５ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

１ 自主事業の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

(1) 一般的留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

(2) 承認要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

(3) 自主事業に関する経理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

(4) 承認の取消について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

(5) 目的外使用許可について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 ２ 改修工事・大規模修繕について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 

別紙１ 豊平区民センター管理運営業務 業務毎の届出・記録・報告事項一覧・・・・・・23 

別紙２ 図書室業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

別紙３ 管理業務の計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

別紙４－１ 運営事業計画書（１区民講座について）・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

別紙４－２  運営事業計画書（２地域住民の交流等を目的とした事業について）・・・・・・86 

別紙４－３ 運営事業計画書（３地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について）・・95 

別紙５ 管理に係る収支計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

様式１－１、１－２ 施設利用状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 

様式２－１、２－２、２－３ 講座等事業実施報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・113 

様式３－１、３－２ 施設利用状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 

様式４－１、４－２、４－３ 講座等事業実施報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・118 

様式５ 有料施設利用料金収入状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 

様式６－１ 図書室業務日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 

様式６－２ 図書室事故等報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 

様式６－３、６－４ 図書室月間業務報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 

様式７ 個人情報取扱状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 

 

別表１ 管理物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 

別表２ 備品一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 



第１ 豊平区民センターについて 

１ 豊平区民センターの設置目的 

札幌市において、豊平区民センターをはじめとするコミュニティ施設は、区民センタ

ー条例第１条に定める「地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興

を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与する」ことを目的として設置された。（さ

らにこれらに加えてコミュニティセンターと地区センターは、区民センターの機能を

補完し、地域における住民の自主的な活動を促進することを目的としている。） 

 

２ 豊平区民センター管理運営上の課題、基本的方向性 

豊平区民センターをはじめとするコミュニティ施設は、市内に区民センター10館、コ

ミュニティセンター２館、地区センター24館、計36館を各地区に設置している。 

これまで、コミュニティ施設の一層の利用促進のため、市民委員による「コミュニテ

ィ施設利用促進検討懇談会」の意見書（平成20年度）を踏まえ、各種の利用促進策を実

施してきており、平成20年度の平均利用率53.8％から、令和元年度の平均利用率59.5%

と、利用率が向上してきている。 

また、今日、地域社会においては、町内会加入率の低下、一人暮らしの高齢者の増加

や核家族化の進行に加え、新型コロナウイルス感染拡大により地域活動の機会が減少

したことに伴い、住民相互の関係性の希薄化など、様々な課題が存在している。コミュ

ニティ施設には、こうした課題解決のため、それぞれのコミュニティの核としての役割

も求められているところであり、地域住民が集う地域コミュニティ形成の場として、重

要な役割を担っている。 

このため、指定期間における豊平区民センターの管理運営は、一層のサービスの向上

と経費の節減を図りながら、利用率の向上及び地域住民による施設運営への積極的な

参画を目指すことを基本的方向性として行うものとする。 

 

第２ 施設の管理業務等に関する基本的方針 

豊平区民センターの管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うこととする。 

１ 札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の公

平な利用に供するよう管理運営を行うこと。 

２ 施設の効用を最大限発揮し、施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行うこ

と。 

３ 「管理業務の計画書」で提案した住民のコミュニティ施設運営への参画、まちづくり

人材の育成、まちづくり活動の助長を促進する管理運営を行うこと。 

４ サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう

管理運営を行うこと。 

５ 利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。 

６ 最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。 

 

第３ 管理物件及び管理の基準 

１ 管理物件 

別表１のとおり 
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２ 管理の基準 

⑴ 開館時間及び休館日 

開館時間 午前８時 45 分から午後９時まで 

休 館 日 12 月 29 日から翌年１月３日まで 

    ※利用者から希望がある場合は、開館時間を午後 10 時まで延長し、使用時間の超

過を認めることとする。 

※特に必要があると認めるときは、札幌市と協議のうえ変更し、又は臨時に休館日

を設けることができる。（例：施設改修時等） 

⑵ 豊平区民センターの使用の承認について 

ア 施設（有料施設）の使用の承認は、札幌市区民センター条例（昭和 48 年条例第

49 号。以下「条例」という。）、札幌市区民センター条例施行規則（昭和 49 年規則

第２号）及び札幌市区民センター等使用承認取扱要領等に定めるところにより行う

こと。 

イ ロビー（無料施設）の使用の承認については、札幌市区民センター等ロビー使用

基準に定めるところにより行うこと。 

⑶ 使用の制限に関する事項 

ア 条例第９条各号に定める場合には、使用を承認しない。 

イ 条例第 10 条各号に定める場合には、使用承認の条件を変更し、使用の停止を命

じ、又は使用の承認を取り消すことができる。 

ウ 条例第 10 条の２各号に定める場合には、豊平区民センターに入館しようとする

者の入館を禁じ、又は入館している者に豊平区民センターの使用の停止若しくは

豊平区民センターからの退館を命じることができる。 

⑷ 個人情報の保護に関する法律の適用について 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第４章の規

定のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては、同法

第66条第２項の規定により準用する同条第１項の規定により札幌市と同様の安全管

理措置義務を負う。 

また、同法第 33 条第１項の規定による開示の請求、同法第 34 条第１項の規定によ

る訂正の請求及び第 35 条第１項の規定による利用停止等の請求があったときは、同

法の定めるところにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに

当たって保有する個人情報の提出の要求があった場合は、速やかに、これに応じるこ

と。 

⑸ 札幌市情報公開条例の適用について 

指定管理者には、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）第 22 条の２の規

定により、情報公開の努力義務が課せられるほか、札幌市から管理業務等に関する文

書等の提出の要求があった場合には、これに応じること。 

なお、情報公開にかかる事務処理については、札幌市指定管理者情報公開要綱(平

成 15 年 12 月 15 日助役決裁)及び札幌市出資団体等情報公開要綱(平成 12 年３月 30

日市長決裁)に定めるところにより行うこと。 

⑹ 札幌市行政手続条例の適用について 

ア 指定管理者は札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２条第４号の「行政
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庁」に該当するため、使用承認等の行政処分は、同条例の定めに従って行うこと 

イ 使用承認等の審査基準及び標準処理期間を定める場合は、札幌市の基準等に準

じた内容とし、札幌市に届け出ること。 

ウ 使用承認の取消し等の不利益処分を行う場合において意見陳述のための手続を

行うときは、札幌市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について

報告すること。 

エ 聴聞の手続に関する必要な事項について、札幌市聴聞等に関する規則（平成６年

規則第 51 号）に準じた内容の聴聞規則等を定め、札幌市に届け出ること。 

⑺ 札幌市オンブズマン条例の適用について 

指定管理者は札幌市オンブズマン条例（平成 12 年条例第 53 号）第 20 条の規定に

より、オンブズマンが、苦情等の調査のため必要があると認めたときに実施する質問、

事情聴取、又は実地の調査について協力するよう努めること。 

⑻ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について 

指定管理者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第６号。以

下「暴排条例」という。）第６条の「事業者」、第７条第２項の「公共事業等に係る契

約の相手方」にあたることから、条例の基本理念にのっとり、暴力団を利することと

ならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団

の排除に関する施策に協力すること。具体的な取組については、以下の通り。 

ア 施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団。以下同じ。）の活動に利用されないよ

うにするために必要な措置を講ずるものとする。なお、施設利用者等が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下｢暴

力団員｣という。）や暴力団関係事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関

係事業者。以下同じ。）などであるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排除に

かかる照会事務マニュアル」に従って必要な対応を行うこととし、その際は、原則、

札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

イ 協定に関連する契約（第三者への委託、物品調達等）について暴力団員や暴力団

関係事業者を相手方としないこととする。また、既に締結している契約の相手方が

暴力団員または暴力団関係事業者であると判明した場合、直ちに札幌市に報告し、

その指示に従うこと。既に締結した契約の相手方またはこれから契約を締結しよ

うとする相手方が暴力団員または暴力団関係事業者であるかどうか確認が必要な

場合は、「暴力団の排除にかかる照会事務マニュアル」に従って対応することとし、

その場合は、原則、札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

⑼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について 

指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。）における「民間事業者」の区分に該当

し、「障がい者への合理的配慮」について努力義務を課されているが、指定管理者は

公の施設の管理を通じて市民サービスに直結した業務を担っていることを踏まえ、法

的義務を課されている国・地方公共団体等行政機関である札幌市に準じた対応を行う

こと。具体的な取組については、「障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針」

（対応方針）及び「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」（接遇要領）を参
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照すること。 

⑽ その他 

ア 管理業務等を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、  

札幌市内の企業等の積極的な活用に努めること。 

イ 管理業務等を行うに当たり、職員の雇用、第三者への委託、物品の調達等を行う

場合は、障がい者の積極的な雇用など福祉施策への取組に努めること。 

ウ 第三者への委託、物品の調達にかかる支払は「政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律」第６条に準拠するよう努めること。 

 

第４ 業務の内容と要求水準 

豊平区民センターの業務内容と業務毎の要求水準は、以下のとおりとする。 

なお、以下に記載する項目のうち、業務の計画を作成することとしているものについて

は、札幌市との協議のうえ、その内容を決定することとする。 

１ 統括管理業務 

サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業

務の全体を統括する。 

利用の公平・公正の確保に対する方針とその取組、管理運営の基本方針、利用促進の

ための方針とその取組、運営事業計画、地域連携の目標、まちづくり活動の参加意欲醸

成及び担手育成への貢献方法、地域社会の絆の強化への貢献方法、運営協議会設置の方

針、地域住民の声の把握・反映の仕組み、苦情処理等の方法、利益の市民還元、市内企

業等の活用計画、福祉施策の取組方針、職員の雇用環境の維持向上に向けた考え方とそ

の取組、施設管理のための組織体制、職員配置計画、勤務形態、勤務条件、職員採用計

画、人材育成、研修計画、防災業務、環境保全の取組、施設・設備等の維持管理等の具

体的内容は別紙３「管理業務の計画書」のとおりとする。 

⑴ 管理運営業務の基本方針 

豊平区民センターの管理運営に関して、指定管理者としての基本方針を策定する。 

◇要求水準 

ア 豊平区民センターの管理運営に関して、第１で挙げた施設の設置目的を実現す

るとともに、市民サービスの向上、経費の縮減を図る上での基本方針を明確化す

ること。 

イ 基本方針の策定にあたっては、施設運営の透明性を確保するよう特に留意する

こと。 

⑵ 平等利用の確保 

豊平区民センターにおける平等利用を確保するための方針及び取組項目を明確化

し、各取組を実施する。 

◇要求水準 

上記方針及び取組項目として明確化する内容には次の内容を含むこと。 

・平等利用を確保する上での指定管理者としての基本的な方針 

・上記方針を具体化する上での統括責任者の役割、職員の心構え 

・豊平区民センターにおいて不当な差別的取扱いに該当するおそれのある行為等 

・これらの行為等を発生させないように組織として対応する取組項目 
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・その他、平等利用確保に際しての留意事項等 

※平等利用の基本的な考え方については、地方自治法第 244 条第３項、札幌市公の

施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱第５-３-(1)、及び第１に記載

した豊平区民センターの設置目的を参照すること。 

⑶ 地球温暖化対策及び環境配慮の推進 

管理業務等を行うに当たっては、札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球

温暖化対策及び環境配慮の推進に努めること。 

◇要求水準 

ア エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）を遵守し、

豊平区民センターにおけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進める

こと。 

イ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

ウ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

エ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めるこ

と。 

オ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイド

リングストップの実施など環境に配慮した運転に心がけること。 

カ 管理業務等に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイ

ドライン指定品を使用すること。 

キ 業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行うこと。 

ク 業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立すること。 

ケ 省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに次の資料を作

成し、札幌市に提出するほか、毎年度、別紙１に示す報告書類を提出すること。 

・工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21

年３月 31 日経済産業省告示第 66 号）に規定する各管理標準 

コ 施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市電力の調達に係る環境配

慮要綱で定める「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者より、調達するこ

と。また、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めること。 

⑷ 管理運営組織の確立 

ア 責任者の配置、組織の整備 

豊平区民センターの管理運営業務に関して統括的に責任を負う者（以下「館長」 

という。）を 1 名配置するとともに、その職務代理者（以下「副館長」という。）を

１名以上配置する。また、管理運営業務を適切に行い得る組織を整備し、維持する。 

◇要求水準 

(ｱ) 館長は、自ら定めた管理運営の基本方針の具体化を始めとして、札幌市と指

定管理者との協議、必要な報告、その他本仕様書に示す業務の全体（以下「本

業務」という。）を統括するとともに、本業務に関する札幌市その他との対外的

な協議等について、責任を持って一元的に対応すること。 

(ｲ) 副館長は、館長がその職務を担えなくなった際に、館長を代理すること。 

(ｳ) 組織の整備に当たっては、本仕様書に示す各業務の分担、指揮命令系統、緊

急時の連絡系統、その他必要な内容を規定すること。 
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イ 従事者の確保、配置 

豊平区民センターの管理運営業務を適切に行うために必要な従事者（以下「職

員」という。）を確保する。また、職員の配置計画を作成し、各職員に業務を割

り当て、アで整備した各組織に配置する。 

職員の賃金については、業務計画書(募集要項 様式５-４)に記載した最低時給

額を下回らないこと。 

◇要求水準 

(ｱ) 管理運営の開始日以降指定期間の満了日に至るまで、本業務に必要な職員を、

職員の休暇等の場合も含め業務に支障が生じないように確保し、当該職員が担

当する業務内容を明確にした上で、適切な担当部署に配置すること。 

(ｲ) 供用時間においては、次の人員を配置すること。 

＜職員の標準配置基準＞ 

・施設の使用承認等に関する業務：２名 

・図書室：２名 

ウ 人材の育成 

業務に支障が及ばないよう万全を期するため、職員に対して、業務上必要とさ 

れる研修、指導教育（以下「研修等」という。）を実施する。 

研修等は、各年度の実施計画(以下｢研修計画｣という。)を作成し、これに基づき

実施する。なお、研修等は、指定管理者が自ら行うものの他、公的機関その他の組

織が行う研修等に職員を派遣して行うことも可能とする。 

◇要求水準 

(ｱ) 研修等を通じて、職員が割り当てられた業務を完全に理解し、その実施に支

障が生じない状況を確保すること。なお、理解すべき内容としては、少なくと

も次の内容を含むものであること。 

・各職員が行うべき業務の内容及び責任、利用者への接遇、業務上遵守すべき

関係法令・条例・規則等の規定内容、防火・防災対策、環境への配慮、その他

業務に必要な知識や技術、心構え等 

(ｲ) 研修計画には、次の内容を含むこと。 

・研修等の実施方針 

・研修等の実施項目、各項目の概要、実施スケジュール 

(ｳ) 毎年度、研修計画に基づいて実施した研修実績を札幌市へ報告すること。 

エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上 

豊平区民センターにおける市民サービスの水準を維持向上させるとともに、雇

用の確保を図るため、職員の雇用に関する関係法令を遵守し、必要な規定の作成・

変更や届出等を行うとともに、雇用環境の維持向上に努める。 

◇要求水準 

(ｱ) 職員の雇用に関しては労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、その他豊

平区民センターの管理運営にあたり関連する労働関係法令を遵守し、就業規則

その他の必要な規定等を整備するとともに、必要な届出を監督官庁に行うこと。 

(ｲ) 職員に対する給与、賃金等の支払を適切に行うこと。 

(ｳ) 職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取り組める
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よう、安全衛生やコミュニケーション、（提案があった場合）ワーク・ライフ・

バランスの推進を含め、十分な労働環境を整えること。 

⑸ 管理水準の維持向上に向けた取組 

豊平区民センター利用者のニーズに柔軟に対応するとともに、安全性、効率性、そ

の他豊平区民センターの管理水準を維持・向上させていくため、組織内では常に情報

を共有するとともに、各業務について見直しを行い、改善を図る。 

◇要求水準 

ア 情報の共有方法を明確化し、必要な情報を職員が十分に把握していること。 

イ 業務の見直しを行う方法を明確化し、定期的に見直しを行うこと。特に、事故防

止については、見直し、改善を含め、日常的に組織的取組を行うこと。 

⑹ 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 第三者に対する委託業務等における適正の確保 

協定書第 10 条に示す第三者に対する委託（以下「再委託」という。）を行う業務

の実施にあたり、適正を確保する。 

◇要求水準 

(ｱ) 再委託業務にかかる契約を締結する際には、札幌市契約規則及び札幌市物

品・役務契約等事務取扱要領（平成 20 年３月 28 日財政局理事決裁）第 91 条

に準じて、軽微なもの、緊急を要する場合などを除き原則として複数の団体か

ら見積等を徴すること。 

(ｲ) 再委託をする場合には、再委託の相手方となる事業者(以下｢再委託事業者｣

という。)が、再委託業務の履行にあたり豊平区民センターの管理運営におけ

る市民サービスの向上について配慮するとともに、利用者の安全を十分に確保

するよう仕様等を作成すること。また再委託事業者からの再度の委託はできな

いことに留意すること。 

(ｳ) 再委託は指定管理者の責任において行うものであることについて、再委託事

業者の十分な理解を確保すること。 

イ 再委託の相手方となる事業者への適切な監督、履行確認 

再委託事業者に対しては、指揮監督を徹底するとともに、必要な履行確認を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 再委託事業者との契約にあたり、再委託事業者に対して必要な指揮監督を行

う部署及びその責任者、再委託事業者側の責任者を明確にし、指揮命令系統及

び連絡系統を確立すること。 

(ｲ) 再委託した業務が当該契約に基づき適切に行われるよう、必要な指導、指示、

立会、書面による検査並びに確認を行うこと。 

(ｳ) 再委託事業者に対し、委託した業務に関連する労働関係法令を遵守するよう、

適切な監督、指導を行うこと。 

(ｴ) 再委託事業者に対して、豊平区民センターの業務を行うために必要な従事者

の法令遵守状況及び労働環境（賃金、労働時間、各種保険の加入状況、健康診

断の実施状況等）に関わる情報提供を求めること。ただし、個人情報保護の観

点等から情報の収集が困難な場合は、その状況、経緯等について札幌市に報告

を行い必要な指示を仰ぐこと。 
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ウ 協定に関連する契約の相手方からの暴力団員又は暴力団関係事業者の排除 

暴力団員または暴力団関係事業者を協定に関連する契約の相手方としないため

に、必要な対応を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 第３－２－(8)－イに定める対応を行うこと。 

⑺ 札幌市及び関係機関との連絡調整 

ア 運営協議会の設置 

札幌市、指定管理者、利用者団体、地元町内会等で構成する豊平区民センター運

営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。協議会においては、管理業務等

の状況の報告、管理運営水準の維持・向上に向けた協議を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 協議会は指定管理者の主催により指定期間中３か月に１回以上開催するこ

と。 

必要に応じて、札幌市及び指定管理者のみでの協議会開催も可とするが、年

度ごと１回以上はすべての構成員で協議会を開催すること。 

(ｲ) 協議会の運営は指定管理者が行うこと。また、協議会では以下の項目につい

て協議等を行うこと。 

＜協議等の項目＞ 

・本業務の報告と豊平区民センターの管理運営上の問題点や改善に関する事項 

・施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合の概

略 

・本仕様書において協議会での協議を必要とする旨が記載されている項目 

・その他、豊平区民センターの市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取組 

(ｳ) 協議会の内容は記録するとともに要旨を札幌市に報告すること。また、その

要旨を１か月程度施設内に掲示し、利用者へ周知すること。 

イ 関係機関との連絡調整 

本業務の遂行に当たり、利用者団体、地元町内会等、その他関連する団体、組織、

機関等との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 指定期間開始後２か月以内に、本業務の円滑な遂行に関して必要となる関係

機関等の一覧表を作成し、当該内容について札幌市に確認すること。 

(ｲ) (ｱ)の確認後、必要な関係機関等との関係の構築を速やかに行うとともに、

連絡調整を適宜行うこと。 

ウ 指定管理者の表示 

指定管理者が行政庁としての行為を行う場合には、指定管理者であることを明

らかにする。 

◇要求水準 

本業務を行うに当たり、使用承認、承認取消その他の行政庁として行う行為（本来、

行政庁でなければ行うことができない行為）を行う場合において、団体名を表示する

必要があるときには、「札幌市豊平区民センター指定管理者 札幌市豊平区民センタ

ー運営委員会」と表示すること。 
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⑻ 財務 

ア 資金管理 

豊平区民センターの安定的かつ効率的な管理運営を確保するため、本業務に関

する資金（協定書に定める管理費用、利用料金、その他の収入。以下「管理費用等」

という。）及び本業務とは別に指定管理者が札幌市の承認を得て施設において実施

する事業等（以下「自主事業等」という。）に関する資金を適切に管理する。 

◇要求水準 

(ｱ) 本業務を行うに当たっては、指定管理者が行っている他の事業と経理を明確

に区分し、年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備すること。 

(ｲ) 本業務に係る経費の収支については、独立した帳簿及び預金口座により管理

すること。 

(ｳ) 管理費用等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確

認すること。 

(ｴ) 自主事業等の経費の管理については、第５－１－（3）を参照。 

イ 現金等の適切な取扱い 

利用料金収入等の現金等が不適切に取り扱われることの無いよう、現金等の取

扱に関する規定（以下「現金等取扱規定」という。）を整備し、運用する。 

◇要求水準 

(ｱ) 現金等取扱規定には、以下の項目に関する規定を含むこと。 

なお、複数の規定類により各項目について規定していても差し支えない。 

・現金の取扱いに関する管理体制 

・現金の取扱事務の運用手続 

・現金の保管方法 

・銀行口座の管理方法 

・金券類の管理等の適切な取扱い 

・以上の現金等の取扱いに付随する帳票、経理書類の様式 

(ｲ) 現金等取扱規定においては、現金等の取扱いに関し事故、不祥事を未然に防

ぐ仕組みを構築し、運用すること。 

(ｳ) 現金等の取扱いに関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確

認した日時、事実の概要を記録するとともに、当該事実等について即時に札幌

市に報告のうえ、その後の対応について札幌市と協議し、必要な対応を取るこ

と。 

(ｴ) 現金等の取扱いに関して、必要に応じて現金等の輸送中及び保管中に発生し

た滅失や盗難、事故に備えた保険等の加入について検討すること。 

⑼ 苦情対応 

施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等（以下「苦情等」とい

う。）に迅速かつ適切に対応し、その結果を札幌市に報告する。 

◇要求水準 

ア 苦情等への対応手続を文書により整備すること。また、職員が、当該手続の内容

を十分に理解していること。 

イ 苦情等を受け付ける担当部署を明確化し、利用者、その他必要な者に対して十
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分に周知していること。なお、利用者等からの申し出があった場合には、当該担当

部署とは異なる部署においても苦情等は受け付けること。 

ウ 苦情等を受け付けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行うこと。 

(ｱ) 指定管理者のみで対応が可能なものについては、適切な対応を行った上で、

必要に応じて札幌市に報告すること。 

(ｲ) 指定管理者のみでは対応が難しいもの、札幌市の判断を要するものについて

は、速やかに札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

エ 市政に関し、指定管理者の業務には全く関わりの無い苦情等があった場合  

には、速やかにその概要を札幌市に報告すること。 

オ なお、札幌市は、札幌市になされた苦情等の対応上必要と認めるときは、指定管

理者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。 

⑽ 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 記録 

指定管理者は、本業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管し、指定期間の

満了時や指定の取消時には、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐ。 

◇要求水準 

以下の帳簿等を常に整備し、これらを５年間（法令等で定めがある場合は、その期

間）保管し、保管期間が終了した場合は、個人情報等の取扱いに注意し、適正に破棄

すること。ただし、５年が経過する前に、指定期間が満了しまたは指定が取り消され

た場合は、札幌市の指示に従い、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐこ

と。 

・事業日誌 

・管理業務に関する諸規定 

・文書管理簿 

・各年度の事業計画書及び事業報告書 

・収支予算及び収支決算に関する書類 

・金銭の出納に関する帳簿 

・物品の受払に関する帳簿（別表２、３に記載する備品及びその他の備品で指定管

理者が調達したものについてそれぞれ明示し、その受払について記載したもの） 

・以上のほか、別紙１に示す本仕様書に規定する業務に関する記録書類、及び札幌

市が必要と認める書類 

イ セルフモニタリング 

指定管理者は、豊平区民センターの管理運営業務の実施状況及び利用者や地域

住民の声について、自ら監視・測定（以下「セルフモニタリング」という。）を行

う。 

◇要求水準 

(ｱ) 業務の全体に関して、以下の内容を含むセルフモニタリングを行うこと。 

a 利用者満足度の測定等 

・利用者アンケート調査を行い、施設利用者の施設利用に係る満足度等を測定

するとともに、意見、要望等を把握する。 

・調査は、公正な方法で行うこと。 
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・利用者アンケート調査には、豊平区民センターの利用による総合的な満足度、

第１で挙げた豊平区民センターが目的とする成果の実現や、課題の解決等の

進捗、職員の接遇等を把握できる調査項目を盛り込むこと。 

・調査結果については、集計・整理後速やかに札幌市に文書及び電子データに

より報告するとともに、豊平区民センターの利用者にも、１か月程度掲示に

より周知すること。 

・調査に当たっては、個人情報の保護に関する法律の遵守を徹底すること。 

b 苦情等の整理、分析 

・施設利用者、地域住民、その他からの苦情や要望は、その内容に従い分類し、

件数及び内容の傾向等を分析する。 

・当該分析結果は随時、札幌市及び協議会において報告した上で、施設内に掲

示すること。また、随時作成した分析結果を活用して、別途、年度単位の分

析を行うこと。 

c 各業務のセルフモニタリング 

・別紙１に記載した各業務の記録の作成等行うこと。なお、業務の実施方法等

と合わせて記録・測定等の方法を集約するなど、合理化を図ることもできる。

ただし、この場合にも、別紙 1 に記載した内容は含むこと。 

d 業務・財務検査項目の自己チェック 

・半年に１回程度、札幌市が示すチェックリストを用いて、業務や財務に関す

る自己チェックを実施し、その結果を記録し、また、改善が必要な項目があ

る場合、その改善提案を含め札幌市に報告すること。なお、改善提案を行っ

た項目については、札幌市への報告後１か月以内に再度確認し、札幌市に報

告すること。 

 (ｲ) 利用者アンケート調査結果については、以下の項目毎の満足度の水準を目

標とする。 

・総合満足度：80％ 

・接遇（受付を含む）：80％ 

・貸室事業：80％ 

・図書事業：80％ 

ウ 事業等の報告 

指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、別

紙１に示す報告書類、その他札幌市が要求する報告書類について、適宜提出する。 

◇要求水準 

(ｱ) 毎年度終了後に提出する報告書類 

・施設利用状況報告書（様式１-１、１-２） 

・講座等事業実施報告書（様式２-１、２-２、２-３） 

・当該年度の管理業務に係る収支決算書（利用料金の収入状況を含む） 

・当該年度（又は当該年度中に終了する事業年度）の団体の経営状況を説明す

る書類〔収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類、貸借対照表及び財産

目録またはこれらに相当する書類〕 

(ｲ) 毎月終了後に提出する報告書類 
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・施設利用状況報告書（様式３-１、３-２） 

・講座等事業実施報告書（様式４-１、４-２、４-３） 

・有料施設利用料金収入状況報告書（様式 5） 

・図書業務報告書（様式６-１、６-２、６-３、６-４） 

・個人情報取扱状況報告書（様式７） 

(ｳ) 事業計画書の提出 

指定管理者は、毎年度末までに次年度に予定する事業計画書を作成し、札幌

市に提出すること。なお、当初に提案した事業計画に変更がある場合には事前

に札幌市と協議すること。 

(ｴ) その他 

指定期間初年度においては、決算終了後直ちに、(ｱ)に挙げた団体の経営状

況を説明する書類（指定期間初年度の前事業年度分）を提出すること。 

エ 札幌市の検査・確認・要請に対する対応等 

指定管理者は、施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠

実に対応する。 

なお、検査・確認等の結果、指定管理者の業務が協定書に定める管理運営業務の

基準を満たしていないと判断した場合は、札幌市は、指定管理者が必要な改善措

置を講ずるよう指示等を行うことがあるので留意すること。 

◇要求水準 

(ｱ) アに挙げた帳簿等、その他管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理

し、札幌市からこれらに関する報告や現地調査を求められた場合には、速やか

に指示に従い、誠実に対応すること。 

(ｲ) 札幌市は、ウに挙げた報告書類等の検査、定期的又は随時の現地調査（給与・

賃金等の支払状況や口座残高の確認等の財務検査を含む）、その他管理の基準、

管理業務等に関する仕様書等に基づき、指定管理者が業務を適切に実施してい

るかの検査、確認を行うので、指定管理者はこれらの検査等に協力すること。 

オ 事業評価 

指定管理者は、施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌

市が定めるところにより、管理業務等の自己評価を行い、毎年度事業報告書の提

出にあわせて札幌市に報告する。 

◇要求水準 

(ｱ) 評価は、館長が中心となり、可能な限り利用者と直接接する職員の意見等も 

反映させることのできる方法により行うこと。 

(ｲ) 札幌市は、指定管理者の自己評価をもとに、指定管理者の業務評価を行い、

その結果に基づき必要な指示等を行うとともに、評価の結果を公表する。札幌

市が公表した評価結果については、施設内に１か月程度掲示し、利用者へ周知

すること。 

※なお、札幌市は、必要なサービス水準の確保、その他施設の管理運営に関し必

要があると認めたときは、利用者ニーズを把握するための調査を行う場合がある。 
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２ 施設・設備等の維持管理に関する業務 

⑴ 総括的事項 

ア 利用者等の安全確保、市民サービスの向上への配慮等 

各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、

市民サービスの向上について十分に配慮する。 

また、法令の遵守を徹底するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理物

件を管理する。 

◇要求水準 

(ｱ) 各業務に関して、豊平区民センター利用者、歩行者、近隣住民、職員、その

他業務に関連する者の安全が十分確保されること。 

(ｲ) 各業務を実施する際に、利用者の施設利用の支障にならないよう配慮すると

ともに、利用者に対し業務の実施について十分に案内すること。 

(ｳ) 必要な場合には、法令等に従い当該要件を満たす有資格者により作業が行わ

れること。 

(ｴ) 拾得物の取扱いを適正に行うこと。 

(ｵ) 災害、救急にかかる対応を適切に行うこと。 

イ 連絡体制の確保 

各業務に関する連絡体制を確保する。 

◇要求水準 

開館時間中については、各業務に関して必要な連絡先を利用者に対し十分に案 

内すること。また、各業務に応じて、利用者等、職員からの連絡が必要な場合には、

常に最短の時間で連絡可能な状態が維持されていること。 

ウ 損害賠償保険の加入  

管理業務の実施に当たり、指定管理者の故意又は過失により札幌市又は第三者に

損害を与えた場合は、指定管理者が賠償責任を負うことになるため、指定管理者に

おいては、次に掲げる内容を補償する損害賠償保険に加入すること。 

(ｱ) 対象：豊平区民センター内における維持管理期間中の法律上の賠償責 任 

(ｲ) 対人補償：１億円（１名につき） 

４億円（１事故につき） 

(ｳ) 対物補償：500 万円 

(ｴ) 期間  ：指定管理者の指定期間 

(ｵ) その他 ：被保険者を指定管理者（指定管理者から委託を受けたものを含む）

及び札幌市とし、交差責任担保特約を付ける。 

⑵ 施設、設備等の維持に関する管理 

施設、設備等の維持に関する管理業務の具体的な実施要領は、別紙３「管理業務の

計画書」（４－８）のとおりとする。 

ア 備品管理 

札幌市が備え付ける備品（事務機器を含む。）は別表２のとおりとする。備品は、

市民等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃等を行うととも

に、不具合の生じた備品について、修繕を行う。 

また、施設の管理運営にあたっては、指定管理者と札幌市とは備付けの備品(別

- 13 -



 

表２)について物品使用貸借契約書を締結するものとする。 

◇要求水準 

(ｱ) 備品は所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｲ) 備品に関する不具合があった場合、速やかに実際の状況を確認し、修理、説

明、代用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行うこと。 

(ｳ) 別表２に記載する備品は、毎年度全件その有無及び状態を点検すること。 

⑶ 防災業務 

地震、火災、風水害等の災害(以下｢災害等｣という。)及び事故による傷病等が発生

した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日ごろか

ら訓練を行い、利用者、職員等の安全確保を図る。 

防災業務の具体的内容は、別紙３「管理業務の計画書」（４－６）のとおりとする。

なお、当該計画書は、以下の点を踏まえること。 

基本的には、災害が発生した場合、区災害対策本部の依頼があれば指定避難所と

して開設できる体制を整える。また、豊平区民センターは指定避難所に指定されて

いることから、「札幌市豊平区民センターの管理に関する業務協定書」とは別に、

避難所の運営に関する協定の締結に係る協議を求めることがある。 

ア 避難者が施設に入ってきた場合 

避難所開設の可否について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。開設

しない場合については、区災害対策本部の指示に基づき開設中の避難所を案内す

る。 

イ 施設に損壊が生じた場合 

① 避難者が発生し、避難所として開設するにあたり支障がある場合 

施設の損壊状況について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。 

② 避難者が発生せず、単なる施設の損壊 

施設所管課に連絡を行う。 

ウ 対応を行う時間帯 

 基本的には開館時間内の対応とする。 

エ 災害が発生し、負傷者が出た場合 

① 避難者の場合 

救急処置、119 番通報等必要な措置をとり、区災害対策本部に連絡を行う 

② 利用者の場合 

救急処置、119 番通報等必要な措置をとり、施設所管課に連絡を行う。 

       

◇要求水準 

(ｱ) 災害等の緊急事態が発生した場合には、防災計画に基づき、被害が最小にな

るように迅速かつ最善の対応を取るとともに、発生の状況、その他必要な事項

について直ちに札幌市に報告すること。 

(ｲ) 防災計画には、以下の内容を含むこと。 

・防災業務の実施方針 

・災害等が発生した場合の統括対応部署とその役割。その他の部署の役割分担

と連絡系統 
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・災害による被害を最小限に抑えるための防災訓練の内容及びその他の日常 

からの対策 

・豊平区民センターにおける事故による傷病等の想定項目 

・事故による傷病等を未然に防ぐための方策 

・万一事故等が発生した場合の対応方法(医療機関その他関係機関との連携を

含む) 

・休館日の災害等への対応体制 

(ｳ) 防災業務の実施にあたっては、次の基準、観点に従うこと。 

・豊平区民センター利用者の安全を最優先で確保すること。 

・職員の安全、近隣住民への対応や関係機関との連携協力に十分に配慮するこ

と。 

・開館中に災害等が発生した場合に、職員が必要な初動対応、避難所としての

対応及び連絡等を行える状況を維持すること。 

・開館中を除く時間帯に災害等が発生した場合に、必要な連絡体制及び損害、

被害の確認、避難所としての対応を行う体制を確立していること。 

・防災計画は、別途札幌市との避難所の運営に関する協定が締結された場合は、

その内容に応じて改定を行うこと。 

(ｴ) 利用者等の急な傷病に適切に対応できるよう、近隣の医療機関との連携体制

や職員による応急救護体制を確立していること。 

(ｵ) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に規定される防火管理者ないし防

災管理者の選任、消防計画の策定及びその実施を通じて、消防法及び関係法令

に規定される防火管理又は防災管理を徹底すること。 

(ｶ) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し、日常の点検とパット、バッテリー

等の消耗品を含め、必要な更新を行うこと。また、緊急時には迅速に対応でき

るよう、日頃から点検、操作訓練等を行うこと。なお、現在施設内に設置して

いるＡＥＤについては、保証期間が終了していない場合に限り継続して使用す

ることができるものとする。 

 

３ 事業の計画及び実施に関する業務 

豊平区民センターの設置目的を達成するための事業を企画・立案し、実施する。 

なお、事業の企画・立案・実施に関しては、他の地区センター（コミュニティセンタ

ーを含む。）、豊平区体育館等の他施設と連携を図り、地域行事との関連も考慮する

こと。 

 ⑴ 区民講座に関する業務 

豊平区民センターの設置目的の実現に向けて、市民の教養等の向上促進等のため

に、区民ニーズ及び市の施策に合致した各種講座を実施し、市民に学習機会を提供

する。 

各事業の具体的内容は、別紙４－１「運営事業計画書（１区民講座について）」

のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 年間 10 講座程度（1 講座あたり４～８回程度）を定期又は随時に開催するよう
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努めること。 

イ 講座の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

・区民ニーズの高い講座（例：一般教養、健康づくり） 

・まちづくり参加入門講座（例：地域の魅力再発見、町内会経理・運営、ボランテ

ィア入門、ファシリテーター養成、ワークショップ運営等） 

・市民・他団体が企画、提案する講座 

ウ 講座の一部（５割未満）の実施に当たっては、市民が企画、提案する講座を具体

化するための支援や札幌市生涯学習センター等との連携を行い、内容の充実を図

ること。 

エ 講座毎に申込定員の 80％以上の参加者を得るよう努めること。 

オ 講座毎に参加者の受講内容に関する理解度、満足度がそれぞれ 80％以上となる

ことを目標とすること。 

カ 受講料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金

額とするよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考

とすること。 

⑵ 地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務 

豊平区民センターの設置目的の実現を図るため、幅広い地域住民の交流等を目的

とした事業やボランティア性の高い事業を実施し、利用促進に向けたきっかけづく

りとする。 

各事業の具体的内容は、別紙４－２「運営事業計画書（２地域住民の交流等を目的

とした事業について）」のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 年間にわたって複数回、定期又は随時に開催する。 

イ 事業の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

・文化祭、演芸会など（例：利用団体合同の発表会） 

・講演会、演奏会など（例：著名人による講話、ＰＭＦ等の演奏） 

・スポーツ大会、その他（例：卓球大会、地域のおまつり、フリーマーケット） 

ウ 来場者目標数の 80％以上の来場者を得るよう努めること。 

エ 利用促進に向けたきっかけづくりとなるよう、来場者への年間施設イベント情

報チラシの配布や体験型のイベントにするなど、来場者の施設への興味を喚起す

るような工夫をすること。 

オ 参加料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金

額とするよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考

とすること。 

カ 文化祭、演芸会等にてバザー等を実施し飲食物を提供する場合、臨時営業許可等

の法定手続等を行うこと。 

 

⑶ 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

豊平区民センターの設置目的である地域住民の福祉増進に寄与するため、施設 の

空き室等を有効に活用（無料）することにより、地域の憩いの場を創出する。 

各事業の具体的内容は、別紙４－３「運営事業計画書（３地域の憩いの場づくり施
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設活用事業（無料）について）」のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 空き室の範囲内又はロビー等の空きスペースを活用して実施することとし、事

業ごとに月１回以上実施することを目安とする。 

イ 事業の内容は、以下の例を参考に地域のニーズを踏まえて定めるとともに、複数

の分野においての実施に努めること。 

＜分野の例＞ 

・文化系【和室や会議室を利用】・スポーツ系【ホールを利用】 

・フリー系【ロビーを含めた空きスペース全体を利用】 

（フリー系の例：子育てサロン、ファミリー利用、自習コーナー、子ども開放） 

ウ より地域住民・個人が気軽に参加することで施設利用者の裾野が広がるよう、事

業内容や実施方法を工夫すること。特に貸室を活用しない、あるいはあらかじめ曜

日日時を設定せずに適宜実施できるフリー系の事業を、施設の状況に応じて積極

的に実施するとともに、子どもや子育て世代への利用促進につながるように工夫

すること。 

エ 実施日時の設定にあたっては、各施設における駐車場の混雑状況を勘案するこ

と。特に区役所等の公共施設と駐車場と共用している施設においては、平日日中

を避けて設定するなどの工夫をすること。 

オ 備品使用料は徴収しないが、茶菓や資料など実費的な参加料等の設定に当たっ

ては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金額とするよう配慮すること。

この場合、本市内の他の類似施設や市のイベントなどの料金設定を参考とするこ

と。 

カ あらかじめ事業ごとの実施予定曜日や時間帯を設定した年間または月間のスケ

ジュールを立てるとともに、貸室利用等により中止する場合は事前に決定し、利用

者が確認できるようにすること。また、中止した分は、空き室の範囲内において他

の空き時間等へ振り替えるなどにより、上記実施回数の確保に努めること。 

キ 活用事業は、空き室の範囲内で施設を有効利用するものであり、施設の利用状況

によって変動するものであることから、利用率が向上した場合には順次縮小する

ものであることを十分周知すること。また、実際に事業を縮小する場合は、段階的

な縮小や十分な事前周知等により、利用者への理解が得られるように努めること。 

⑷ 図書業務 

図書室において、地域住民の身近な図書施設として、その教養、調査・研究、レ

クリエーション等に資するよう、資料の貸出・返却、整理、その他図書室運営に関

する業務を行う。なお、業務の内容は別紙２に示す仕様書のとおりとする。 

◇要求水準 

ア 公の施設であることを念頭に置き、公平な運営を行うこと。 

イ 札幌市中央図書館の管理運営方針に従い、「さっぽろ読書・図書館プラン 2022（令

和４年５月）」等の主旨を踏まえながら市民の読書活動推進等に取り組むこと。 

ウ 利用者が円滑に図書館サービスを利用できるよう、図書館奉仕その他の業務を

適正に遂行すること。 

エ 市民が利用しやすい環境整備に努め、丁寧な接遇を心掛けること。 
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オ 利用促進を図るため、創意工夫による普及行事・展示の企画実施及び積極的な広

報活動に努めること。 

カ 利用者の個人情報保護について細心の注意を払うとともに、個人情報の保護に

関する法律の規定に基づき、個人情報の保護を徹底すること。 

キ システム端末について、札幌市情報セキュリティポリシーに従い、適正に使用す 

ること。 

ク 利用者からの意見、苦情等に対し、自館において責任をもって対応すること 

４ 施設の利用等に関する業務 

施設の使用申込の受付、使用の承認等、利用料金の収受、その他施設の使用承認等に

関する業務を行うとともに、利用の促進、利用率の向上に向けた取組を行う。 

⑴ 受付業務 

豊平区民センター受付において、施設利用についての案内、施設利用及び物品貸与

の申し込み受付、利用前後の鍵の受け渡し、苦情や問い合わせへの一次対応、コピー・

印刷機利用サービス、その他豊平区民センター来館者への対応業務を行う。なお、施

設の使用承認等に関する業務に関しては、下記(2)のとおり実施すること。 

◇要求水準 

ア 来館者に受付カウンターであることが容易に理解されるよう必要な表示や案内

があること。 

イ  親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。 

ウ 来館者の来館目的に沿い、適切な案内を行うこと。また、豊平区民センターに関

する来館者の疑問点に即時に対応すること。 

エ 施設利用者（使用承認等の申込者を含む）に対しては、施設の利用方法や利用上

の留意点など必要かつ十分な案内が行われること。 

オ 来館者が受付に到着した後は速やかに要件を済ませられるよう配慮すること 

カ 混雑する場合には、混雑緩和のための必要な対応を講じること。 

キ その他札幌市政に関する問い合わせについても、対応業務を行うこととし、必要

に応じて関係部署へ取次ぎを行うこと。 

⑵ 使用承認等に関する業務 

豊平区民センターの利用に関して、以下の業務等を行う。 

・施設（有料）の使用申込・予約受付及び使用の承認又は不承認 

・施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとすると

きの当該行為の承認又は不承認 

・使用承認等の条件の変更、施設の使用の停止の命令又は使用承認等の取消し 

・利用料金の収受事務 

・利用料金の還付に関する事務 

・販売行為等の承認 

・入館の制限その他施設の秩序維持 

・ロビー（無料施設）の使用申込の受付及び使用の承認又は不承認 

◇要求水準 

ア 平等利用を確保すること。 

イ 使用の承認、不承認は、札幌市区民センター条例、同条例施行規則、札幌市区民
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センター等使用承認取扱要領、札幌市区民センター等使用許可に係る審査基準及び

札幌市区民センター等の使用許可に係る処分基準等関係規程に基づき行うこと。 

ウ 利用料金等の収受を、第４－１－⑻－イにより整備する現金等取扱規定に基づ

き適切に行うこと。 

エ 施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるもの

とする。（第３－２－⑻－ア 参照。） 

オ 施設窓口、電話、ファクス、インターネット（札幌市が提供する予約システム）

及び独自のインターネット申込みによる受付を行うこと。なお、インターネット申

込みにおいては、ホームページ上に空き室情報確認画面を掲示するなど利用者の利

便性に考慮すること。 

カ 使用申込受付、事前予約受付及び利用料金収受に係る取扱時間は、休館日を除く

午前８時 45 分から午後９時までとすること。 

⑶ 利用の促進、利用率の向上に関する取組 

豊平区民センターの利用の促進、利用率の向上に関する取組を実施する。 

◇要求水準 

貸室の目標利用率は 60％程度とすること。なお、施設を取り巻く状況等により、

十分な取組にも関わらず、目標を下回ることが明らかとなった場合には、必要に応じ

て目標を見直すこととする。 

 

５ 管理業務に付随する業務 

上記管理業務に付随する業務を行う。 

⑴ 広報業務 

指定管理者は、施設の PR や情報提供のため、札幌市と連携しながら、リーフレッ

ト、PR チラシの作成・配布、ホームページの開設・更新を行う。 

◇要求水準 

ア PR チラシは区内（地区内）で地域的な偏りの無いよう配布すること。 

配布方法例：区内の公共施設等への設置による配布 

イ PR チラシには、豊平区民センターの利用案内や実施事業の案内等のほか、札幌

市の施策に関する情報を掲載すること。 

ウ ホームページには、閲覧者の問い合わせ先(電子メールアドレス及び電話番号)

を掲載すること。ただし、アクセス件数のカウンターは表示しなくてもよいが、定

期的にアクセス件数は把握できるようにすること。 

エ ホームページは、利用者の立場になって、ウェブアクセシビリティ、ユニバーサ

ルデザインの考え方に基づいて管理するとともに、総務省作成の「みんなの公共サ

イト運用ガイドライン※１」を参考に以下の取組の実施に努めること。 

・ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開 

・日本工業規格 JIS X 8341-3：2016※３の適合レベル AA に準拠※２することと

し、１年に１回試験の実施と公開を行うこと。  

・１年に１回「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表※１」を公開すること 

オ ホームページの作成にあたっては、「札幌市公式ホームページガイドライン」

を参考にすること。また、ホームページ全体を常時 SSL 対応すること。 
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※１ 総務省ホームページ 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html）よ

り入手可能。 

※２ 「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基

盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 

2016 年３月版 

（http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/）」で定められた

表記による。 

※３ JIS 規格の改定が行われた場合は、最新の規格に対応すること。 

⑵ 掲示及び配架に関する業務 

指定管理者は、施設内の掲示板、配架コーナーの管理について、第１に挙 げた施

設の設置目的等に照らして、施設の実情に応じた利用規則を定め、公平・平等に掲出

を行うものとする。 

◇要求水準 

ア 掲示板及び配架コーナーの設置に当たっては、①コミュニティ活動及び生涯学

習活動を目的とする利用者団体の当該施設に関する事業、②その他営利等を目的

とする利用者団体の当該施設に関する事業、③官公庁の主催・共催・後援事業、④

その他地域住民のコミュニティ活動及び生涯学習活動を目的とする事業の４スペ

ースとすること。なお、スペースの割合については、施設の実情に応じて①から④

の順に従って優先するものとすること。 

イ 掲示物及び配架物の掲出期間やサイズについては、スペースと掲出希望数を斟

酌し、弾力的に対応するものとし、依頼者に対しても協力を呼びかけること。その

際、札幌市の後援がない事業は掲出できないとの誤解を依頼者に与えないよう注

意すること。 

ウ 掲示物及び配架物の内容が区民センター条例等の関係法令に照らしてふさわし

くないものについては、掲出しないこと。 

エ 掲示物及び配架物の内容等について、施設として一切関知していない旨明示す

ること。 

⑶ 引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等

を作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引継ぎを行う。又、新旧指定管

理者は、業務引継の完了を示す書面を取り交わし、その写しを札幌市に提出する。 

◇要求水準 

ア 引継ぎは、豊平区民センター利用者の利便性を損なわないよう、新指定管理者、

本市と協力して行うこと。 

イ 引継ぎには、別途札幌市との協議により定める内容を含めること。 

⑷ その他豊平区民センターの管理業務に付随する一切の業務 
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第５ その他 

１ 自主事業の実施について 

指定管理者は、上記の業務の範囲外で、あらかじめ札幌市の承認を得た上で、豊平区

民センターを使用して事業を行うことができる。この場合の留意事項は、以下のとおり

とする。 

⑴ 一般的留意事項 

指定管理者が自らの提案に基づき自主興行を実施する場合は、豊平区民センター

の設置目的を踏まえて計画すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮するとと

もに、市民が利用しやすいような料金を設定すること。 

⑵ 承認要件 

以下の全てに該当すること。 

ア 第１で記載した豊平区民センターの設置目的等、第２で記載した基本的方針及

び第３で記載した業務の内容と要求水準の達成に寄与すること。 

イ 指定管理者の自己資金で実施するものであること。（指定管理費の流用は原則と

して認めない。ただし、指定管理者の経営努力による利益と認められる分について

は、個別に判断するため札幌市に相談すること。） 

ウ 収支見込や事業の運営形態において、第４に示す各業務に支障をもたらさない

と認められること。 

エ 事業実施後は指定管理者による施設の原状復帰が可能なこと。 

オ 第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任

を指定管理者が負うものであること。 

カ 施設運営上の継続性に影響を与えないこと。 

キ 下記(5)に示す目的外使用許可が必要な場合、当該許可を受けたものであること。 

※施設の管理運営とは関わりの無い指定管理者固有の事業等のＰＲ、関連イベン

ト、その他指定管理者固有の事情によると認められる事業等は承認しない。 

⑶ 自主事業に関する経理 

自主事業の収支については、本業務に係る収支と区分して経理すること。複数の自

主事業を行う場合は、さらに、事業毎の経理とすること。 

なお、この場合、費用については、本業務にかかる経費と自主事業にかかる経費を

明確に区分できるもの（例：自主事業のみに要する備品費等）はそれぞれ当該事業の

費用とし、明確に区分できない費用のうち人件費、団体の一般管理費については本業

務及び各事業の規模に応じて適切に配分して経理すること。 

ただし、本業務において当然に発生する備品費、修繕費等の費用については、収支

報告書に経理方法を注記することを前提として、費用を配分しないこととして差し

支えない。 

なお、自主事業の実施により大幅な利益が発生した場合には、当該一部利益の市へ

の寄付及びサービス向上のための設備の改善などにより、市又は市民に対して還元

するものとする。利益の額の算定及び還元方策の基本的考え方、具体的な還元時期等

については、別紙５「管理に係る収支計画書」のとおりとする。 

⑷ 承認の取消について 

自主事業の実施期間中、事業の実際の状況等から承認要件のいずれかを欠くと認
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められる場合（承認すべきではない事業と認められた場合を含む）には、承認を取り

消す。 

なお、承認の取り消しにより生じた指定管理者又は第三者の損害について札幌市

は責任を負わないことから、指定管理者は、自主事業の実施に伴い第三者との取引

等を行う場合は、当該第三者にその旨を十分説明するとともに、原則として当該第

三者が了解したことを書面により確認すること。 

⑸ 目的外使用許可について 

第１で記載した豊平区民センターの設置目的の範囲を超える自主事業の場合には、

札幌市公有財産規則等に基づき、行政財産の目的外使用となることから、札幌市に対

し、別途使用許可申請を行う必要がある。 

特に、飲食・物販等の事業を行うために必要な施設の設置は行政財産の目的外使用

となることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行うとともに、札幌市の定める

使用料を支払うこと。 

 

２ 改修工事・大規模修繕について 

指定管理期間中、札幌市が行う改修工事や大規模修繕のために施設の休館を要する場

合、札幌市の財政状況により改修・修繕の規模や時期が変動することから別途その都度

札幌市からの協議の申し入れに対して協力をすること。 
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別紙 １ 

豊平区民センター管理運営業務 業務毎の届出・記録・報告事項一覧 

 
 

・項目欄の記号は、「第４ 業務の内容と要求水準」の各項目に対応している。 

・業務の全体に関する報告書類については、仕様書「第 4－1－（10）－ウ」によること。 

・「概要等」欄の記載事項は、各記録・報告事項に含まれる必要のある内容を示す。指定管理者がその

他の内容を含んでも差し支えない。 

・区分欄の「届出」は届出の必要があるもの、「報告」は毎月、毎年の業務終了後に報告・提出するも

の、「記録」については、適宜記録し、札幌市が求める場合には閲覧できるよう、保管・整備されて

いる必要があるものを示す。なお、届出、報告の時期等については備考欄を参照すること。 

・記録の作成については、業務実施方法と併せて合理化・集約等しても差し支えない。ただし、概要欄

に記載する内容は必ず記録されること。 

・これらのほか、業務内容に応じて関係条例等に基づく届出が必要な場合があるので留意すること。 

・なお、届出、報告された文書等については、札幌市情報公開条例に従い公開されることがある。 

 

 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届 出 報 告  記 録 

1 統括管理業務 

(1) 管理運営業務の基本方針 

 基本方針 － 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

(2) 平等利用の確保 

 平等利用確保

の方針 

 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 平等利用確保

に向けた取組

項目の実施記

録 

各取組項目の実施状況 

  ○ 

 

(3) 地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進 

ケ 

省エネルギー

に係る業務計

画 

 

○   

業務開始時に提出 

変更した場合、速やかに

届出ること。 

エネルギー等

使用実績集計・

管理票 

札幌市環境マネジメントシステム

マニュアル 様式２ 
 ○  毎年５月31日までに報告 
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項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届 出 報 告 記 録 

(4) 管理運営組織の確立 

ア 統括責任者 － ○   業務開始時 

 組織図 業務分担、指揮命令系統、緊急時

の連絡系統、その他が一覧できる

もの 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 

 

イ 職員採用・配置

計画 

組織に応じた職員の採用、配置計

画 

○   

採用方法、採用時期、職

種、必要な資格等につい

て区分 

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 勤務記録 職員毎の勤務日、勤務時間、休暇

日、その他職員の勤務状況の記録 
  ○ 

職員の所属部署毎に記録 

 勤務記録一覧 職員毎の勤務日数、休暇取得数の

一覧 

 

  ○ 

月毎、部署毎に集計して

作成 

ウ 研修計画  ○    

 研修等の実施

履歴 

研修の実施日、内容、参加人数、

講師等、その他必要な事項 
 ○ ○ 

 

エ 労働関係法令

に関する届出

状況 

法令上必要な届出の一覧とこれが

完了した(又は既に完了している) 

旨の報告 

 

 

 ○  

業務開始時及びその後に

届出を行った場合に文書

により報告 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組 

 業務の見直し

履歴 

業務の見直し方法に基づき行った

見直しの経過、結果   ○ 
 

(6) 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 再委託に対す

る委託業務一

覧表 

再委託業務の業務名、発注日、契

約日、再委託事業者名、契約額、

見積書を徴収した事業者名と各見

積額、履行完了日、指定管理者側

の担当責任者、その他特記事項等 

 

 ○  

毎年度終了後に報告 

イ 再委託に対す

る委託業務履

歴 

再委託業務の指揮命令系統、指定

管理者が行った指導、指示、検査、

確認等の日時、内容、再委託事業

者から提出された報告、その他の

管理監督の履歴 

 

  ○ 

見積書、契約書、その他再

委託業務契約に関連する

文書と併せて整備・保存

すること。 

ウ 協定に関連す

る契約の相手

方が暴力団員

又は暴力団関

係者であると

判明した場合

の報告、記録 

 

 

 

 

協定に関連する契約の相手方が暴

力団員又は暴力団関係者であると

判明した場合の対応等 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、

その指示に従って、必要

な措置を講じる。 

また、その対応記録を作

成すること。 
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(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

ア 協議会の記録 協議会の結果概要(日時、場所、議

題、参加者、協議結果、その他)  ○  
報告後、1 か月施設におい

て掲示すること。 

イ 関係機関一覧
表 

関係機関の一覧 

○   

業務開始後２か月以内に
一覧表を提出すること。 
少なくとも毎年度一回見
直し、変更の場合速やか
に届出ること。 

 関係機関との
連絡調整記録 

連絡調整の相手、日時、概要等 
  ○ 

事業日誌に記載 

(8) 財務 

ア 

予算実行計画
書 

札幌市に提出した収支計画及び事
業計画に対応する月毎かつ事業毎
の経費の支出予定 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで 

資金計画書 
 
 

札幌市からの指定管理費、利用料
金収入、その他本業務に充当する
資金の月毎の調達計画を記載 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで(予算実行計画書
と対応させること) 

資金管理の点
検記録 
 

指定管理者の定める方法に従い記
録   ○ 

監査報告等によることも
可 

イ 現金取扱規定 － 
○   

 
 

(9) 苦情対応 

 
 

苦情への対応
手続 

 
○   

策定、変更した場合１週
間以内に届出 

 苦情記録 受付日時、申立者の氏名及び連絡
先(可能な場合)、申立の方法、受
付者及び所属部署、苦情等の対象
部署、苦情の内容、対応の経緯と
結果、苦情等の内容に応じた分類、
分析 

 ○ ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない 

(10) 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 各種帳票    ○ 整備保管すること 

イ 
 
 
 

セルフモニタ
リング 

アンケート調査による利用者満足
度の測定、苦情等の整理・分析、
各業務のセルフモニタリングを行
う。 

 ○ ○ 

市への報告のほか、施設
内への１ヶ月間の掲示を
行うこと。 

ウ 
 

事業報告 協定書等に定めることにより提出
すること。 

 ○  
 

エ 
 
 

検査・確認・要
請に対する対
応 

 
 ○ ○ 

 

オ 
 
 

事業評価  
 ○  

市への報告のほか、施設
内への１か月間の掲示を
行うこと。 

2 施設・設備等の維持管理に関する業務 

(2) 施設、設備等の維持に関する管理 

ア 備品の不具合

への対応記録 

・不具合の連絡又は発見の日時、

連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・不具合等の概略と対応の結果 

  ○ 

 

 備品点検の記

録 

点検者、点検日時、点検対象、点

検結果(備品の有無、対応） 
 ○ ○ 
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(3) 防災業務 

 防災計画  ○    

 防災訓練及び
職員への研修
結果 

訓練及び研修の実施日時、概要、
参加者数及び参加者の概略  ○ ○ 

毎年度の報告に含めて報
告 

3 事業の計画及び実施に関する業務 

(1) 区民講座に関する業務 

 講座実施記録 講座の実施日時、場所、講師、内
容、参加者数及び参加者の概略等 

  ○ 
 

(2) 地域住民の交流を目的とした事業に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 

  ○ 
 

(3) 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 

  ○ 
 

(4) 図書業務 

 業務日誌等 利用統計、行事の参加者等   ○  

 事故等処理報
告書 

事故等の概要、経緯、対応等 
 ○  

 

 その他の報告
書 
 

本市が調査・報告等を求めた、
必要な報告書等  ○  

 

4 施設の利用等に関する業務 

(1) 受付業務 

 受付記録（使用
承認業務を除
く） 

日時、対応者、対応内容、経過
等   ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 

(2) 使用承認業務 

 受付記録 日時、対応者、対応内容、経過
等   ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 

エ 施設が暴力団
の活動に利用
されないよう
にするために
必要な措置を
講じる場合の
報告、記録 
 

・同左 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、
その指示に従って必要な
措置を講じる。また、その
対応記録を作成するこ
と。 

5  管理業務に付随する業務 

(1) 広報業務 

 広報関係事務 リーフレット、ＰＲチラシの作成、
ホームページ開設 
 
 

○   

 
 

(2) 個人情報の保護 

 
 

個人情報の保
護の取扱い 

個人情報取扱規定の整備 

○   

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 
 
 
 

(3) 掲示及び配架に関する業務 

 

 

掲示及び配架

の取扱い 

掲示板・配架台利用規則の整備 

○   
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(4) 引継ぎ業務 

 引継報告 業務引継の完了を示す書面の写し  ○   

第５ その他 

1  自主事業の実施について 

 事業の承認 市との協議事項 ○    

 事業経理 収支状況  ○   

 目的外使用許

可 

市の許可 
○   
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別紙 ２ 

豊平区民センター図書室業務仕様書 

 

 

本書は、豊平区民センターの指定管理者が行う図書室業務の内容及び履行方法について定め

る。 

 

１ 関連法令 

  図書室業務の遂行にあたっては、次の法令等の規定を遵守すること。 

(1)図書館法 

(2)図書館法施行令 

(3)図書館法施行規則 

(4)札幌市図書館条例 

(5)札幌市図書館条例施行規則 

(6)札幌市個人情報保護条例 

(7)札幌市個人情報保護条例施行規則 

(8)著作権法 

(9)その他本市が必要と認めるもの 

 

２ 管理の基準 

(1) 開室日及び休室日 

図書室は、次に掲げる休室日を除き開室すること。 

ア 年末年始（12 月 29 日～１月３日） 

イ 図書整理日（毎月第４金曜日とし、祝日と重なるときは別に定める。） 

ウ 蔵書一斉点検期間（札幌市中央図書館（以下、「中央図書館」）が毎年１回７日以内に

おいて定める期間とする。） 

エ 区民センターの休館日 

上記の他、施設改修等により臨時休室を設ける場合、及び利用者ニーズを踏まえ臨時的に

開室する場合は、区または指定管理者が事前に中央図書館へ臨時休室及び開室についての

実施案を文書で通知し、協議の上これを行うこと。 

また、中央図書館から臨時休室及び臨時開室を要請する場合も同様に、事前協議の上こ

れを行うこと。 

(2) 開室時間 

午前９時 00 分～午後５時 00 分 

(3) 従事者の配置 

ア 常時業務に支障のない人員を確保することとし、効率的かつ円滑に業務を遂行できる
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よう従事者を配置すること。また、従事者の配置にあたっては、司書資格や図書業務経

験、業務遂行能力、及び接遇能力等の適性に配慮すること。 

イ 従事者のうち、有資格者（司書及び司書補）を１名以上配置することとし、２名以上

の配置に努めること。 

ウ 開室時間中はカウンター内を従事者不在にしないこと。 

エ 従事者には名札を着用させること。 

 

３ 業務内容 

  図書室業務の遂行に当たっては、「札幌市図書館資料館内利用及び館外貸出事務取扱要綱」

及びその他各種マニュアル等に基づき適正に実施すること。 

(1) 図書室運営業務 

ア 利用登録、資料の貸出、返却、予約に関すること 

イ 資料の弁償、督促に関すること 

ウ 資料（寄贈資料含む）の受入、所蔵、除籍に関すること 

エ リクエスト（相互貸借、蔵書リクエスト）に関すること 

オ レファレンス・サービスに関すること（利用案内を含む） 

(2) 図書整理業務 

ア 日常的な書架整理の実施に努めること。 

イ 図書整理日に、室内の全体的な書架整理や蔵書の修理等の業務を行うこと。 

ウ 毎年１回、中央図書館において定める期間に蔵書一斉点検業務を行うこと。 

(3) 選定関連業務 

  ア 図書 

中央図書館において資料選定、及び購入を行う。指定管理者においては、自館の利

用状況を踏まえ、選定に必要な情報提供等の協力を行うこと。 

  イ 新聞、雑誌 

指定管理者において、指定管理費の中から各年度新聞２紙、雑誌８誌以上を選定し、

購入すること。なお、購入した新聞、雑誌については、中央図書館に帰属する。また、

購入に当たっては中央図書館へ年度ごとに新聞雑誌収集意向調書を提出し、承認を

受けること。 

   ウ その他 

      指定管理者において、資料を購入し、図書室内に配架する場合は、事前に中央図書

館へ購入予定リストを提出し、承認を受けること。なお、購入した資料については、

中央図書館に帰属する。 

(4) 利用促進業務 

ア 行事・展示等の企画・実施 

中央図書館が策定する各種計画等の主旨を踏まえながら、独自のアイディアを活か
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し、各年齢層に応じた読書活動推進を図るよう積極的な企画・実施に努めること。 

イ 広報業務 

  ホームページ、配布物の作成等により、図書室の活動について広報に努めること。 

ウ 図書館主催事業への支援・協力 

エ 読み聞かせ団体等への支援・協力 

オ 小中学校等の体験学習等の支援・協力 

(5) 要望、苦情等への対応 

ア 利用者から要望、苦情等が寄せられた場合は自館において責任をもって対応し、丁

寧な応対を心掛けること。 

イ 自館で判断できない事柄については区または中央図書館へ相談の上、その指示に従

うこと。 

ウ 要望、苦情等への対応について、区または中央図書館に報告すること。 

(6) その他の業務 

 ア 開室・閉室に関すること 

       開室時間前に必要な準備を済ませ、開室時間から利用可能な状態にすること。ま

た、閉室時は利用者の退室を確認してから機器の停止等の作業を行うこと。 

 イ 図書室内の秩序維持、衛生管理に関すること 

  利用者が快適に利用できる環境整備を心掛け、室内を清潔に保つこと。 

ウ 連絡調整に関すること 

  各図書施設との間において業務上必要な連絡調整を適切に行うこと。また、中央図

書館が主催する会議等への出席に配慮すること。 

合わせて、業務上必要な情報については従事者間での情報共有を行うこと。 

 

４ 研修 

(1) 業務を適正かつ円滑に行うため、指定管理業務開始前に中央図書館の指示により従

事者に次の研修を受講させること。ただし、従事者に本市図書施設における勤務経験

があり、業務内容や札幌市図書館システムの操作方法等を習熟している場合は不要と

する。 

ア 札幌市図書館業務に関する研修 

イ 札幌市図書館システムに関する研修 

(2) 札幌市図書館システムが改修・更新される場合は、中央図書館の指示により従事者

に研修を受講させること。 

(3) 外部の図書館関連機関・団体が主催する研修に参加させる等、常に従事者の資質の

向上に努めること。 

(4) 研修に関する一切の費用は指定管理者において負担すること。 
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５ 物品の維持管理 

(1) 中央図書館より貸与・供給された備品や消耗品等の物品管理を適正に行うこと。 

ア 貸与された備品類に滅失・毀損等が発生した場合は速やかに報告することとし、中

央図書館の要請があった場合は書面にて報告を行うこと。なお、指定管理者の責に帰

する原因による滅失・毀損等が発生した場合は、自己の責任において原状回復するこ

と。 

イ 供給を受ける消耗品の在庫管理を適正に行い、中央図書館の要請があった場合は使

用状況及び在庫状況を報告すること。 

ウ 指定管理者において備品を購入する場合は、事前に中央図書館と協議し了承を得る

こと。 

エ 指定管理業務終了の際は、指定管理者において現状復帰させること。 

(2) 中央図書館が指定管理者に貸与・供給する物品 

ア 札幌市図書館システム端末機器類（保守管理を含む） 

区分 対象物品 

備品 

図書館システム専用端末（マウス等の周辺機器を含む）、プリンタ 

レシートプリンタ、ICカードリーダー、スキャナー 

蔵書一斉点検用機材（実施期間中のみ貸与） 

消 耗 品

等 

IC カード、貸出券、プリンタ用トナーカートリッジ、レシートロール、

図書・雑誌登録用バーコード 

イ その他図書室業務用品（別紙のとおり） 

ウ 上記に定める他、図書室業務の遂行上必要と認められる場合に限り備品の購入、及び

修繕等を行う。 

 

６ 札幌市図書館システムの運用 

（1）図書館システムの運用にあたっては、以下の事項を遵守すること。 

ア 図書室業務以外の目的で使用しないこと。 

イ 従事者個人の利益のために使用しないこと。 

ウ 他のネットワーク機器と接続しないこと。 

エ 従事者の個人用端末機器類を、業務に使用しないこと。 

オ システム上の情報の全部または一部について、許可なく複写・複製しないこと。その

他、札幌市情報セキュリティポリシーの規定に準じて、適正な運用を行うこと。 

（2）システム端末等の設置レイアウトを変更する場合は、事前に中央図書館と協議の上、こ

れを行うこと。 

(3) 配布された IC カード及びパスワードは適正に管理すること。 

（4）採用・退職等により IC カードを使用する職員に変更が生じる場合、事前に中央図書館

へ連絡すること。 
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(5) 図書館システムに障害等が発生した場合は速やかに中央図書館へ報告し、その指示に従

うこと。 

 

７ 各種報告 

(1) 業務日誌 

別に定める業務日誌に必要事項を記載の上保管し、区または中央図書館の要請があった場

合は速やかにこれを提出すること。 

(2) 月間業務報告書 

別に定める月間業務報告書（利用統計、実施行事等）に必要事項を記載の上、各月の状況

について翌月初めに中央図書館へ提出すること。 

(3) 事故等処理報告書 

図書室内で業務上の事故等があった場合は、速やかに区または中央図書館に事故等処理報

告書を提出すること。 

(4) その他の報告 

ア 業務について区または中央図書館が調査・報告等を求めた場合は速やかにこれに応じ、

必要な報告書等を提出すること。 

イ 図書室業務上の問題が生じた場合は、速やかに中央図書館と協議を行うこと。 

ウ 指定管理業務開始に際し、従事者の名簿を中央図書館に提出すること。また、指定管

理期間の中途で従事者に変更がある場合は事前に中央図書館に連絡すること。 
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（別紙）その他図書室業務用品

区分 品名

ブックカバー類（ブッカー、ブッカーテープ、ページヘルパー）

寒冷紗テープ

ラベルキーパー

ブッカー定規、ブッカー用はさみ

雑誌カバー

館内閲覧用シール

背ラベル

タックタイトル

各種ゴム印（所蔵印・再利用印・受領印）

不滅インク

ビニールのり、へら

ラベルはがし

ブックエンド

展示用イーゼル

発泡スチロール（書架整理用）

CDケース

各種ハガキ（予約連絡、寄贈礼状）

個人貸出登録申込書　　※他の登録内容変更、更新手続等においてもこれを代用

日限票

貸出券用ネームシール

児童用提げひも

紙芝居貸出用ケース

輪ゴム

段ボール箱（寄贈・廃棄・再利用図書回送用）

　上記の他、図書業務の遂行上必要と判断される物品の購入については、本市において提供の要否を判断
する。また、使用にあたっては節約を心掛けること。
　

図書装備用品

図書修理用品

図書整理用品

運営業務用品

資料回送用品
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管理業務の計画書 

施設名 札幌市豊平区民センター 

法人・団体名 一般社団法人札幌市区民センター運営委員会 

 
１ 利用の公平・公正の確保について 

 公の施設である当施設利用の公平・公正の確保に対する方針と、その取組項目（講座・貸

室・ロビー・掲示板など）について、具体的にご記入ください。 
１ はじめに 

これまでの区民センターの管理運営の経験から、施設利用の公平・公正を確保する取組

みは非常に重要なことと認識しており、施設管理者が公平・公正を担保していることが利

用者との信頼感に繋がり、区民に親しまれる施設運営の源になると考えています。 
札幌市区民センター運営委員会は、各区に運営委員会を組織していますが、その運営委

員は、地域の公的団体や町内会をはじめとし、文化団体、老人クラブ、区民センターで活

動しているサークル・団体などの推薦を受けた代表者などをもって構成しています。 
従って、運営委員は、常に公平・公正な視点から地域住民の意見を区民センターの運営

に反映する立場で参画しており、公平・公正を確保することは当区民センター運営委員会

の運営理念そのものであり行動の基本です。 
 
２ 公平・公正・公開の三大方針 

施設の運営・管理に当たっては、公平・公正・公開の三大方針を重要な柱としています。 
 (1) 「公平」については、管理基準を明確にし、それぞれの業務において公平性が反映さ

れるように手順を決めています。 
 (2) 「公正」については、組織全体に職員の信条として基本的に身につけなければならな

いものと考えます。そのためには運営理念を公にし、運営委員長のリーダーシップのも

と事務局を統括する責任者は、組織として公平・公正が確保されているかを常に確認し、

職員研修や職場ミーティングを通じて意識の醸成と徹底を図ります。 
 (3) 「公開」については、施設利用の決定過程を公開することが重要と考え、貸室の決定

における公開抽選などの具体的取組みを継続します。 
 

３ 公平・公正性の確保 
(1) 平成 18 年度の指定管理者制度スタート時には、制度に大きな変更があったことから 

当初は利用者や団体から指定管理者の運営に関して様々なご指摘をいただきました。 
こうしたご指摘には誠意をもって理解を得るよう丁寧な説明に努め、誰にでも開か 
れた公共施設となるよう公平な運営に努めてきたことにより、現在の信頼関係が醸成

される状況になったものと考えます。 
(2) 現在でも、長年利用しているサークルや定期的に利用している団体から既得権や利
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用貢献度を理由として特別扱いを求められる場合がありますが、その利用には感謝しつ

つも、我々が期待されている公平性遵守の重要性を理解していただくように、日頃から

利用者との間の良好なコミュニケーションの保持に努めます。 
(3) 平成 26 年度からは非公募の指定管理者となったことを契機に、札幌市区民センター

運営委員会の本部体制を強化しました。本部及び各区の事務局長の定期的かつ綿密な情

報交換によって新たな事例や相違する取扱い等に対する統一的運用を図り、公平・公正

の確保に努めています。 

 

４ 公平・公正を確保するための具体的な方策 
(1)  貸室について 

利用申込が重なった場合には、前述の三大方針を踏まえ、札幌市の定める基準に則り

利用者による“公開抽選”を行い決定します。 
   なお、抽選に外れた利用者には、他の空室情報をお知らせするなどにより、公平・公

正な運営を基本に丁寧に対応します。 
 (2) 講座・事業について 
 ① 講座や事業の実施に当たり、それを知る機会がなければ参加することができないこ

と、また利用者アンケート結果では「講座や事業に参加したことがない」の割合が多

いこと、更に、区民センターはより広域な住民を対象とした施設であることを勘案し、

広く区民の方に情報提供をすることが重要です。札幌市イベント情報やチラシ、ポス

ター、ホームページを始め、まちづくりセンターとの連携や運営委員が有しているネ

ットワークの活用など、広報・周知の充実を図ります。 
 ② 講座の定員を上回った場合は先着順を旨としつつも、講師と十分に協議し、可能な

場合には定員数の拡大や再開催を検討するなどの柔軟な対応策を講じます。 

 ③ 施設の無料開放に関しては、利用者のすそのを広げるよう取り組むとともに、有料

利用者との公平・公正の観点を欠くことのないよう努めます。 

 (3) ロビー・掲示板について 

 ① ロビーに関しては、区民の文化活動や学校、福祉施設などの活動を支援することが 

地域コミュニティ施設として重要な役割と認識し、その貸出しに当たり市の定める基 

準に則り、公平・公正に取り扱います。 

  ② 掲示板及び配架コーナーに関しては、これまでも取扱いの公平・公正性の確保に十

分に配意していますが、市の基本的な考え方に則り、限られたスペースを効率的かつ

公平・公正な利用となるよう一層の適正化に努めます。    
 (4) 情報の管理と共有 

利用者等の情報に関しては、札幌市個人情報保護条例に基づき的確かつ厳正な管理

を行います。また、職員間では同じ目線で情報を共有し、必要な関係法令、ルールに

ついてミーティングや研修で理解を深め、公平・公正の確保に努めます。 
 (5) 運営協議会との連携 

区内住民団体、地域組織、サークル代表などで構成する｢区民センター運営協議会｣

を通して、定期的に事業の運営状況を公開するとともに、その意見・要望等を踏まえ

て適切な措置を講じ、公平・公正な取扱いを徹底します。 
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２ 施設の効用の最大化について  

１ 地域住民のコミュニティ活動助長と生涯学習の普及振興を目的とする当施設をどのよ

うに管理運営していく方針ですか。その基本方針をご記入ください。 
区民センターの指定管理者は、設置目的の実現のため、『《だれでも・いつでも・どこで

も》集い・学ぶことができる機会と場を提供する』という使命と役割を持っており、当運

営委員会は、このことを踏まえ、これまでも様々な事業を展開してきております。 

  今後も、「地域のコミュニティ施設」として目的の実現は当然のことながら、単に施設

の利用提供にとどまらず、潤いや活力のある地域づくりを担い、自ら「まちづくり」に積

極的に関わるとともに、区民のまちづくり活動を支援協力することを目指し、次のことを

基本に管理運営を行います。 

 

１ まちづくりに興味を持つきっかけになる場の提供 

 幅広い世代が気軽に参加し交流できる場が求められています。さらにそこで、人のつ

ながりが生まれ、地域活動への興味やきっかけになるよう、地域住民の方、利用者の方

との意見交換や利用者アンケートの結果検証を行い、区民ニーズに適った企画・講座や

交流事業を実施します。また、このことにより利用者の増加を図ります。 

 

２ 地域の人材の発掘・活用に係る専門性を有する機関との連携・協働 

地域には様々な分野に精通した人材がいます。『ご近所先生企画講座』の企画運営を

通して地域の人材の発掘や活用に専門性を有し実績のある「札幌市生涯学習センター」

との連携・協働を積極的に進めます。お互いに有する施設機能を活用し、地域の優れた

人材による『ご近所先生企画講座』を区民センターの講座として実施するなど、新たな

視点に立った魅力的な講座や事業を進めます。 

 

３ 情報発信・受信の拠点 

   区民センターを訪れたら何らかの情報が得られるよう、区民センターの情報発信のみ

ならず、区内の活動サークルの状況や各種行事等の情報なども整理して発信します。そ

のために、まちづくりセンターや地域内のコミュニティ施設との連携を強化し、情報の

収集や発信機能の充実を目指します。 

 

４ 区民から親しまれる区民センターを目指して 

   先に述べたとおり、管理運営に当たっては、公平・公正・公開を基本とし、効率的執

行や環境への配慮を行いながら、サービス水準の維持向上を目指し、「笑顔でお迎え」、

「笑顔でご利用いただき」、誰からも親しまれる区民センターの実現に努めます。 

 

５ 区役所業務の案内役として 

区民センターの窓口には、多くの区民が「区役所」と判断して訪れます。窓口では行

政事務に関する問い合わせに、その都度担当部課の適切な案内等に努めてきています。

また、区内ガイドや広報誌、ゴミの収集日カレンダー等を窓口に備え、休日に訪れる区

民に配布するなどの対応を行っています。今後も職員に対する業務研修等を通じて区役

所の仕事や担当部課に精通し、区役所業務の補完的役割を果たせるよう努めます。 
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２ 施設の利用を促進するための方針及び利用率向上に関する取組について、具体的にご記

入ください。 

コミュニティ施設の望ましいあり方として「地域コミュニティの核、まちづくりの中心に

なる場」「気軽にくつろげる、話せる、交流の場」「何か見つかる！情報発信・受信・発見の

場」を基本方針に管理運営に当たります。 

その実現に向け指定管理者として、一層の創意と工夫により、より広域的に住民を対象と

する区民センターとしての役割を果たします。 

 

１ 魅力ある講座、交流事業の企画・実施 

施設の利用促進を図るためには、当施設が住民にとって身近な存在となることが必要と

なり、講座・事業等が地域住民にとって魅力があり、受講してみたい、参加してみたいと

思う意欲、期待感を持たれる内容であることが大切です。 

 

(1) 講座については、自主企画の講座のほか、ＮＰＯ団体、札幌市生涯学習センターや専

門機関などと共催連携して安価で良質な講座や生活に密着した身近な話題を取り上げ

るなど、魅力あるものを企画します。 

① 札幌市生涯学習センターと、両施設が有している機能を分担・活用した連携・共催

講座『ご近所先生企画講座』の定期実施 

② 札幌市社会福祉協議会等との高齢化社会に対応した連携・共催講座の実施 

③ まちづくり活動を展開しているＮＰＯ法人との連携講座等の実施 

(2) 利用者の年代、性別の状況を見ると、現役世代の利用が少ないことから、参加を促す

講座を積極的に実施します。 

また、若い世代、勤労者、シニア世代など多様な層の市民に広く利用していただくた

め、利用しやすい時間帯の講座として、土日や夜間の開催も更に積極的に取り入れるほ

か、子育て世代が子供と一緒に参加できるものなどを盛り込み、利用者層の拡大に努め

ます。 

① 現役世代向け講座  就業者層を対象に夜間時間帯を活用した講座等の実施 

② 土日・夏休み・冬休みを活用した子ども向け自主企画講座 「子どもヒップホップ

ダンス講座」「子ども将棋講座」などの実施 

 (3) 地域交流事業については、演奏会、伝統芸能、演劇、文化団体発表会など、当施設の

サークルや地域の文化団体と連携しながら、さまざまなジャンルに取り組むとともに、

参加者の意見を取り入れながら内容の充実を図ります。 

ふと立ち寄った時に見ていただける、参加しやすい環境をつくり、「区民センターに

行けば何か興味深いことをやっている」「地域でも良質なものに触れられ参加できる」

ということをモットーに、親しみやすく足を運んでもらえる施設運営を目指します。 

 (4) 地域の憩いの場づくり施設活用事業については、高齢者の仲間作りや憩いの場として 

「囲碁・将棋開放」のほかに、区民ホールでは「卓球・バドミントン」の２種目の開放 

事業を実施し、区民センターの利用者増と利用者層の拡大を図ります。 
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２ ロビーの活用 

区民センター活動サークル情報コーナーを設けており、サークル会員募集のサポート

を行うことで、新たな集客につなげるほか、地域のイベント情報、市政情報のＰＲなど

区民センターが区内の情報発信の一つの拠点となるよう一層努めます。 

また、ロビーにはちょっとした打ち合わせや仲間と話ができるコーナー（机、いす）

を配置しています。誰でも気軽に使うことが出来るので、散歩途中や待ち時間の間に利

用する方が多く見られます。今後もより多くの方に、気軽にくつろいでいただくよう、

快適なコーナーを作っていきます。 

 

３ 人材育成と公募企画 

これまで培った知識や技術を｢教えたい｣「伝えたい」という、想いを持つ市民自らを

講師とする市民参加型の『ご近所先生企画講座』を札幌市生涯学習センターと連携・共

催するほか、当施設の活動サークル、ＮＰＯ法人など、他団体との連携による講座を企

画し、人材育成に繋げます。 

 

４ 利用者ニーズの把握 

施設の効用を最大化するため、地域住民や利用者の方が、『区民センターに現在何を求

めているのか』を的確に把握し、その実現により得られる利用者の満足度の高さが、利用

率の向上につながっていくものと考えます。 

講座や各種事業終了後のアンケート調査を始めとし、『ご意見箱』などを通して、生の

『利用者の声』（意見・苦情・要望なども含めて）を寄せていただき、講座や交流事業、

管理運営の改善に反映するよう努めます。 

 

５ 広報活動の充実 

(1) 広報媒体として札幌市イベント情報やチラシ、ポスター、ミニコミ誌、ホームページ

などを活用し、講座や各種事業、施設の利用方法などの積極的なＰＲに努めます。 

(2) 各区民センターのホームページは、日本工業規格 JIS-X-8341-3:2016「適合レベル A

及び AA」に準拠しているほか、どの区民センターのホームページからでも他の区民セ

ンターの情報にアクセスすることができるようネットワークを構築しています。 

今後ともウェブアクセシビリティの確保と向上に努めます。 

 

６ 温かみある窓口対応 

利用者が、リピーターとして、また利用したいという気持ちになっていただくためには，

職員のさわやかで温かみのある接遇が利用者の満足度を高める重要な要素であると考え

ます。 

このことを常に念頭に置き、職員全員がおもてなしの心を持ち、親切・丁寧な接遇に努

めるよう、職員研修などを通じて意識の醸成を図ります。 
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７ 施設の案内表示等 

フロア別の案内図や施設の使い方等について、初めて訪れた人でも利用方法や活動状況

が分りやすく伝わるよう表示しています。 

区民センター内には、多様な目的で来館される方が多く、利用者の立場にたった分りや

すい案内表示等になるよう、更に改善に努めます。 

 

８ サークル活動の支援継続 

区民センターを定期的に利用している各種サークルについて、専用の掲示板を用意し、

サークル・団体の会員募集の支援などを行っています。 

また、区民センターからのお知らせやサークルの情報などをスムーズに伝えるととも

に、他の活動にも興味をもっていただけるよう、サークル同士が気軽に情報交換できる環

境づくりに努めます。 

 
３ 運営事業計画について、ご記入ください。 

  別添「運営事業計画書」（様式４の１、４の２及び４の３）に具体的にご記入ください。 

基本的な考え方 

地域コミュニティの活性化を目標に、区民のニーズや行政・地域の課題、様々な世代、

分野に係る講座や地域交流事業を実施します。 

講座や地域交流事業の計画に当たっては、区民センターが企画実施するものの他に、質

の高い内容を提供する視点から、札幌市生涯学習センターなど他の団体と連携、共催する

などの充実を図ってきており、今後も継続します。 

また、高齢化が進む中で高齢者の参加しやすい事業や若い世代の参加を視野に入れた事

業の企画・実施に努めます。 

地域交流事業の中でも、区民センター祭は大きな事業であり、豊平区民センターを基盤

として活動するサークルと協力して、作品展示発表・芸能発表・市民参加型の体験コーナ

ーなどを企画実施し、地域文化の発展向上やコミュニティ活動の促進を図ります。 

 

 

４ 施設の運営に当たり、まちづくりセンター、まちづくり協議会や町内会などの地域の団

体、他団体、他の施設の指定管理者などとの連携をどのように行い、どのような成果を目

標としますか。具体的にご記入ください。 

区民センターが地域住民の生活文化、教養の向上、コミュニティ活動の助長、福祉の向

上に資するためには、個々人のニーズばかりではなく、地域が抱える今日的な課題を把握

することが極めて重要です。このことから、地域の情報が集まるまちづくりセンターを始

め、地域住民によって構成されるまちづくり協議会、町内会と連携し情報を共有すること

は、極めて重要と考えます。 
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１ まちづくりセンター、まちづくり協議会や町内会などの地域の団体、他団体との連携 

これまでもまちづくりセンターの情報収集発信機能を生かし、区民センター祭、講演会、

コンサート等に係る広報活動を積極的に行っています。 

今後は情報発信の機能だけではなく地域の関心、課題の情報源としても活用し、アンケ

ート調査や情報交換等を通して講座・事業ひいては施設の運営に反映させる仕組みづくり

に努めます。 

 

２ 区内の地区センターとの連携 

コミュニティ施設として、定期的に会議を持ち、苦情、貸出制度、運営事例等情報の交

換、共有に努めてきました。 

区内の利用者がどこの施設でも心地よく利用できるよう、連携を更に深めていきます。 

また、開催事業の企画・案内などについても、共同して広報活動を行うなど、「いつ・ど

こで・何が」行われているか、利用者が一目で分かるよう極め細やかな広報に努めます。 

 

３ 札幌市生涯学習センターを始めとする専門機関等との連携 

講座、事業の企画、更には施設運営にあたって、各分野の専門機関と連携を密にするこ

とは事業内容の充実、運営の見直しを図るうえで極めて有効なことと考えます。 

札幌市生涯学習センターが企画する「ご近所先生企画講座」を始め、連携の成果を生か

した企画を検討実施します。 

 

５ 区内または市内の団体・企業であること等に対する評価を行いますので、以下の項目に

ついてご記入ください。 

（１）区内または市内に本拠地、本部、本社がある団体・企業ですか。 
  （□：該当（区内）、☑：該当（市内）、□：非該当） 

※ 支部、支社、営業所は非該当になります。 
 
（２）団体を構成する組織に地域住民団体が入っていますか。 （☑：該当、□：非該当） 
  ※ 「地域住民団体」とは：町内会、子ども会、老人クラブなど、地域住民による地域

活動を目的として構成された団体をいいます。 
  ※ 団体の組織図を添付してください。 
 
（３）市内の地域活動への継続した貢献実績がありますか。  （☑：該当、□：非該当） 
  ※ 貢献実績をご記入ください。（例：地域のイベントへの参加、協力、寄附など） 

（令和元年度～令和３年度） 

・北海道公立学校教職員互助会豊平支部創作展への協力 

・豊平区特別支援学級作品展への協力 

・豊平区書道協会展への協力 
・北海道ブックシェアリング「えほんのばくりっこ」への協力 
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６ 施設の設置目的である「地域住民のコミュニティ活動の助長」を効果的に発揮するため、

施設の運営を通じて、「まちづくり活動への参加意欲の醸成」または「まちづくり活動の担

い手の育成」にどのように貢献することができますか。具体的にご記入ください。 
１ 基本的な考え方 

区民センターでは、地域住民組織団体、町内会等の代表者による「運営委員会」、「運営

協議会」等を組織しておりますが、区民センターの管理運営に係ること自体がまさしく「ま

ちづくりの実践活動の場」の一つです。 

これらの場でサークル活動の活性化や様々な地域課題について話し合われ、交流が深ま

ることで、まちづくり活動への参加機会や意欲が増加し、豊かな活動が促進されるものと

考えております。 

区民センターは、こうした活動をサポートすることで、「まちづくり活動の参加意欲の醸

成」「まちづくり活動の担い手の育成」に貢献します。 

 

２ 具体的な取組み 

(1) 「まちづくり活動への参加意欲の醸成」 

地域と密着した講座、地域交流事業等、まちづくり参加のきっかけとなる企画を通し

て、地域の連帯感、地域意識の育成、豊平区のまちづくり参加への意欲醸成を図ります。 

また、広報誌、ホームページを積極的に活用し、まちづくり活動の参加意欲を醸成す

るＰＲも重要であると考えます。 

(2) 「まちづくり活動の担い手の育成」 

区民センターの運営にかかわる運営委員会、運営協議会は、地域住民の意向を反映す

るまちづくり活動のひとつと捉えていることから、運営委員会、運営協議会の活発化も、

まちづくりの担い手の育成に繋がるものと考えます。 

また、若い世代をターゲットとした講座・事業などの企画実施、サークル化の支援な

ど、まちづくり活動への参加の契機となるような取り組みを積み重ねることにより、明

日のまちづくり活動の担い手の発掘に努めます。 

 

 
７ 「地域社会の絆の強化」について、施設の運営を通じてどのように貢献することができ

ますか。具体的にご記入ください（例：地域とのネットワークづくりや、災害時における

避難所運営に向けた対応など）。 
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１ 基本的な考え方 

区民センターには多数の区民が訪れます。サークル活動等に参加するこれらの区民こそ

が、地域の絆を強化するに相応しい人材であると考えます。 

区民センターは、利用者が地域課題を共有し、責任感と相互扶助の心を養うなかで、「地

域の絆」を強める「人材づくり」のための交流施設になるものと考えます。 

また、区民センターは、区の行政を担う区役所に付随若しくは至近距離に在り、地域避

難場所に位置づけされています。 

日頃から行政や他の団体とも連携を密にしながら、災害時における区の拠点施設として

機能を発揮したいと考えます。 

 

２ 具体的な取組み 

(1) 住民同士のネットワークの結成・促進によって「地域の絆」を実感できる事業の実施 

  ① 防災の視点からみた地域の繋がり、素晴らしさを実感する事業づくり、場づくり 

区民センター祭、各種コンサート、講演会等の開催を通して人々の繋がり、連携の

素晴らしさを体験できる場を作ります。また、事業開催時には、地域の繋がりや強化

を目指し、地域の人材が講師や出演者となるなど地域力の育成を図ります。 

② 地域の繋がりを促すための郷土愛を育てる事業の企画・実施 

地域の自然、歴史、文化的資産、遺構、防災等を学ぶ講座を積極的に開催し、講座 

を通して受講者が郷土愛を育てる一助になるよう努めます。 

(2) 運営委員会、運営協議会の活用 

地域や各種団体の代表者によって組織された区民センター運営委員会、運営協議会

は地域住民の要望、地域課題の情報源です。これらを活用して日頃から地域防災の在

り方について協議を重ねます。 

(3) 災害時の避難場所、拠点としての機能を充実 

行政と十分な連携を図り、日頃から避難所として必要な施設の整備、備品の確保に努

め、施設内の整理・整頓を励行し非常時に備えます。 

 

 

 
８ 運営協議会設置の方針(運営に当たっての基本的な考え方、想定する参加者、運営の

サイクル等)を具体的にご記入ください。 

基本的な考え方 

運営協議会は、区民センターの管理運営水準の維持・向上のため、区民センターが実施

する事業内容をはじめとする管理運営上の問題点や改善に関する事項を協議する目的で設

置しています。 

また、運営協議会は、区民センターの運営状況についての協議調整のみではなく、地域

のニーズを満たし利用者から親しまれる施設運営などについて、「共に考え、協力し合って

いく、アドバイザー的な役割を果たす場」、「参加者が同じ立場で自由に発言できる場」と
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なることを基本に開催しています。 

 

平成 22 年度から、地元町内会、利用団体、区、区民センター運営委員会等多様な組織か 

ら選出された委員により運営協議会を構成しています。今後も同様の分野から選出します。 

全構成員での会議は年１回以上開催します。テーマや内容により複数回の開催も必要と 

考えています。このほか、札幌市及び区内コミュニティ施設管理者との連携強化・情報交

換などを図るため、適宜、会議や協議を行い適切な施設の運営に努めます。 

 

９ 地域住民（利用者）の声の把握とその声を反映する仕組みについて、どのような体制を

考えていますか。具体的にご記入ください。※その場合のセルフモニタリングの実施方法

と利用者アンケートにおける利用者満足度の目標値を示してください。 
１ 声の把握と反映について 

(1) 運営委員会の組織からの把握 

当区民センター運営委員会は、区民や利用者の意見を聞きながら、区民のニーズと地

域の特性を考慮に入れた指定管理業務を行う実施体制として、各区ごとに区民センター

運営委員会を設けており、更に各区の代表者（正・副委員長 18名）が構成員となった意

思決定機関が組織されており、定期または臨時会議により全市的な様々な課題の調整と

課題解決を行っています。 

また、各区の区民センター運営委員会は、町内会、青少年育成団体、女性団体や文化

団体等の代表者として推薦を受けた運営委員 10名以内で組織し、それぞれ機会あるごと

に区民センターに対する要望、意見を聴取し運営委員会で議論することを通じて地区内

の声の把握と反映を図る体制を作っています。 

(2) 利用者・住民の生の声を聞く 

日常の窓口対応において、利用者に声かけを行い、利用者が今何を区民センターに求

めているのか、どんな問題があるのか情報把握に努め、その声を反映して開催した講座

等においては、参加者にその旨伝えることにより、気軽に意見を出し合う雰囲気づくり

を進めます。 

また、運営協議会においても、事業内容の成果や改善点などについて率直な話し合い

を行い、今後の区民センターの運営に反映します。 

(3) 「ご意見箱」の設置による情報収集 

各区民センターには、利用者に日常的に個々の意見を聞くため、「ご意見箱」を設置し

ています。 

接遇などの苦情については、直ちに職員間で話し合い、改善すべき点は速やかに改善

を図ります。 

 

２ アンケート調査の方法と内容 

講座や事業の参加者には終了後、その都度アンケート調査を行います。 

施設利用者には年 1 回アンケート調査を実施し、施設利用や接遇等に対する意見、要望

を把握します。 

また、その内容は職場ミーティングで職員に周知するとともに、運営委員会、運営協議
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会、講師や出演者への情報提供を行い、今後の運営に向けての検討・改善の材料とします。 

アンケート結果は区へ文書で報告し、館内に掲示します。 

(1) 講座・交流事業参加者へのアンケート  

【対象】講座、交流事業参加者とします。 

【内容】・講座、交流事業の情報はどのように得たか 

・参加料、受講料について 

・内容の満足度、理解度 

・講師、出演者などに関すること（感想、講師、出演者へのメッセージ） 

・性別、年代など参加者に関すること 

・区民センターへのご意見や望むこと 

    などを盛り込み、参加者が回答しやすいよう、なるべく選択方式で行います。 

  受講内容に関する理解度、満足度は８０％以上を目標とします。 

(2) 利用者アンケート  

【対象】区民センター利用者（貸室利用者、開放利用者、図書室利用者など）とします。 

【内容】・接遇に関すること 

・備品や清掃状況など館内に関すること 

・貸室の受付に関すること 

・来館目的や利用頻度に関すること 

・性別、年代、来館方法など利用者に関すること 

・区民センターへのご意見や望むこと 

   などを盛り込み、利用者が回答しやすいよう、なるべく選択方式で行います。 

  総合満足度、接遇、貸室事業、図書事業の満足度は８０％以上を目標とします。 

 

３ セルフモニタリング方法について 

(1)  利用者アンケートや電話、窓口での要望や苦情については、直ちに調査を行い、すぐ 

に改善が必要なものと検討が必要なものに分類し、内容分析や情報を整理し、経緯や取

組状況、今後の検討課題を区や運営委員会、運営協議会に報告し、館内へ掲示します。 

  なお、調査・公開に当たっては、個人情報保護条例の遵守を徹底します。 

(2) 講座、事業等については、終了後のアンケートに基づき、内容や講師等への満足度、

要望について職員全員で話合いによる分析を行い今後の企画資料とします。区へは翌月

に事業実施報告書を提出します。 
10 利用者から寄せられた苦情に対し、どのように対応されるつもりですか。対応方法、責

任体制、市への報告など、具体的にご記入ください。 

１ 苦情について 

苦情は私たちの「行動・行為」や「業務」遂行における「問題」や「不備」を教えてい

ただける貴重な機会であると考えております。苦情を嫌がるのではなく、避けるものでも

なく、貴重な意見・提言と捉え、積極的に傾聴し前向きに対応します。 
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２ 対応方法及び責任体制 

(1) 苦情は口頭、電話、ご意見箱などいろいろな形で寄せられます。 

必ず内容を記録し、館長に報告します。 

(2) 総括責任者は館長です。しかし、シフト制の職場であることから、全職員が責任者で 

あるとの自覚を持ち対応します。 

(3) 速やかに対応し、原因分析が必要なものや経費が発生するものなどは時間を頂いて対 

応します。 

(4) 接遇などの苦情については、直ちに職員間で話し合い、改善するべき点は速やかに改 

善します。 

(5) 施設管理に関する苦情は、必要に応じて札幌市とも協議しながら適宜対応します。 

(6) 区への報告・連絡・相談は速やかに行います。 

(7) 必要に応じ、運営協議会、運営委員会において報告・協議を行います。 

(8) 館内に苦情の内容、回答、改善対応策を掲示します。 

(9) 全コミュニティ施設に共通する事柄は、各区民センター、地区センターに情報提供し 

ます。 

 

３ 市への報告 

苦情処理簿を作成し、処理経過がわかるようにするとともに、苦情内容と処理結果を区

に報告します。 

 
11 市税を投入して建設・運営する施設の管理者として、利用料金から得られる利益の一部

を市民に還元するとするならば、どのようなことができますか。具体的にご記入ください。 

区民センターは、「地域住民の生活文化、教養の向上」のためにコミュニティ活動の助長

を図ることを目的の一つとしています。従って、区民の文化・芸術に触れる機会と場を提

供することは、その中でも大切な事業であると位置づけています。 

現在の指定管理期間中においても、利用率の向上や経費の節減により生み出した剰余金

を原資として、無料コンサートなど事業実施や要望の多かった事項についてソフト面での

還元やハード面での必要備品の購入更新及び施設修繕に充ててきています。 

次期指定管理期間においても、効果的・効率的な業務遂行を図る中で剰余金が発生した

場合には、市民還元策として、ソフト面では、コンサート、講演会などの事業実施や廉価

な講座受講料の設定などを考えています。また、ハード面では、施設備品について購入年

数が経過しているものも相当あることから、利用者ニーズの高さや緊急性も考慮しながら、

利用サービスレベルや利用率の向上にも結び付くものから順次、整備対応したいと考えま

す。 

修繕についても、区とも十分協議を行いながら、でき得る限りの対応を行います。 
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３ 市内の雇用安定への寄与について  

１ 管理業務を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等について、札幌市内の企業等

の活用計画をご記入ください。 
市民の皆様に良好な状態でご利用いただくため、できるだけ本会職員の直営による業務

執行に努めていますが、関係法令に基づく法定・定期点検や特殊または専門的技術を要す

るものなどについては、安全性、効果性及び効率性の観点から第三者に委託しています。 
 

１ 第三者への委託についての札幌市内の企業等の活用 
(1)  夜間時間帯における受付案内業務、施設点検業務等については、市内の法人への業務

委託により対応したいと考えます。 
(2)  法人全体を統括する経理事務については、適正な事務処理を確保するため経理事務の

一部を市内の会計事務所に委託しています。 
(3)  労働保険、社会保険及び労務管理に関しては、専門機関である市内の社会保険労務士

事務所に委託しています。 
 

２ 物品の調達等についての札幌市内の企業等の活用   
事業実施に伴う物品等の調達については、特定の業者に偏ることなく、札幌市会計規則

に則って、見積書を徴収するなど公平、公正を期するとともに、積極的に市内、区内の業

者などに発注するよう、今後も配慮します。 

  また、小額な事務用品などの購入については地元企業の利用を心がけます。  
 
２ 管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等について、障がい者の積

極的な雇用など福祉施策への取組方針・今後の取組予定をご記入ください。 
公共施設の指定管理者という使命を担っている公益法人として、障がい者の雇用促進と社

会福祉の増進に寄与することは大変に重要な意義があると認識しています。 

共生社会の実現に向けて障害者差別解消法を踏まえて札幌市の対応指針が策定されました

ので、この具体的な運用について関係部局の指導を受けながら、障がい者の雇用という課題

に取り組んでいきたいと考えており、当面は次のことを進めていきます。 

(1) 障がい者団体等が社会参加の一環として製品の販売等をロビーで行う際に、効果的な

活動となるようスペース（場所）の提供や備品の貸出等を行うなど、できる限りの支

援をすること。 

(2) 印刷物等の作製に当たっては、障がい者施設へ積極的に発注するよう配慮すること。 

 
３ 職員の雇用環境の維持向上に向けた取組の基本的な考え方、取組内容をご記入くだ

さい。特に、労働関係法令遵守に向けた対応やワーク・ライフ・バランスの推進など、

職員の雇用環境等を向上させることで市民サービスの向上等に結び付く具体的な取組

があれば積極的にアピールしてください。なお、ワーク・ライフ・バランスの推進の

取組については、様式７にある取組を実施する場合は、該当する取組に○を付けてく

ださい。 
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１ 職員の雇用環境の維持向上に対する基本的な考え方と取組み 
 (1) 規程整備等 

 「公の施設」を管理運営する一般社団法人であることを強く認識し、適正に業務を遂

行するために、労働関係法令や制度改正に合わせて職員の雇用・給与等条件に関する見

直しを行い、この結果を反映する形で関係規程を整備してきています。 
① 就業規則及び給与規程については、新たに職員を雇用する際には必ずこれを明示し、 
雇用後においても常に閲覧できる状態にしています。 

② 労務管理に関する相談・指導については、専門機関である社会保険労務士事務所に

委託し、事務体制を整えています。 
  ③ 給与・賃金支給に関する事務については迅速・正確性を要することから、税理士事

務所に委託し、常に適正な処理を行っています。 
 (2) 健康で明るい安全な職場づくり   
  ① 日頃からの職場ミーティングで、「健康で明るく安全な職場」づくりの基になる職員

間のコミュニケーション確保を実践しています。 
② 職員の健康診断を定期的に実施しています。 

(3) 職員の雇用 
札幌市区民センター運営委員会は、設立当初から窓口案内・事業企画等の業務経験豊

かな職員を対象に採用し、毎年度、意向確認をしながら雇用契約を締結して継続雇用に

配慮しています。さらに、積極的に無期雇用転換を図っており、現時点において、無期

転換申込権が発生した全ての職員と無期労働契約を締結しています。人材の定着、モチ

ベーションの向上及びサービスのレベルアップを図るためには、今後も継続した雇用体

制を確保していくことが重要と考えています。 
また、職員の能力・適性が発揮され、組織の活性化を図るため、本人の希望・要望を

記した「意向確認書」などに基づく人事異動を定期的に行っています。 
 

２ ワーク・ライフ・バランスの推進 
(1) 基本的な考え方 

区民センターの管理運営にあたる職員がやりがいを感じ、仕事に専念する一方で、家

庭・地域・自己啓発に係る個人の時間を持ち、健康で豊かな生活が営めるよう積極的に

支援します。 
      また、職場内においても職員の健康が保持され、家庭、友人などとの充実した時間、

自己啓発や地域活動への参加のための時間を確保できるような体制を構築していきま

す。 
区民センターの職場は、女性が圧倒的に多いことから、女性が安心して活躍できる環

境を作るために、①年次休暇を計画的にとりやすい職場づくり②管理職（運営委員長、

事務局長）がワーク・ライフ・バランスの実現に向けた体制作りを推進すること、③結

婚後も働き、育児休業や介護休暇等を取りやすい職場づくりなどの実現に努めます。 

(2)  具体的な取組み 

これまでも働きやすい職場環境づくりのため、仕事と育児・介護の両立支援や有給休

暇取得義務化、ハラスメント防止対策など、関係法令に則った取り組みを実施してきま
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した。育児・介護関連については、育児・介護休業規程を単独整備するとともに、法改

正に伴う取得要件の緩和に基づき①引続き雇用期間が１年以上の要件を撤廃した他、②

子の看護休暇、介護休暇について、半日から１時間単位での取得ができるよう、改正し

たところであり、今後とも社会保険労務士の指導を受けながら、職員が安心して働くこ

とのできる職場環境の整備を促進していきます。 
 

 
４ 安定した施設管理について 

１ 類似業務（貸室事業、住民を対象とした講座事業、文化展・スポーツ大会等のコミュニテ

ィ事業）の実績がある場合、その内容と実施期間についてご記入ください。実績がない場合

には「該当なし」とご記入ください。 

※ 類似業務とは、次の３事業をいいます。 

・貸室事業：収容人数 100 人以上のホール及び定員 10 名以上の貸室が対象 

・住民を対象とした講座事業：年間で５科目・20 回以上の講座が対象 

・住民を対象とした文化展、スポーツ大会等のコミュニティ事業：年間２回以上の事業が対象 

 

１ 類似業務について 
当区民センター運営委員会は、平成 18 年度より指定管理業務を受託し、札幌市の業務仕

様書に基づき、貸室事業、講座、地域交流事業などを実施しております。 
第４期指定管理者（平成 30 年度から令和 4 年度）として実施した各事業のうち、令和 3

年度の主要事業の一部は次のとおりです。 
 
(1) 講 座 

施設名及び所在地 事業又は活動の内容 実施期間 
札幌市中央区民センター 

（中央区南 2 条西 10 丁目） 

「はじめての陶芸」他  

 計画 15 講座中 6 講座実施 
令和 3年度 

札幌市東区民センター 

（東区北 11 条東 7丁目） 

「座ってできる椅子ヨガ」他 

計画 16 講座中 8 講座実施 
〃 

札幌市白石区民センター 

（白石区南郷通 1 丁目南 8-1） 

「自分の機種で学ぶスマホ講座」他  

計画 12 講座中 6 講座実施 
〃 

札幌市厚別区民センター 

(厚別区厚別中央 1条 5 丁目 3-14) 

「はじめての韓国語」他  

計画 18 講座中 11 講座実施 
〃 

札幌市豊平区民センター 

（豊平区豊平 6条 10 丁目） 

「バランスボールヨガ」他  

計画 14 講座中 4 講座実施 
〃 

札幌市清田区民センター 

（清田区清田 1条 2丁目 5-35） 

「スマホ＆タブレット講座」他  

計画 14 講座中 8 講座実施 
〃 

札幌市南区民センター 

（南区真駒内幸町 2丁目 2-1） 

「デジカメ講座」他 

計画 14 講座中 5 講座実施 
〃 

札幌市西区民センター 

（西区琴似 2条 7 丁目 1-21） 

「美術への誘い」他  

計画 10 講座中 3 講座実施 
〃 
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札幌市手稲区民センター 

（手稲区前田 1条 11 丁目） 

「楽しい初級英会話」他 

計画 12 講座中 3 講座実施 
〃 

 

(2) 地域交流事業 

施設名及び所在地 事業又は活動の内容 実施期間 

札幌市中央区民センター 

（中央区南 2 条西 10 丁目） 

「ささっと借りられるお楽しみ袋」

計画 8事業中１事業実施 

令和 3年度 

札幌市東区民センター 

（東区北 11 条東 7丁目） 

「親子で楽しむ音楽会」他  

計画 16 事業中 8 事業実施 
〃 

札幌市白石区民センター 

（白石区南郷通 1 丁目南 8-1） 

「おもちゃ病院ピーポー」他 

 計画 14事業中 3事業実施  
〃 

札幌市厚別区民センター 

(厚別区厚別中央 1条 5 丁目 3-14) 

「クリスマスジャズコンサート」他 

計画 17 事業中 4 事業実施 
〃 

札幌市豊平区民センター 

（豊平区豊平 6条 10 丁目） 

「図書室読み聞かせ」 

計画 6事業中 1事業実施 
〃 

札幌市清田区民センター 

（清田区清田 1条 2丁目 5-35） 

「うたごえ喫茶㏌ きよた」他  

計画 19 事業中 2 事業実施 
〃 

札幌市南区民センター 

（南区真駒内幸町 2丁目 2-1） 

「楽しいおはなしの会」 他 

 計画 14事業中 3事業実施 
〃 

札幌市西区民センター 

（西区琴似 2条 7 丁目 1-21） 

「基礎から学ぶ成年後見制度」他 

計画 7事業中 2事業実施 
〃 

札幌市手稲区民センター 

（手稲区前田 1条 11 丁目） 

「こどもまつり」他  

計画 10 事業中 3 事業実施 
〃 

 
※「類似の業務（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類」があれば、

添付してください。 
 
 ※上記計画事業(講座・地域交流事業)の実施について 
  コロナ感染症の拡大の中、感染拡大の防止、利用者に対しても不要な外出自粛を求めると 

いう観点からの国の指導のもと、委託元である札幌市からの指導、指示等を踏まえ、 
１）令和３年度当初から、主要事業である貸館について、利用自粛に合わせ、料金のキ

ャンセル対応をしたこと。 
  ２）感染の急激な拡大の中、休館措置がとられたこと。 
   ・令和 3 年 5 月 4 日から 7 月 11 日  ・令和 3 年 9 月 14 日から 9 月 30 日 
  ３）ワクチン接種の普及、拡大のため、ワクチン接種会場として一部区を除き、ほぼ全館 

が借上げになったこと。 
・令和 3 年 7 月 12 日から 9 月 13 日  
・令和 4 年 2 月 1 日から 3 月 31 日（延長し 6 月 20 日まで） 

  ４）その後も、感染状況が大きく改善せず、令和 4 年 1 月下旬から 3 月まで、改めて 
利用キャンセル、料金還付対応を実施したこと。 

 等が大きく影響し、実施事業数が大幅に減少することになった。 
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２ 当施設における組織体制（職位、職種、人数）について具体的に図解してください。また、

上部組織等（連合体を含む。）がある場合は、上部組織等における当施設の組織の位置につ

いて別に図解してください。 
（１） 札幌市豊平区民センター運営委員会及び事務局の組織図です。 

事務局長（館長）は統括責任者、次長（副館長）は職務代理者として責任者の任にあた

ります。 
   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

札幌市豊平区民センター運営委員会 

○委員長  １名 

○副委員長 １名 

○会計監査 ２名 

○委員   ５名 

事務局長（館長） ・総括管理責任者 

次長（副館長） ・職務代理者 

夜間窓口、館内保全、保安業務 

外部委託職員 

※ローテーションで 

最低２名体制 

 

窓口業務、事業の企画・実施等 

 
職員 

職員 

職員 

 

（常勤） 

（常勤） 

（常勤） 

 

※ローテーションで 

最低２名体制 

事務室（３名）  

図書業務、事業の企画・実施等 

 
職員 

職員 

職員 

職員 

（常勤） 

（常勤） 

（常勤） 

（常勤） 

※ローテーションで 

最低２名体制 

図書室（４名） 

職員    9 名 

外部委託職員７名 

札幌市豊平区民センター

運 営 委 員 会 事 務 局 
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（２）全体の組織図です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般社団法人 

札幌市区民センター運営委員会 

委員長（代表理事）1 名 

副委員長（理事） ２名 

常務理事     １名 
理 事      ４名 

監 事      ２名 
〔本部事務局〕 
中央区民センター内 
常務理事が本部事務局長を 

兼務 
 
 

一般社団法人札幌市区民センター運営委員会 

札幌市中央区民センター運営委員会・事務局 

所在地 札幌市中央区南２条西１０丁目 
札幌市中央区区民センター内 

札幌市東区民センター運営委員会・事務局 

札幌市白石区民センター運営委員会・事務局 

札幌市厚別区民センター運営委員会・事務局 

札幌市豊平区民センター運営委員会・事務局 

札幌市清田区民センター運営委員会・事務局 

札幌市南区民センター運営委員会・事務局 

札幌市西区民センター運営委員会・事務局 

札幌市手稲区民センター運営委員会・事務局 

本部事務局 
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３ 職員の配置計画、勤務形態について具体的にご記入ください。 

 
 

職員配置の場所 曜日等 職員配置の時間帯 常勤職員 パ ー ト 職

員 

その他 

事務室 月～金 8：30～21：30 3～5 人 2 人 30 年度から雇用

更新５年以上の

職員を対象にし

た無期転換制度

を導入しており、

現時点では無期

転換申込権が発

生した全ての職

員と無期労働契

約を締結してい

ます。 

土 8：30～21：30 2 人 2 人 

日 8：30～21：30 2 人 2 人 

祝日 8：30～21：30 2 人 2 人 

図書室 月～金 8：45～17：15 2～4 人  

土 8：45～17：15 2 人  

日 8：45～17：15 2 人  

祝日 

8：45～17：15 

2 人  

  
(1) 常勤職員 

※常勤職員とは、概ね１日８時間、週 40 時間程度勤務する年間を通して働く職員を言います。 
 

 (2) パート職員 

   ※ここでのパート職員とは、常勤職員より勤務時間が短く、年間を通して働く職員を言います。 
 

(3) その他の職員 

  該当なし 
  ※ここでのその他の職員とは、上記の常勤職員及びパート職員以外の短期雇用の職員を言います。 

 

※ 勤務条件欄には「労働契約の期間」「始業及び終業の時刻」「所定労働時間を超える労働

の有無」「休憩時間」「休日」「休暇」「賃金の決定、計算及び支払の方法」「退職」「社会

保険等の加入状況」をご記入ください。 

※ 労働関係法令の遵守は必須となります。 

※ なお、非正規職員から正規職員への転換に向けた職員雇用方針とその取組があれば、そ

の他の欄に記載し積極的にアピールしてください。 

担当する業務 人数 勤務条件 
総括責任者（館長） 1 人 別紙勤務条件のとおり 
職務代理者（副館長） 1 人      〃 
事務職員 7 人      〃 

担当する業務 人数 勤務条件 
夜間案内業務等 7 人 外部委託職員（16：45～21：30） 
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勤務条件の内容 
 
職  種  常勤職員、パート職員、その他の職員 

契 約 期 間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日） 
１契約の更新の有無 
〔自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )〕 

※５年以上継続雇用した職員は無期雇用契約へと転換 
２契約の更新は次により判断する 
・契約期間満了時の業務量     ・勤務成績・態度  ・能力 
・従事している業務の進捗状況   ・その他（        ） 

従事する業 
務の内容 区民センター運営委員会事務局における指定管理業務 

始業・終業 
の時刻 

始業 8 時 30 分 ～ 終業 17 時 00 分 （事務室勤務者） 

始業 8 時 45 分 ～ 終業 17 時 15 分 （図書室勤務者） 

休 憩 時 間  休憩時間 45 分 

窓口対応の必要性から交代制（一斉休憩適用除外労使協定締結）                     

所定時間外 
労働の有無 

 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 
36 協定締結及び札幌東労働基準監督署届出済 

休  日 
・定例日；毎週（  ）曜日、国民の祝日、その他（ 年末年始 ） 

・非定例日；週・月当たり（２）日、その他（国民の祝日、但し月曜振替は含むが、

土曜日と重なる日は参入しない ）  

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から継続勤務６か月以内の年次有給休暇（有,無） 
※下表参照          
１）当該年度新たに採用された職員 

   採 用 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

   付与日数  10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 5 日  4 日  3 日  3 日 2 日 1 日 

２）雇用更新時の付与日数(前年度において全勤務日の８割以上勤務した 

職員に限る) 
   年  次  ２年次目 ３年次目 ４年次目 ５年次目 ６年次目 ７年次目以降 

   付与日数    11 日   12 日    14 日   16 日     18 日    20 日 

２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（結婚休暇、忌引休暇）          
                  無給（生理休暇、出産休暇、育児休暇、育児時間、妊娠職員の 

            妊娠障害等、通勤緩和措置） 

賃  金 
 

１ 基本給  イ 月給（館長 189,000 円 但し再雇用 184,000 円 

次長 163,000 円 事務職員 157,000～160,000 円 

但し再雇用 150,000 円 次長職からの再雇用 160,000 円 ） 

ロ 日給（     円） ハ 時間給（    円）  
      ニ 出来高給（基本単価  円、保障給  円） 
      ホ その他（    円） 
      ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等            
２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法                    

     イ（賞与（夏季・冬季） ／計算方法：基本給×3.65／年間） 

 ロ（通勤手当 35,000 円上限 ／計算方法：定期券料金 月額） 
３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率   
   イ 所定時間外 所定超（ 125 ）％、深夜（ 150 ）％  

ロ 休 日  所定外及び所定超（ 135 ）％、深夜（ 160 ）％  

   ハ 法定外  週労働時間超（ 25 ）％  
４ 賃金締切日  毎月末日 
５ 賃金支払日  毎月 25 日 
６ 賃金の支払方法 銀行振込 
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退  職 

１ 定年制 （ 有：一般職（60 歳）館長（65 歳）， 無 ） 
２ 継続雇用制度（有：最長５年 ， 無 ）            
３ 自己都合退職の手続（退職日の 30 日以上前に届け出ること） 
４ 解雇の事由及び手続 

１） 解雇事由  

① 一部事業縮小、廃業その他やむを得ない業務上の都合によるとき 

② 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき 

③ 勤務成績が不良で、就業に適しないとき 

④ 罰金以上の刑事事件に関し有罪となったとき 

⑤その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

２） 手続３０日前に予告して免職するか又は給料月額の１月分を支給して即日 

解雇する 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（  健康保険   厚生年金保険  厚生年金基金 

その他（  ））           

・雇用保険の適用（  有  ， 無 ）  

・その他    （札幌市中小企業共済制度加入 ）      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 54 -



 

 
         勤務条件の内容（２） 

 

職  種  常勤職員（臨時職員） 、パート職員、その他の職員 

契 約 期 間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日） 

１ 契約の更新の有無 
〔自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )〕 
          ※通算雇用期間は最長５年 
２契約の更新は次により判断する 
・契約期間満了時の業務量     ・勤務成績・態度  ・能力 
・従事している業務の進捗状況   ・その他（        ） 

従事する業 
務の内容 区民センター運営委員会事務局における指定管理業務 

始業・終業 
の時刻 

始業 8 時 30 分～終業 17 時 00 分 （事務室勤務者） 

始業 8 時 45 分～終業 17 時 15 分 （図書室勤務者） 

休 憩 時 間 休憩時間 45 分  

  窓口対応の必要性から交代制（一斉休憩適用除外：労使協定締結）   

所定時間外 
労働の有無 

所定時間外労働の有無（  有  ， 無 ） 

 ３６協定締結及び札幌東労働基準監督署届出済 

休  日 
・定例日；毎週（  ）曜日、国民の祝日、その他（ 年末年始 ） 

・非定例日；週・月当たり（２）日、その他（国民の祝日、但し月曜振替は含むが、

土曜日と重なる日は参入しない ） 

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から継続勤務６か月以内の年次有給休暇（有,無） 

※下表参照 

 １）当該年度新たに採用された職員 
   採 用 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

   付与日数  10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 5 日  4 日  3 日  3 日 2 日 1 日 

２）雇用更新時の付与日数(前年度において全勤務日の８割以上勤務した 

職員に限る) 
   年  次  ２年次目  ３年次目  

   付与日数   11 日   12 日 

２ 代替休暇（有・無） 

３ その他の休暇 有給（ 忌引休暇 ） 

                  無給（ 病気休暇等特別休暇 ） 

賃  金 
 

１ 基本給   イ 月給（148,000 円） 

ロ 日給（     円） ハ 時間給（    円）  
       ニ 出来高給（基本単価  円、保障給  円） 
       ホ その他（    円） 
       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等  

２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法                    

    イ 賞与（有：基本給×0.5 月/年） 

    ロ（通勤手当 35,000 円上限／計算方法：定期券料金 月額 ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率   

  イ 所定時間外 所定超（ 125 ）％、深夜（ 150 ）％  

ロ 休 日  所定外及び所定超（ 135 ）％、深夜（ 160 ）％  

  ハ 法定外  週労働時間超（ 25 ）％ 
４ 賃金締切日  毎月 末日 

５ 賃金支払日  毎月 25 日 

６ 賃金の支払方法  銀行振込 
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退  職 

１ 定年制 (有：65 歳  ,  無 ) 
２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無） 
３ 自己都合退職の手続（退職日の 30 日以上前に届け出ること） 
４ 解雇の事由及び手続 

１）解雇事由  

①一部事業縮小、廃業その他やむを得ない業務上の都合によるとき 

②心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき 

③勤務成績が不良で、就業に適しないとき 

④罰金以上の刑事事件に関し有罪となったとき 

⑤その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

２）手続３０日前に予告して解雇する 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（ 健康保険 厚生年金保険 ） 
・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・その他 （   ）    
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４ 職員の採用計画について具体的にご記入ください。 
１ 現在の体制 

当区民センター運営委員会は、現在９区の区民センターの指定管理者としての指定を受

け、業務の円滑な遂行を図るため、各区民センター運営委員会に事務局を置くとともに、中

央区民センターに総括調整部門の本部事務局を置いて管理運営に当たっています。 

各区民センター運営委員会事務局には、事務室に館長を含めて５名の常勤職員を配置する

ほか、図書室を有する各区民センターに図書館司書資格を有する者を含めて４名の常勤職員

を配置しています。 

また、土・日・祝日においても市民サービスの低下を招くことがないよう、事務室及び図

書室共に２～３名の常勤職員を配置して臨んでいます。 

これらに本部職員を含めて合計７３名（令和４年４月現在）の常勤職員で指定管理業務を

円滑かつ安定的に遂行してきています。 

２ 採用計画 

退職による欠員の補充など、職員の採用にあたっては、利用者ニーズを的確に把握し、迅

速に対応できる能力が求められることから、書類選考、適性試験、面接試験といった選考過

程を経て採用しています。加えて、図書室の職員については図書館司書資格の有無も考慮し

ています。 

また職員募集については、各区民センターとも少人数の組織体制で運営していることから

も、やはり即戦力となる人材の確保が必要とされます。現職の臨時職員をはじめ、ハローワ

ークや、各コミュニティ施設や図書館などからの紹介なども活用し募集します。 
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５ 職員の人材育成及び研修計画について具体的にご記入ください（ただし、業務仕様書にお

いて研修が義務づけられているものを除く。）。 

《実施方針》 

人材育成の要求水準に則し、業務遂行能力や危機管理意識の向上などを図るため、業務・

接遇・防火防災・環境保全その他必要な職員研修を計画的に実施します。 

 

 
研 修 名 

 
概   要 

５

年

度 

６

年

度 

７

年

度 

８

年

度 

９

年

度 

 

業 
 

務 
 

研 
 

修 

業務知識

研修 

業務に必要な統計、ホームページウェ

ブアクセシビリティ、市政情報に関す

る研修を年次毎に行い、職員として備

えるべき業務知識の向上を図る。 

○ ○ ○ ○ ○ 

経理研修 

各区の経理担当者を対象に税理士か

ら経理の基本と実務処理を学ぶこと

により業務理解を深め適正な事務処

理を確保する。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
接遇研修 
 

マニュアルを基に接遇の基本と実践

に関する理解を深め、適切な施設運営

と市民サービスの向上を図る。 
○ ○ ○ ○ ○ 

特 
 

別 
 

研 
 

修 

防火・防災

研修 

地域防災の拠点的役割に鑑み、区や関

係団体の避難訓練や救命救急講習、防

火訓練等に積極的に参加し、対応スキ

ル向上を図る。 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 

環境保全

研修 

環境への理解を深め、具体的な環境保

全活動に結び付けるよう、様々な取組

事例や各種政策、関連法規等、環境に

関する知識を習得する。 

○ ○ ○ ○ 
 

○ 

法令研修 

指定管理者として法令遵守の徹底に

よる適正な業務遂行のため、個人情

報・情報公開・行政手続等の関係条例

に対する理解・認識を深め、資質向上

を図る。 

 ○  ○ 

 

生涯学習

施設職員

研修 

生涯学習センター（ちえりあ）主催の

本研修に積極的に参画し、職員の事業

企画のスキルアップ等を図る。 
○ ○ ○ ○ ○ 

※シフト制勤務のため、５年間を通じて全職員の受講を実現します。 
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６ 防災業務の実施方針、防災業務の役割分担、防災訓練の予定、事故等への対応方法、消防

法への対応の内容について年度別の実施方法を含めて具体的にご記入ください。 
1 基本方針 

豊平区民センターは、火災、地震等の発生などに備えた地域避難所（収容）でもあります。

このため緊急時に市民の安全確保を図り人命第一に適正な行動手順が行えるようにするこ

とが、施設管理者の責務と考えます。 
日頃から緊急時対応マニュアルを常に見直し、区の災害対策本部との連絡体制を強化しな

がら、地域防災対策に万全を期します。 
また、職員全員が緊急時等に対応できるよう、研修を実施するなど、全職員の防災意識を

高めます。 
 

２ 自衛消防隊組織、分担、連絡体制 
区の災害対策本部と連携しつつ、館長（防火責任者）の指揮により豊平区民センター自衛

消防組織体制を確立しており、消防・警察・病院等の関係機関との緊密な連携を保ち、必要

な情報の収集・提供を行います。 
    

○自衛消防隊分担 
  

防火責任者（館長） 

施設の安全管理責任者として指導する 

災害の場合は現場確認、指示、放送      

通報連絡班（副館長） 

区、消防、警察等に連絡 

自衛消防隊本部の指示に従い各機関に連絡 

消火班（職員） 

自衛消防隊本部の指示に従い初期消火 

避難誘導班（職員） 

自衛消防隊本部の指示に従い、館内の利用者

を安全な場所に避難誘導 

非常持出担当（職員） 

非常時持ち出しの書類を搬出 

 
３ 自衛消防訓練・安全管理等 

① 消防法に基づく自衛消防防災訓練に参加（年１回） 
② 自主点検の実施（毎日） 
③ マニュアルの点検（自衛消防訓練時等随時） 
④ ＡＥＤの点検と操作の研修 
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４ 防犯対策 

安全・安心な施設づくりを一層推進するため、警察、消防関係などとも連絡を取りながら

防犯対策に積極的に取り組みます。 

(1) こまめな巡回 

館内をこまめに巡回し、不審者、不審物の発見に努めます。 

また、不特定多数の人の出入りが多いため、利用者の協力も得ながら事故や犯罪防止

に努めます。 

 

５ 負傷者などが出た場合 

病人や負傷者が出た場合は、「豊平区民センター緊急時・事故などにおける対応マニュア

ル」に基づき迅速かつ的確に対応し措置、状況をまとめ、区に報告します。 

 

６ 夜間・休日等の防災対応 

災害等が発生した場合には、防火責任者へ連絡を入れるとともに、状況に応じて区役所、

消防、警察などの関係機関への連絡・通報をします。 

 

連絡体制 

 

 

 

                     

          

                     

                     

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボイラー室 防火責任者（館長） 

豊平区役所 

警察・消防・病院 

警備（土・日・祝・夜間） 

札子連豊平支部 

次 長（副館長） 

  職   員 

豊平区社会福祉協議会 

豊平区交通安全運動推進委員会 
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（別紙）豊平区民センター緊急時・事故などにおける対応マニュアル 

 対          応 備   考 

火災発生 ●火災を発見したら 

① 大声で「火事です！」と叫び周囲の者に知らせる 

② 事務室に状況を知らせる 

③ 消防署１１９番へ連絡 

・所在地   豊平区平岸 6 条 10 丁目 

・名称    豊平区民センター 

・出火場所  部屋名等 

・避難者の有無 

・通報者名  ・電話番号  ・建物の構造 3 階建てなど 

④火災を全館に知らせる 

・非常ベルを鳴動させる 

・館内放送をかける 

⑤お客様の避難誘導をする 

・エレベーターは人が乗らないようにする 

・避難口の開放 

・防火扉を閉鎖 

⑥消火活動をおこなう 

・初期消火できる場合は消火器等を使って行う 

⑦避難者の確認 

⑧消防隊へ情報提供 

⑨火災発生報告書の作成・提出 

 

＊消防署へ 

「火事です。場所は豊平 

区民センターです。ただ 

いま○階の○○が燃えて 

います。 

私の名前は○○です。 

電話番号は、８１２の 

７１８１です。 

 

 

 

 

 

 

＊避難者を月寒公園まで

誘導する。 

地震発生 ●大きな揺れを感じたら 

①身近なもので頭を覆うかテーブルの下へもぐる 

②火の始末 

③館内放送をかける 

④お客様の避難誘導をする 

⑤状況に応じて消防署１１９番へ連絡 

⑥火災が発生したときは消火活動をおこなう 

⑦避難者の確認・施設の安全確認 

⑧消防隊へ情報提供 

⑨地震発生報告書の作成・提出 
 

●大規模地震の発生時 

 豊平区と共同して消防計画に基づき対応する。 

 

 

＊館内放送 

「館内の皆様にお知らせ 

します。 

ただいま、地震が発生 

しておりますが、慌てて

行動をすると危険です。

落下物などに注意して、

そのまま室内で待機して

ください。 

 エレベーターの中の皆

様はエレベーターから降

りて待機してください。」 

 対         応 備   考 

骨折・ 

けが等の 

事故発生 

●骨折やけが人が出たら 

①けが人をあまり動かさずどこが痛いのかを聞く 

②状況に応じて救急車１１９番を呼ぶ 

・所在地   豊平区平岸 6 条 10 丁目 

・名称    豊平区民センター 

・患者の状況 状態、性別、年齢など 

・通報者氏名 

③けが人の家族に連絡 

④病院へ情報提供 

⑤事故発生報告書の作成・提出 

・保険適応の場合は保険会社へ手続き 

 

 

＊想定される傷病 

捻挫、骨折、切り傷、打

撲、火傷等は、施設内の

階段、通路、貸室内備品

等で発生するので、施設

内の巡回、点検を常に行

い原因の早期発見や改善

により未然に防止をする

こと。 
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 対         応 備   考 

倒れた 

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●来館者が倒れたら 

意識があるかの確認 

・耳元で「もしもし大丈夫ですか」と肩をたたきながら確認する 
 

【意識がない場合は】 

①救急車１１９番を呼ぶ 

・所在地   豊平区平岸 6 条 10 丁目 

・名称    豊平区民センター 

・患者の状況 状態、性別、年齢など 

・通報者氏名 

②家族などへ連絡 

③救急車が来るまで応急手当を行う（状況によりＡＥＤ使用） 

④救急車が来たら、知り合いの人か、職員が救急車に同乗する 

⑤事故発生報告書の作成・提出 
 

【意識がある場合は】 

A.①本人に救急車を呼んでよいか確認し、救急車１１９番を呼ぶ 

・所在地   豊平区平岸 6 条 10 丁目 

・名称    豊平区民センター 

・患者の状況 状態、性別、年齢など 

・通報者氏名 

②家族などへ連絡 

③救急車が来るまで応急手当を行う（状況による） 

④救急車が来たら、知り合いの人か、職員が救急車に同乗する 

 

B.①本人に確認し、救急車１１９番を呼ばなかった 

②具合がよくなるまで様子を見る 

③家族へ連絡し、連れて帰ってもらう  

④事故発生報告書の作成・提出 

 

＊消防署へ 

「意識のない人がいま 

す。場所は豊平区民セン 

ターです。 

私の名前は○○です。 

電話番号は、８１２の 

７１８１です。」 

 

 

 

 

 

＊応急手当 

気道の確保、 

呼吸の確認、 

心臓マッサージの開始、

心肺蘇生法の継続 

などを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不審者・ 

不審物の

対応 

 

●不審者を発見した場合 

①連絡・報告・情報共有 ～上司等に報告し情報共有し、場合 

により、豊平区と情報共有 

②声かけ ～間合いを取って「何かございましたか」などと 

 声かけをする。場合によっては、応援を求めて声かけをする。 

③通報・メモ ～回答が曖昧である、声かけをしたら逃走した 

場合は、逃走方向、人相、着衣、所持品等をメモし、警察に 

通報する。豊平区に情報提供。 

 

●不審物を発見した場合 

（設置・放置不審物、郵便・小包不審物） 

①踏まず、触らず、蹴とばさず 

②開封しない 

③ただちに警察へ通報・相談 

④豊平区へ報告、情報共有 

 

 

 

 
＊不審者の例 

・様子が不自然で徘徊し

ている。 

・故意にトラブルを起こ

し、関係者の反応を見る。 

・不自然な場所で、カメ

ラ、ビデオ撮影をしたり

双眼鏡、望遠鏡で覗き込

んでいる等 

 

「留意事項」 

・不審者を発見した時は

慌てずに落ち着いて行動

すること 

・言動に注意して、不審

者を刺激しないこと 

・無理をして、不審者を

取り押さえようとしない

こと 

 

・休日、夜間は警備室へ

連絡をする 
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７ 当施設の運営に当たり、札幌市の「環境方針」（募集要項資料 17）に基づく環境保全行動

への取組みについて、計画があればご記入ください。 
１ 環境保全行動への取組みについて 
  札幌市の環境方針を十分理解し、職員一人一人が常に環境に配慮した管理業務を行いま

す。 

環境に配慮する取組みとしては、職員はもとより、業務の一部を委託している企業・団

体の従事者、さらには利用者の理解と協力を得ながら次の項目について重点的に取り組み

ます。 

 

２ 環境保全行動への具体的取組みについて 

(1) 利用案内や事業開催の際は「来館される際には公共交通機関をご利用ください」との 

呼びかけをします。 

(2) 区民センターの維持管理に当たって必要な物品の購入、サービスの利用に当たっては、

温室効果ガスの排出量の少ないものを購入・利用します。 

(3) 電気・水道の使用に当たっては，極力節約に努めることとし、節電・節水シールの貼

付け、張り紙等により、利用者への協力を呼びかけます。また、随時館内を巡回し未使 

用室の消灯はもちろん給湯室、ロビーでは可能な範囲で節電に努めます。 

(4) ゴミの減量、リサイクルについては、各階に分別用のゴミ箱を配置する一方、大量のゴ

ミが出る料理室等の利用者に対しては、生ゴミの分別とその他のゴミの持ち帰り協力を要

請しゴミ減量とリサイクルの徹底を図ります。 

(5) 冷暖房については、市の温度管理基準に準じ実施し、省エネを推進します。 

(6) 管理業務に係わる用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドラ

イン用品を使用します。 

(7) 環境保全について職員の知識・認識を深め、実践するための研修を行うとともに、市

が開催する環境に関する講習にも積極的に参加します。 

 

３ その他 

豊平区民センター運営委員会は２００８年８月に「さっぽろエコメンバー」として、レベ

ル３の事業所登録をしており、２０２２年も更新を予定しています。 

 
８ 管理業務の仕様書に示す「施設、設備等の維持に関する管理」業務の具体的な実施要領（第

三者への委託を含む）、年度別の実施計画を示してください。 

  特に、安全性や市民サービスの向上、管理運営の節減に結びつく工夫の内容について、積

極的にアピールしてください。 

各業務の実施にあたっては、利用者の安全確保を第一に優先するとともに、市民サービス

の向上についても十分に配慮し、管理物件の維持管理に努めます。 

 

１ 施設の維持及び管理 

(1) 施設の安全管理については、業務日誌で管理をすることとし、日中は、職員による点
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検、また、夜間については、夜間案内業務に従事する職員の巡回などで利用者の安全を

確保します。 

(2) 破損、故障等が発生した場合は、速やかに状況確認、応急処理、修繕費用・期間、原

因調査など、職員間でも状況を共有し、対応結果についてはすぐに市へ報告します。 

(3) 修繕を行うにあたり、業者と委託契約を締結する場合は、市の契約規則等に準じて行

います。 

なお、その場合、緊急性のあるものを除き、事前に市の承認を得るとともに実施後、速

やかに概要を報告します。 

(4) 冬季間については、砂まきや簡易除雪を行い、利用者の安全性の確保に努めます。 

 

２ 備品の管理 

備品については、市民等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃を

行うとともに、不具合が生じた場合は、速やかに状況を確認し区とも協議の上、修理、代

用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応をします。 

なお、貸与備品は、毎年度点検し、更新が必要な場合は、区とも協議し対応します。 

 
 
※記載欄が足りない場合は、枠の大きさを任意に調整又は別紙として添付してください。 
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１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

はじめてのウクレレ 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

椅子ヨガ 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

イタリア語 6 12 16 48,000 64,000 0 48,000 0

4,000

手軽に持ち運べる大きさと軽やかな音色が魅力のウクレレ
で音楽を奏でる楽しさを知る。
基礎を学び、曲を演奏できるようになる。

椅子を使って簡単に無理なく高齢者でも楽しく取り組むこと
ができるヨガ。運動不足解消や健康維持を目指す。

初心者ややり直したい方を対象に、簡単なあいさつや旅行
先で使える日常生活に役立つ基本や文化を学ぶ。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出
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１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

健康マージャン 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

お江戸のおはなし 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

コーヒーの淹れ方 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

麻雀の基礎を学び多くの方との交流を楽しむことで、脳の活
性化を図り認知症予防等に繋げる。

江戸時代に暮らす庶民と武士はどのように暮らしていたの
か。江戸の世相と文化を探り、当時の風俗や時代考証を交
えながら学ぶことで、時代劇や歴史小説をより深く楽しむの
に役立つ。

世界の豆を使って、その豆にあったおいしいコーヒーの淹れ
方を学ぶ。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出
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１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

伝筆（つてふで） 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

豊平区の歴史 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

将棋初心
者の小学
生

子ども将棋教室 3 6 20 36,000 30,000 0 36,000 0

1,500

くせ字を魅力に変える筆文字。字に自信がなくてもコツを学
ぶことで、いつでもどこでも心あたたまる文字が書けるよう
になる。

豊平区の歴史を古地図と写真の映像を見ながら、地質・地
形・縄文・古代史・開拓史・近代史にわたり解説を聞くこと
で、居住する地域についてより詳しく知ることができる。

夏休みや冬休みに初心者の小学生を対象に、基本のルー
ルや礼儀作法を習得し、対局を通して子ども同士の交流を
図ることを目的とする。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 67 -- 67 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

ご近所先生企画講座
（１）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000 　

ご近所先生企画講座
（2）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

ご近所先生企画講座
（3）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 68 -- 68 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

オカリナ入門 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

体・おなか・背中
すっきり

6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

旅行英会話 6 12 16 48,000 64,000 0 48,000 0

4,000

手軽に持ち運べる楽器で音楽を奏でる楽しさを知る。
基礎を学び、曲を演奏できるようになる。腹式呼吸で演奏す
るので健康増進にも役立つ。

簡単に無理なく楽しみながら、運動不足解消や健康維持を
目指す。

初心者ややり直したい方を対象に、簡単なあいさつや旅行
先で使える日常生活に役立つ基本や文化を学ぶ。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 69 -- 69 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

健康マージャン 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

源氏物語を詠む 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上
の男性

男性向け料理講座 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

麻雀の基礎を学び多くの方との交流を楽しむことで、脳の活
性化を図り認知症予防等に繋げる。

２０２４年の大河ドラマに向けて源氏物語を読み解き、日本語の
奥深さを学び、教養を深める。

初心者を対象に、料理の基礎知識から学び、作る楽しさを
学ぶ男性向け料理講座。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 70 -- 70 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

カメラ入門 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

豊平区の自然 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

小学生

子どもヒップホップ
ダンス

3 6 20 36,000 30,000 0 36,000 0

1,500

一眼レフの静かなブームに乗って、スマホ以外の”カメラ”の
良さを再確認するとともに、参加者同士での交流を図る。

豊平区内の公園を散策し、植物や野鳥など自然と触れ合
い、歩くことにより健康促進にも役立てる。

夏休みや冬休みを利用して、学年、学校を超えた交流を図
り、運動不足の解消と、コミュニケーション能力の向上を目
指す。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 71 -- 71 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

ご近所先生企画講座
（１）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000 　

ご近所先生企画講座
（2）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

ご近所先生企画講座
（3）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 72 -- 72 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

ギター入門 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

リンパ体操 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

はじめてのフランス
語

6 12 16 48,000 64,000 0 48,000 0

4,000

手軽に持ち運べる楽器で音楽を奏でる楽しさを知る。
基礎を学び、曲を演奏できるようになる。
「第２の脳」と呼ばれる指先を動かし脳の活性化を図る。

簡単に無理なく楽しみながら、運動不足解消や健康維持を
目指す。

初心者ややり直したい方を対象に、簡単なあいさつや旅行
先で使える日常生活に役立つ基本や文化を学ぶ。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 73 -- 73 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

健康マージャン 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

自然ウオッチング 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

おいしい野菜料理 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

麻雀の基礎を学び多くの方との交流を楽しむことで、脳の活
性化を図り認知症予防等に繋げる。

身近な公園や緑地をゆっくり散策しながら、植物や野鳥など
季節の自然を観察する。
外に出て歩くことにより、健康促進にも役立てる。

旬の野菜を使って、家庭で気軽に作れてヘルシーでおいし
く、暮らしに役立つ日常料理を学ぶ。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 74 -- 74 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

羊毛フェルト 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

豊平区の歴史 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

将棋初心
者の小学
生

子ども将棋教室 3 6 20 36,000 30,000 0 36,000 0

1,500

羊毛を使って、特殊な鍼で刺しながら固めて形を形成する。
自分が飼っているペットや好きな動物をモチーフに、ぬいぐ
るみやコースター、鍋敷きなどを制作する

豊平区の歴史を古地図と写真の映像を見ながら、講師の解
説を聞く。地質・地形・縄文・古代史・開拓史・近代史にわた
り解説する。

夏休みや冬休みに初心者の小学生を対象に、基本のルー
ルや礼儀作法を習得し、対局を通して子ども同士の交流を
図ることを目的とする。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 75 -- 75 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

ご近所先生企画講座
（１）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000 　

ご近所先生企画講座
（2）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

ご近所先生企画講座
（3）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 76 -- 76 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

ボイストレーニング 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

体幹トレーニング 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

はじめての韓国語 6 12 16 48,000 64,000 0 48,000 0

4,000

発声方法や腹式呼吸を楽しく学び、しっかりと大きな声で歌
を歌うことでストレスを解消し、健康増進にも役立つ。

簡単に無理なく楽しみながら、筋肉のバランスを整え、運動
不足解消や健康維持を目指す。

初心者ややり直したい方を対象に、簡単なあいさつや旅行
先で使える日常生活に役立つ基本や文化を学ぶ。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 77 -- 77 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

健康マージャン 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

ファミリーヒストリー 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

和菓子入門 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

麻雀の基礎を学び多くの方との交流を楽しむことで、脳の活
性化を図り認知症予防等に繋げる。

苗字から家族のルーツ（歴史）を辿る方法を学ぶ。

健康ブームによって、カロリーの少ない和菓子が人気となっ
ている。基本の技術を学び、美しく手軽に楽しめる和菓子作
りを学ぶ。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 78 -- 78 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

スマホ動画 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

豊平区の自然 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

小学生

子どもヒップホップ
ダンス

3 6 20 36,000 30,000 0 36,000 0

1,500

動画撮影の基本を学び、YouTube等へのアップ方法など、
趣味の幅を広げる。

豊平区内の公園を散策し、植物や野鳥など自然と触れ合
い、歩くことにより、健康促進にも役立てる。

夏休みや冬休みを利用して、学年、学校を超えた交流を図
り、運動不足の解消と、コミュニケーション能力の向上を目
指す。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 79 -- 79 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

ご近所先生企画講座
（１）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000 　

ご近所先生企画講座
（2）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

ご近所先生企画講座
（3）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 80 -- 80 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

童謡をうたおう 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

ストレッチ体操 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

はじめての中国語
初心者ややり直したい方を対象に、簡単なあいさつや旅行
先で使える日常生活に役立つ基本や文化を学ぶ。

6 12 16 48,000 64,000 0 48,000 0

4,000

なつかしい童謡や抒情歌を歌い、楽しむことで、心が癒さ
れ、気持ちが和む。

簡単に無理なく楽しみながら、筋肉の柔軟性向上による血
行改善で運動不足解消や健康維持を目指す。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 81 -- 81 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

健康マージャン 6 12 20 48,000 80,000 0 48,000 0

4,000

15歳以上

日本各地の城を知る 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

20歳以上

ワインとチーズのお
はなし

4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

麻雀の基礎を学び多くの方との交流を楽しむことで、脳の活
性化を図り認知症予防等に繋げる。

日本全国には建築様式や歴史的に興味深い城が数多くあ
り、その城について画像や資料を使って楽しく学ぶ。

たくさんの種類があり、選ぶのが難しいワインとチーズにつ
いて、定番の合わせ方から意外な組み合わせまでを詳しく
学ぶ。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 82 -- 82 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15歳以上

実用ペン字 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

15歳以上

豊平区の歴史 4 8 20 32,000 60,000 0 32,000 0

3,000

将棋初心
者の小学
生

子ども将棋教室 3 6 20 36,000 30,000 0 36,000 0

1,500

豊平区の歴史を古地図と写真の映像を見ながら、講師の解
説を聞く。地質・地形・縄文・古代史・開拓史・近代史にわた
り解説する。

夏休みや冬休みに初心者の小学生を対象に、基本のルー
ルや礼儀作法を習得し、対局を通して子ども同士の交流を
図ることを目的とする。

字に自信がなくても、コツを学ぶことで自分の名前や住所、
手紙を美しく書けるようになることを目指す。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 83 -- 83 -



１　区民講座について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

ご近所先生企画講座
（１）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000 　

ご近所先生企画講座
（2）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

ご近所先生企画講座
（3）

15歳以上

（札幌市生涯学習セ
ンターとの共催講座）

5 10 20 31,000 19,500 0 10,000 21,000

3,000

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目
指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画
を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人
材の発掘と施設利用の促進を図る。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 84 -- 84 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般
子ども

共催コンサート 1 1.5 100 50,000 0 0 0 50,000

0

一般
子ども

有料コンサート 1 1.5 100 150,000 100,000 0 100,000 50,000

1,000

連携・共催事業 一般

講演会 1 1.5 50 0 0 0 0 0

0

一般
子ども

豊平区民センター祭 1 ２日間 200 100,000 0 0 0 100,000

0

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
豊平区民センターを活動拠点としているサークルに出演し
てもらい、クラシックやオーケストラの演奏で子どもから大人
まで楽しめる内容とする。

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
良質な音楽を安価な金額で気軽に楽しんでもらう。

企業や病院、札幌市社会福祉協議会と連携し、地域住民に
役立つ講演会。

豊平区民センター利用サークルの日頃の成果の発表の場
として、作品展示・ステージ発表・ダンスパーティーを実施す
る。
発表の機会を設けることで、サークル活動の助長を促す。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 85 -- 85 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

図書室
一般

子ども

読み聞かせ事業 12 18 120 0 0 0 0 0

0

図書室
一般

子ども

本の福袋事業 1 0 25 2,000 0 0 0 2,000

0

図書室 一般

無料映画会 1 2 50 0 0 0 0 0

0

図書室の利用促進を目的とする。

幼少時の情操教育の一環として月に一度実施。
考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。

図書をテーマごとに福袋にし、新たな本を読むきっかけ作り
を提案する。

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 86 -- 86 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般
子ども

共催コンサート 1 1.5 100 50,000 0 0 0 50,000

0

一般
子ども

有料コンサート 1 1.5 100 150,000 100,000 0 100,000 50,000

1,000

連携・共催事業 一般

講演会 1 1.5 50 0 0 0 0 0

0

一般
子ども

豊平区民センター祭 1 ２日間 200 100,000 0 0 0 100,000

0

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
豊平区民センターを活動拠点としているサークルに出演し
てもらい、クラシックやオーケストラの演奏で子どもから大人
まで楽しめる内容とする。

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
良質な音楽を安価な金額で気軽に楽しんでもらう。

企業や病院、札幌市社会福祉協議会と連携し、地域住民に
役立つ講演会。

豊平区民センター利用サークルの日頃の成果の発表の場
として、作品展示・ステージ発表・ダンスパーティーを実施す
る。
発表の機会を設けることで、サークル活動の助長を促す。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 87 -- 87 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

図書室
一般

子ども

読み聞かせ事業
幼少時の情操教育の一環として月に一度実施。
考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。

12 18 120 0 0 0 0 0

0

図書室
一般

子ども

本の福袋事業 1 0 25 2,000 0 0 0 2,000

0

図書室 一般

無料映画会 1 2 50 0 0 0 0 0

0

図書をテーマごとに福袋にし、新たな本を読むきっかけ作り
を提案する。

図書室の利用促進を目的とする。

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 88 -- 88 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般
子ども

共催コンサート 1 1.5 100 50,000 0 0 0 50,000

0

一般
子ども

有料コンサート 1 1.5 100 150,000 100,000 0 100,000 50,000

1,000

連携・共催事業 一般

講演会 1 1.5 50 0 0 0 0 0

0

一般
子ども

豊平区民センター祭 1 ２日間 200 100,000 0 0 0 100,000

0

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
豊平区民センターを活動拠点としているサークルに出演し
てもらい、クラシックやオーケストラの演奏で子どもから大人
まで楽しめる内容とする。

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
良質な音楽を安価な金額で気軽に楽しんでもらう。

企業や病院、札幌市社会福祉協議会と連携し、地域住民に
役立つ講演会。

豊平区民センター利用サークルの日頃の成果の発表の場
として、作品展示・ステージ発表・ダンスパーティーを実施す
る。
発表の機会を設けることで、サークル活動の助長を促す。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 89 -- 89 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

図書室
一般

子ども

読み聞かせ事業 12 18 120 0 0 0 0 0

0

図書室
一般

子ども

本の福袋事業 1 0 25 2,000 0 0 0 2,000

0

図書室 一般

無料映画会 1 2 50 0 0 0 0 0

0

図書室の利用促進を目的とする。

幼少時の情操教育の一環として月に一度実施。
考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。

図書をテーマごとに福袋にし、新たな本を読むきっかけ作り
を提案する。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 90 -- 90 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般
子ども

共催コンサート 1 1.5 100 50,000 0 0 0 50,000

0

一般
子ども

有料コンサート 1 1.5 100 150,000 100,000 0 100,000 50,000

1,000

連携・共催事業 一般

講演会 1 1.5 50 0 0 0 0 0

0

一般
子ども

豊平区民センター祭 1 ２日間 200 100,000 0 0 0 100,000

0

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
豊平区民センターを活動拠点としているサークルに出演し
てもらい、クラシックやオーケストラの演奏で子どもから大人
まで楽しめる内容とする。

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
良質な音楽を安価な金額で気軽に楽しんでもらう。

企業や病院、札幌市社会福祉協議会と連携し、地域住民に
役立つ講演会。

豊平区民センター利用サークルの日頃の成果の発表の場
として、作品展示・ステージ発表・ダンスパーティーを実施す
る。
発表の機会を設けることで、サークル活動の助長を促す。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 91 -- 91 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

図書室
一般

子ども

読み聞かせ事業 12 18 120 0 0 0 0 0

0

図書室
一般

子ども

本の福袋事業 1 0 25 2,000 0 0 0 2,000

0

図書室 一般

無料映画会 1 2 50 0 0 0 0 0

0

図書室の利用促進を目的とする。

幼少時の情操教育の一環として月に一度実施。
考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。

図書をテーマごとに福袋にし、新たな本を読むきっかけ作りを提
案する。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 92 -- 92 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般
子ども

共催コンサート 1 1.5 100 50,000 0 0 0 50,000

0

一般
子ども

有料コンサート 1 1.5 100 150,000 100,000 0 100,000 50,000

1,000

連携・共催事業 一般

講演会 1 1.5 50 0 0 0 0 0

0

一般
子ども

豊平区民センター祭 1 ２日間 200 100,000 0 0 0 100,000

0

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
豊平区民センターを活動拠点としているサークルに出演し
てもらい、クラシックやオーケストラの演奏で子どもから大人
まで楽しめる内容とする。

地域の方に気軽に音楽や芸術に触れる機会を提供する。
良質な音楽を安価な金額で気軽に楽しんでもらう。

企業や病院、札幌市社会福祉協議会と連携し、地域住民に
役立つ講演会。

豊平区民センター利用サークルの日頃の成果の発表の場
として、作品展示・ステージ発表・ダンスパーティーを実施す
る。
発表の機会を設けることで、サークル活動の助長を促す。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

- 93 -- 93 -



２ 地域住民の交流等を目的とした事業について
①募集対象

②募集人員

③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

図書室
一般

子ども

読み聞かせ事業 12 18 120 0 0 0 0 0

0

図書室
一般

子ども

本の福袋事業 1 0 25 2,000 0 0 0 2,000

0

図書室 一般

無料映画会 1 2 50 0 0 0 0 0

0

図書をテーマごとに福袋にし、新たな本を読むきっかけ作りを提
案する。

図書室の利用促進を目的とする。

幼少時の情操教育の一環として月に一度実施。
考える力を養い、親子の触れ合いを大切にする。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出
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３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

卓球開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎週
月・土
曜日

264時間

バドミントン開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎月第
２・第４
土曜日

60時間

囲碁・将棋開放
地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民セ
ンター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。

毎週
木・土
曜日

336時間

※令和５～９年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和5年度）

その他

開放時間　月曜日　18：00～20：30
開放時間　土曜日　　9：00～12：00

開放時間　18：00～20：30

開放時間　13：00～16：30
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３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

卓球開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎週
月・土
曜日

264時間

バドミントン開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎月第
２・第４
土曜日

60時間

囲碁・将棋開放
地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民セ
ンター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。

毎週
木・土
曜日

336時間

※令和５～９年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和6年度）

その他

開放時間　月曜日　18：00～20：30
開放時間　土曜日　　9：00～12：00

開放時間　18：00～20：30

開放時間　13：00～16：30
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３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

卓球開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎週
月・土
曜日

264時間

バドミントン開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎月第
２・第４
土曜日

60時間

囲碁・将棋開放
地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民セ
ンター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。

毎週
木・土
曜日

336時間

※令和５～９年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和7年度）

その他

開放時間　月曜日　18：00～20：30
開放時間　土曜日　　9：00～12：00

開放時間　18：00～20：30

開放時間　13：00～16：30
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３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

卓球開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎週
月・土
曜日

264時間

バドミントン開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎月第
２・第４
土曜日

60時間

囲碁・将棋開放
地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民セ
ンター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。

毎週
木・土
曜日

336時間

※令和５～９年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和8年度）

その他

開放時間　月曜日　18：00～20：30
開放時間　土曜日　　9：00～12：00

開放時間　18：00～20：30

開放時間　13：00～16：30
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３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）について

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

卓球開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎週
月・土
曜日

264時間

バドミントン開放
地域住民の余暇活用とスポーツに触れる機会の提供、住民相互
のふれあいを目的とし、区民センター施設の有効活用を図るた
め、日時を設定し、開放する。

毎月第
２・第４
土曜日

60時間

囲碁・将棋開放
地域住民の余暇活用、住民相互のふれあいを目的とし、区民セ
ンター施設の有効活用を図るため、日時を設定し、開放する。

毎週
木・土
曜日

336時間

※令和５～９年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和9年度）

その他

開放時間　月曜日　18：00～20：30
開放時間　土曜日　　9：00～12：00

開放時間　18：00～20：30

開放時間　13：00～16：30
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管 理 に 係 る 収 支 計 画 書 

法人・団体名 一般社団法人札幌市区民センター運営委員会 

1. 収支計画に関する基本方針 

 指定期間中の収支について、基本的な考え方、収入増加及び経費節減への具体的な取組について

具体的に示してください。 

 

  これまで、安定した収入確保のために、貸室の利用促進及び利用率の向上を図ることが重要で

あると考え、このことを基本に管理運営を行ってきました。 

  また、支出については、業務の見直し等事務効率の改善を心がけ、ムリ・ムダ・ムラの削減を

柱に経費の縮減を図ってきました。 

  次期指定管理期間においても、施設利用の促進、経費節減に最大限の努力をします。 

 

１ 利用料金収入 

平成 22 年度から利用料金制度が導入され、平成 30 年度からは目標利用率が 58％程度と設

定されました。平成30年度の利用率は61.3％と、目標を達成することができ料金収入も過去

最高となりましたが、令和元年度からの工事休館、コロナウイルス感染拡大防止に伴うキャン

セル等により利用減となり、令和３年度は45.7％となりました。 

今後は平成 30 年度の実績に戻せるよう、貸室の利用法等の丁寧な説明や案内に努めるとと

もに、貸室利用のＰＲやサークルの促進などを行い、利用者増を図り収入増に繋げます。   

 

２ 支出について 

   指定管理費は、市民の貴重な税金で賄われていることを職員の共通認識として、事業の実施

に際しては、最小の経費で最大の効果を生ずるよう努めます。 

   また、光熱水費の節約については、利用者の方々にも協力をいただきながら、間引き照明や

不要照明の消灯及び各室の温度設定などをきめ細かく行い、職員一丸となった費用の節約に努

めます。 

 

2. 指定期間中の収支計画 

 様式 5－1、5－2、5－3、5－4、5－5のとおり 

 

3. 自主事業による利益の取扱について 

 自主事業により大幅な利益が発生した場合の取扱について、利益の額の算定及び還元の方法につ

いて提案してください。 

 

※ 自主事業は実施していません。 
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法人・団体名

（単位：千円）

25,868 25,868 25,868 25,868 25,868 129,340

15,726 15,726 15,726 15,726 15,726 78,630

950 950 950 950 950 4,750 0 受講料収入、興行収入、賃貸収入

42,544 0 42,544 0 42,544 0 42,544 0 42,544 0 212,720 0

人件費 0 0

物件費 0 0

人件費 32,773 32,773 32,773 32,773 32,773 163,865 0

物件費 9,719 9,719 9,719 9,719 9,719 48,595 0

42,492 0 42,492 0 42,492 0 42,492 0 42,492 0 212,460 0

52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 260 0

0

法人市民税、法人道民税

※　税込みで記載してください。
※　「その他収入」については、「説明等」の欄に当該収入に係る事業名を明記してください。
※　「法人税等」には、法人税、住民税、事業税等の支払見込額を記載してください。
※　令和５年度以降の収支に変化が生じる見込みの場合には、説明等欄にその考え方を示して下さい。

52

支出計

利
益
等

令和５年度 令和６年度

管理費

法人税等

科目

支
出

収
入

利益還元

0当期純利益

収支

管理に係る収支計画書(様式5-1　指定期間全体)

令和８年度

説明等

計

指定管理
業務

自主事業 自主事業

令和７年度

指定管理
業務

指定管理
業務

自主事業

一般社団法人札幌市区民センター運営委員会

令和９年度

指定管理
業務

自主事業

指定管理費

0

260

0

52

0

52

0

52

事業費

収入計

その他収入

利用料金収入

指定管理
業務

0

52

自主事業
指定管理
業務

自主事業
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法人・団体名　一般社団法人札幌市区民センター運営委員会

管理費 事業費 小計 ○○事業 ○○事業 小計

指定管理費 25,868

利用料金収入 15,726

その他収入 0 950

収入計 0 0 0 42,544

人件費 32,773 0 32,773

旅費・交通費 130 0 130

光熱水費 0 0 0

通信運搬費 480 0 480

租税公課 2,869 0 2,869

広告宣伝費 150 0 150

保険料 50 0 50

賃借料 330 0 330

修繕費 800 0 800

消耗品費 2,300 0 2,300

備品費 0 0 0

衛生費 400 0 400

新聞図書印刷費 300 0 300

諸謝金 751 0 751

委託費 0 0 0

負担金 650 0 650

支払報酬 280 0 280

行政財産目的外使用料 0 0 0

その他（雑費等） 229 0 229

支出計 0 0 42,492 0 0 0 42,492

収支 52 0 0 0 52

利益還元 0 0

法人税等

当期純利益 52

※　それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。　　　　
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。　　　
※　税込みで記載してください（以下、様式４-３から４-５まで同じ）。
※　「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
※　様式5-3から5-5までにより積算内容を記載してください。

利
益
等

計

支
出

管理に係る収支計画書(様式5-2　令和５年度)

自主事業

収
入

科目

950

15,726

25,868

指定管理業務

42,544
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1.利用料金収入
単位：千円

区分 単位
利用料金
(単価)

利用回数
（見込み）

収入額
（見込み）

算出根拠等
（料金設定、利用回数設定についての考え方等）

午前 9,200 91 837,200
午後 11,500 174 2,001,000
夜間 13,800 80 1,104,000
全日 27,600 23 634,800
昼食 1,840 26 47,840
夕食 1,840 78 143,520
延長 2,760 38 104,880
時間貸し 2,760 32 88,320
計 542 4,961,560
午前 3,500 66 231,000
午後 4,300 52 223,600
夜間 5,200 41 213,200
全日 10,400 1 10,400
昼食 690 22 15,180
夕食 690 0 0
延長 1,040 2 2,080
時間貸し 1,040 125 130,000
計 309 825,460
午前 1,000 236 236,000
午後 1,200 217 260,400
夜間 1,500 129 193,500
全日 3,000 9 27,000
昼食 200 12 2,400
夕食 200 16 3,200
延長 300 9 2,700
時間貸し 300 100 30,000
計 728 755,200
午前 1,000 200 200,000
午後 1,200 183 219,600
夜間 1,500 40 60,000
全日 3,000 5 15,000
昼食 200 14 2,800
夕食 200 5 1,000
延長 300 10 3,000
時間貸し 300 76 22,800
計 533 524,200
午前 2,000 46 92,000
午後 2,400 50 120,000
夜間 3,000 74 222,000
全日 6,000 0 0
昼食 400 7 2,800
夕食 400 12 4,800
延長 600 2 1,200
時間貸し 600 12 7,200
計 203 450,000

7,516,420

※　続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

収支計画書の積算根拠（収入）（様式5-３）

大ホール

大ホール
1/2

第１
会議室

第２
会議室

第１・２
会議室

小計

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。
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1.利用料金収入
単位：千円

区分 単位
利用料金
(単価)

利用回数
（見込み）

収入額
（見込み）

算出根拠等
（料金設定、利用回数設定についての考え方等）

午前 1,000 269 269,000
午後 1,200 309 370,800
夜間 1,500 194 291,000
全日 3,000 10 30,000
昼食 200 29 5,800
夕食 200 5 1,000
延長 300 16 4,800
時間貸し 300 100 30,000
計 932 1,002,400
午前 2,400 187 448,800
午後 3,000 213 639,000
夜間 3,600 169 608,400
全日 7,200 72 518,400
昼食 480 33 15,840
夕食 480 11 5,280
延長 720 94 67,680
時間貸し 720 162 116,640
計 941 2,420,040
午前 1,000 192 192,000
午後 1,200 188 225,600
夜間 1,500 87 130,500
全日 3,000 10 30,000
昼食 200 36 7,200
夕食 200 3 600
延長 300 9 2,700
時間貸し 300 104 31,200
計 629 619,800
午前 2,400 110 264,000
午後 3,000 95 285,000
夜間 3,600 9 32,400
全日 7,200 5 36,000
昼食 480 40 19,200
夕食 480 1 480
延長 720 1 720
時間貸し 720 30 21,600
計 291 659,400
午前 3,400 128 435,200
午後 4,000 102 408,000
夜間 5,200 27 140,400
全日 10,400 4 41,600
昼食 680 9 6,120
夕食 680 24 16,320
延長 1,040 5 5,200
時間貸し 1,040 2 2,080
計 301 1,054,920

5,756,560

※　続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

視聴覚室

収支計画書の積算根拠（収入）（様式5-３）

第３
会議室

陶工芸室

料理
実習室

和室
いこい

小計

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。
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1.利用料金収入
単位：千円

区分 単位
利用料金
(単価)

利用回数
（見込み）

収入額
（見込み）

算出根拠等
（料金設定、利用回数設定についての考え方等）

午前 1,700 94 159,800
午後 2,000 24 48,000
夜間 2,600 91 236,600
全日 5,200 0 0
昼食 340 6 2,040
夕食 340 3 1,020
延長 520 55 28,600
時間貸し 520 111 57,720
計 384 533,780
午前 1,000 277 277,000
午後 1,200 262 314,400
夜間 1,500 132 198,000
全日 3,000 8 24,000
昼食 200 30 6,000
夕食 200 9 1,800
延長 300 19 5,700
時間貸し 300 133 39,900
計 870 866,800
午前 1,700 188 319,600
午後 2,000 196 392,000
夜間 2,600 71 184,600
全日 5,200 12 62,400
昼食 340 38 12,920
夕食 340 4 1,360
延長 520 13 6,760
時間貸し 520 140 72,800
計 662 1,052,440
午前 0
午後 0
夜間 0
全日 0
昼食 0
夕食 0
延長 0
時間貸し 0
計 0 0

2,453,020

15,726,000

※　続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

小計

収支計画書の積算根拠（収入）（様式5-３）

和室
いこい1/2

和室
すずらん

和室
ライラック

合計

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。
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2.その他の収入
単位：千円

項目
収入額
（見込み）

摘要

633 別紙運営事業計画書のとおり

100 同上

217 市民利用のためコピー機1台設置

950

0

950

事業名

指定管理
業務

講座等

事業等

賃貸収入

指定管理業務収入計

合計

※　項目毎に、事業単位で記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄
に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

自主事業

自主事業収入計
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1　指定管理業務 単位：千円

管理費 事業費 管理費 事業費 管理費 事業費 管理費 事業費

運営委員会 運営委員 その他 1 20

事務室 事務局長 正規社員 1 3,126 269 554 203,000

〃 事務局次長正規社員 1 2,767 269 494 168,000 1,039

〃 事務職員 正規社員 2 5,240 538 940 158,000 1,007

〃 〃 契約社員 1 1,921 209 365 148,000 943

図書室 〃 正規社員 3 7,634 807 1,410 158,000 1,007

〃 〃 契約社員 1 1,921 209 365 148,000 943

事務室 夜間案内 その他 7 3,715 958

計 17 0 18,787 0 7,557 0 2,301 0 4,128 32,773
最低時給額 943

※
※

※
※
※

※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
※　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

　行が足りない場合は、適宜追加してください。
　「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
　・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
　・パート、アルバイト：正社員より１日の所定労働時間が短いか、１週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が１か月を超えるか、又は定めがない職員
　・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
　・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
　・その他：上記以外の職員（他団体から出向・派遣等されている職員等）。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の１時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
　１時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された１時間あたりの賃金とします。

収支計画書の積算根拠（支出・人件費）（様式５-４）

配置部署 職種 雇用形態 配置人数
給料手当 臨時雇賃金 福利厚生費 法定福利費 月給

（最低
単位：円）

時給
（最低
単位：円）

備考
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2　自主事業 単位：千円

管理費 事業費 管理費 事業費 管理費 事業費 管理費 事業費

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最低時給額

※
※

※
※
※

※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
※

配置人数

　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

時給
（最低
単位：円）

備考

　行が足りない場合は、適宜追加してください。
　「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
　・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
　・パート、アルバイト：正社員より１日の所定労働時間が短いか、１週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が１か月を超えるか、又は定めがない職員
　・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
　・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
　・その他：上記以外の職員（他団体から出向・派遣等されている職員等）。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の１時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
　１時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された１時間あたりの賃金とします。

臨時雇賃金 福利厚生費 法定福利費 月給
（最低
単位：円）

　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

配置部署
給料手当

職種 雇用形態
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単位：千円

管理費 事業費

旅費・交通費 130 H30実績より算出　サピカ、委員会議等交通費

光熱水費 0

通信運搬費 480 H30実績より算出　電話、インターネット、切手

租税公課 2,869 消費税

広告宣伝費 150 パンフレット等への協賛広告等

保険料 50 H30実績より算出　施設賠償責任保険料、傷害保険料

賃借料 330 H30実績より算出　コピー機使用料、リース料、AEDリース料

修繕費 800 H30実績より算出　

消耗品費 2,300 H30実績より算出　

備品費 0

衛生費 400
クリーニング代、廃棄物処理代、消毒液
抗菌コーティング代

新聞図書印刷費 300
H30実績より算出新聞図書雑誌購入
領収証・承認書印刷代

諸謝金 751 別紙運営事業計画書のとおり　講師謝金

支払報酬 280
R4契約金額  税理士委託料・顧問料
北海道労働保険協会

負担金 650 H30～R４　本部経費負担　平均

行政財産目的外使用料 0

その他（雑費等） 229
 諸会費 会議費 パソコン保守・更新費
研修費 振込料 上記以外の支出

計 0 9,719

※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

支出額（見込み）
摘要

収支計算書の積算根拠（支出・物件費）（様式５－５）

科目

1　指定管理業務

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
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単位：千円

管理費 事業費

旅費・交通費

光熱水費

通信運搬費

租税公課

広告宣伝費

保険料

賃借料

修繕費

消耗品費

備品費

衛生費

新聞図書費

印刷製本費

諸謝金

委託費

支払手数料

行政財産目的外使用料

その他（　　）

計 0 0

※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

科目
支出額（見込み）

摘要

2　自主事業
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様式１－１

　　　豊平区民センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｂ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｃ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｄ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

２　事業別利用状況

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 100.0%

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 100.0%

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

貸室事業（有料）
合計

#DIV/0!

#DIV/0!

飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会

0

0

その他の一般利用
営利目的

10割増 20割増

人数・構成比 0 #DIV/0!

件数・構成比 0 #DIV/0!

区　　分
計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

0

貸室事業（有料） 合計

#DIV/0!

指定管理者の開催事業

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

施設利用状況報告書（令和　年度）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

0

利用率

#DIV/0!

区　　分

人数・構成比

計

#DIV/0! 0

0#DIV/0!
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様式１－２

　　　豊平区民センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

小　計　Ｂ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｃ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｄ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0合　計　（Ａ～Ｄの計）

件数 人数

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

施設利用状況報告書（令和　年度）

室　名（定員）

午　前 午　後 夜間 合計

件数 人数 件数 人数 件数 人数

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し
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様式２－１

１　区民講座について 　　　　　豊平区民センター

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

　合　　計 講座数 実施回数
募集
人員

応募倍率
受講者
実数

円 #DIV/0! 円 円

応募者数

#DIV/0! 円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

応募倍率

応募者数

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

１人あたり
支出額

講座等事業実施報告書（令和 年度）

実施回数
募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

達成された効果など
受講者
実数

<　備考　>

合　　計

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

１人あたり
参加費

目的

内容

円 円

参加費

#DIV/0! 円

円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

#DIV/0!

#DIV/0!

目的

内容 円

円

円 #DIV/0! 円
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様式２－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について 　　　　　豊平区民センター

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

事業数 実施回数
参加
見込数

参加者
実数

円 円 円

#DIV/0! 円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

講座等事業実施報告書（令和 年度）

開催回数
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数１人あたり

支出額
１人あたり
収入額

１人あたり
参加費

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

円

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

参加費

合　　計

<　備考　>

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

目的

内容

円 円

#DIV/0! 円

成果指標 来場者目標数の80％

0円 #DIV/0! 円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

目的

内容

円

成果指標 来場者目標数の80％

0円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

円 #DIV/0! 円 #DIV/0!
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様式２－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料） 豊平区民センター

（ ）

（ ）

（ ）

講座等事業実施報告書（令和 年度）

利用者実数
実施
総日数

達成された効果など総時間
事業名

（使用した室）
目的、内容等

内容

目的

目的

内容

目的

内容
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様式３－１

　　　豊平区民センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

（ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｂ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｃ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｄ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 100.0% 0 #DIV/0!

２　事業別利用状況

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0%

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0%

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

貸室事業（有料）
合計

#DIV/0!

#DIV/0!

飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会 その他の一般利用
営利目的

10割増 20割増

人数・構成比 0 #DIV/0!

件数・構成比 0 #DIV/0!

区　　分
計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

貸室事業（有料） 合計

#DIV/0!

指定管理者の開催事業

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

施設利用状況報告書（令和　年　月）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

利用率

#DIV/0!

区　　分

人数・構成比

計

#DIV/0!

#DIV/0!
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様式３－２

　　　豊平区民センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

小　計　Ｂ 0 ( ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｃ 0 ( ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｄ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

施設利用状況報告書（令和　年　月）

室　名（定員）
件数 人数 件数 人数

午　後

件数

時間
貸し

時間
貸し

午　前

時間
貸し

夜間 合計

件数 人数 人数

合　計　（Ａ～Ｄの計）

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）
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様式４－１

１　区民講座について 　　　　　豊平区民センター

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

円

目的 #DIV/0!

円

内容 円 #DIV/0!

#DIV/0! 円目的

円 #DIV/0!

目的

内容

#DIV/0!

円

円

円 #DIV/0! 円

円

#DIV/0!

円 円

円円

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

円

受講者
実数

１人あたり
支出額

内容 #DIV/0!

応募倍率

応募者数

#DIV/0!

講座等事業実施報告書（令和 　年  月）

開催日時

募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

達成された効果など

- 118 -- 118 -



様式４－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について 　　　　　豊平区民センター

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

#DIV/0!

来場者目標数の80％

円 #DIV/0! 円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

内容

成果指標

0

円

目的

円

目的

内容

#DIV/0!

円

円

0

目標値の達成率

円 #DIV/0! 円

成果指標 来場者目標数の80％

来場者目標数

成果指標 来場者目標数の80％

0

来場者目標数

#DIV/0!

目標値の達成率

円 円

目標数の80％円

目標数の80％

円

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

開催日時
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数１人あたり

支出額
１人あたり
収入額

事業名

（使用した室）

指定管理者
の収入額

指定管理者
の支出額

目的、内容等
１人あたり
参加費

円

円

#DIV/0!

目的

円内容
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様式４－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業について 豊平区民センター

（ ）

（ ）

（ ）

内容

内容

目的

内容

目的

実施時間
事業名

（使用した室）

目的

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

利用者実数開催日 達成された効果など目的、内容等
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様式　５

利用日：　　年　月　日 　　年　月　日 作成日付 　　/　　/　　 頁　

○○室

○○室

合計

全日 延長

豊平区民センター

一般料金

午前 午後

有料施設利用料金収入状況報告書

利用料金件数

12時～13時

件数 利用料金

合計

件数 利用料金 件数 利用料金 件数 利用料金 件数

17時～18時

利用料金 利用料金件数

合計

○○室

１０増

１０増

一般料金

○○室

合計

一般料金

２０増

１０増

一般料金

１０増

合計

２割増

合計

一般料金

２割増

合計

総合計

～

２０増

２０増

２０増

２割増

夜間

件数 利用料金

２割増

２割増

１時間貸し

件数 利用料金

１０増

２０増

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
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冊 冊

枚 件

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通 通

本 通

貸 出 券
受払状況

バーコード
受払状況

残 枚 数

利用案内

残 枚 数 使用枚数

　その他図書室内状況確認

　図書室内照明消灯

　図書室内窓施錠

　サイン類表示変更等

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が必要な

　　案件は、内容に応じて所定の書式により速やかに豊平区地域振興課または中央図書館に提出してください。

業務終了時の
チェック状況

項　　　　　目 チェック 項　　　　　目 チェック

　各端末機器電源遮断

図書室内
巡回状況

　①大声・走り回り注意　　件　　②飲食注意　　　件

　③携帯電話等注意　　　　件　　④居眠り注意　　件

　⑤その他　　　　件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者
からの
苦　情
要　望
提案等

内　　　　　　容 処　　理　　結　　果

封
書
そ
の
他

督　　促 督　　促

そ の 他

電話記録

予　　約

郵送記録

新規登録数

変更届数

そ の 他 寄贈礼状

は
が
き

予　　約

受入枚数 調査相談

受入枚数

再交付数
前 日 の
残 枚 数

：　　　　　　～　　　　　　：

業務処理
件数累計

貸出冊数 返却冊数

前 日 の
残 枚 数

検索機利用
方法の説明

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

　　令和　　　年　　　月　　　日（　　）　　天気（　　　　） 作成者氏名

勤務状況

従　事　者　氏　名 従　　事　　時　　間

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

館　　長 担　　当

豊平区民センター図書室業務日誌

様式６－１
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申立人 （匿名希望の場合は氏名欄に匿名と記入し、不明の場合は氏名欄に不明と記入すること。）

歳 　※わかる場合のみ記入

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

 １．事故等の具体的な内容

 ２．現場における対応

　□現場対応で処理が完了した場合はチェック印を記入すること。

 ３．中央図書館が対応すべき事項及び回答が必要な事項  ４．３に対する中央図書館の対応・回答

①

②

③

④

⑤

様式６－２

（優先度２）

（優先度３）

　※図書館業務及び電算システム等に関する内容以外の案件は、所定の書式により豊平区地域振興課へ
　　提出してください。　　

[住　　所]

[氏　　名] [年　　齢]

[電話番号] （優先度１）

応対者氏名

豊平区民センター図書室事故等報告書

件　名
　　□事故　　□苦情　　□トラブル　　□要望・提案　　□その他

課長

対応日時
及び

対応方法

　　令和　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　時　　分　

　　□カウンター　　□電話　　□その他（                                 ）

係長 係

中　央　図　書　館

センター館長 係館　　長
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日 冊 冊

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通

本
通

前月末の
残 枚 数

受入枚数

使用枚数

バーコード
受払状況

新規登録数
(WEB仮登録含む)

開室日数

貸 出 券
受払状況

前月末の
残 枚 数

受入枚数

残 枚 数

返却冊数

センター
館　　長

令和　　　 年　 　　月分

貸出冊数

様式６－３ 係

電話記録

再交付数

豊平区民センター図書室月間業務報告書（１）

業務処理
件数累計

残 枚 数

寄贈礼状

封書・その他

郵送記録

調査相談

利用案内

通信欄

　　必要な案件は所定の書式により速やかに豊平区地域振興課または中央図書館に提出してください。

そ の 他

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が

利用者から
の苦情・要
望・提案等

処　　　　　理内　　　　　　容

予　　約

督　　促

そ の 他

は
が
き

予　　約
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　注）テーマ展示において長期間内容を変えないものは、定例的な展示となりますので、記入不要です。

事業名称 開催日時

（おはなし会・映画会等）

備　　　　　　　　　　考参加者数

令和　　　 年　 　　月分

センター
館　　長

係様式６－４

（テーマ展示）

豊平区民センター図書室月間業務報告書（２）

（その他・講座等）

　・中央図書館主催の研修に関するもの　・その他(列記した事項に類するもの)示

※純粋な事業のみを記載し、下記のような図書室で標準的に実施されるべき業務や定例的な業務等は記入不要です。

　・図書室カレンダー等の作成･配布　・新着図書一覧(新刊リスト)や各種おすすめ図書リスト等の作成･掲示

　・各種ポスター等の作成･掲示　・予約ベストテン等の作成・掲示　・各賞受賞に関する情報や各種書評の掲示

　・図書の配架場所の変更やポップ作成等室内装飾に関するもの　・ホームページやチラシ等による各種ＰＲ
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【様式７】 

個人情報取扱状況報告書 

 

年  月  日   

  札幌市長        様 

                     住 所 

                     会社名 

                     代表者名              

 

個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施してい

る安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

 

記 

受託業務名  

受託期間  

対象期間  

安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施し

ています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無等

について、以下のとおり報告いたします。 

(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

   

(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

   

(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

   

(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

   

(5) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

   

(6) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

   

(7) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

   

２ その他特記事項等 

 

 

- 126 -



別表 １ 

管理物件 

 

 

 

 

施 設 の 名 称 豊平区民センター 

施設の所在地 札幌市豊平区平岸６条 10 丁目１番１号 

施設の設置目的 地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及促進を図り、もっ

て地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

建物の構造等 開設年月日：昭和 53年 12 月 18 日 

構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階建 

専有部分内訳  地下１階 315.91 ㎡ 

１階 570.14 ㎡ 

２階   1,202.97  ㎡ 

３階  499.69 ㎡ 

P・H １.２  115.40 ㎡ 

渡り廊下  45.93 ㎡ 

敷 地 面 積：13,063.45 ㎡（豊平区役所及び駐車場含む。） 

延 床 面 積（専有部分）：2,750.04 ㎡ 

主 要 施 設：ホール（550 人収容）、会議室（３室）、和室（３室）、 

視聴覚室、調理等実習室、陶工芸室、図書室 

駐 車 場：  97 台収容（豊平区役所と共用） 

豊平区民センター専有部分内にある他の施設（組織） 

① 豊平区社会福祉協議会（60.15 ㎡） 

② 札幌市子ども会育成連合会豊平区事務局（24.75 ㎡） 

建 設 費：682,000 千円 

施設平面図：別添のとおり(資料１) 
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別表２豊平区民センター備品一覧表
部屋 品　名 部屋 品　名 部屋 品　名

事務机 折畳机 演台

事務椅子 ホワイトボード 電子ピアノ

更衣ロッカー 黒板 ベンチ（ロビーチェア）

トレーキャビネット 演台 コートハンガー

ワイヤレスマイク 電話台 更衣ロッカー

有線マイク、ピンマイク 茶器棚

マイクスタンド 碁盤

ファクシミリ 花台 ホール用ビデオプロジェクター

移動書庫 バレーボール用得点板

金庫（据え置き型） バレーボール用支柱

風炉 バレーボール用ネット

電気炉 バドミントン支柱

ホワイトボード スチームアイロン バレーボール審判台

会議用机 ホワイトボード ホワイトボード

椅子用台車 和卓 マイクスタンド卓上型

コートハンガー 卓球台

演台 卓球台用フェンス

風炉

鉄瓶

ホワイトボード ホワイトボード パネルセット

会議用机 折畳机

椅子用台車 会議用テーブル

コートハンガー パイプ椅子用台車

敷物用台車

作業台 マイクスタンド

ホワイトボード 手動ろくろ はしご

会議用円卓 電動ろくろ セルコンタワー

会議用椅子 グラインダー

スタンドハンガー

電話台 液晶テレビ

テレビ台 作業用テーブル ブルーレイプレーヤー

シューズボックス プロジェクタースクリーン

コートハンガー

音響セット（アンプ等） 電話台

会議用机 ガス炊飯器

椅子用台車 冷蔵庫

ピアノ

ホワイトボード

コートハンガー マガジンラック

ミラー（姿見） ロビーチェアー

映写台 案内黒板

カーテン 庁舎案内板

掲示板（入口）

貸室案内板

パンフレットスタンド

電話台

折畳机

パネルセット

運搬車、更衣ロッカー

事
務
室

第
１
会
議
室

第
２
会
議
室

第
３
会
議
室

陶
工
芸
室

視
聴
覚
室

料
理
実
習
室

１
階
ロ
ビ
ー

大
ホ
ー
ル

サ
ー
キ
ッ
ト
室

大
ホ
ー
ル
倉
庫

そ
の
他

ラ
イ
ラ
ッ

ク
（

和
室
）

い
こ
い
（
和
室
）

す
ず
ら
ん
（
和
室
）

- 133 -- 133 -



〇　一般備品

No 品名 数量 No 品名 数量

1 事務用机 5 26 卓上サイン 1

2 OA机 2 27 案内板 1

3 一般用閲覧机 5 28 台車 1

4 児童用閲覧机 3 29 記載台 2

5 新聞閲覧台 1 30 返却本用バスケット 1

6 事務用椅子 5 31 ペーパーハンガー 1

7 OA用椅子 2 32 タイプライター 1

8 一般用閲覧椅子 10 33 コピー機 1

9 児童用閲覧椅子 12 34 放送機器 1

10 スチール製一般書架 14 35 シュレッダー 1

11 木製一般書架 1 36 裁断機 1

12 スチール製児童書架 16 37 テプラ 1

13 木製児童書架 1 38 コートハンガー 2

14 雑誌架 2 39 更衣ロッカー 2

15 紙芝居架 2 40 空気清浄器 1

16 新聞架 1 41 電話機 1

17 絵本架 1 42 金庫 1

18 スチール書庫 2 43 文庫本書架 2

19 スチール保管庫 1 44 ポータブルDVDプレイヤー 1

20 引き出し式キャビネット 1 45 利用者端末ラック 1

21 バックヤード用キャビネット 1

22 整理棚 2

23 新聞収納棚 2

24 ブックトラック 7

25 カウンター 1

〇　システム関連備品

No 品名 数量 No 品名 数量

1 デスクトップ端末（業務端末） 2 4 L2スイッチ 2

2 デスクトップ端末（利用者端末） 1 5 ルータ 1

3 プリンタ（業務端末） 1

図書室備品リスト（豊平区民センター）
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